
議案第７８号  
甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定について  
上記の議案を提出する。    令和４年１１月２９日                        甲賀市長  岩 永 裕 貴   



   甲賀市立みなくち診療所条例  甲賀市水口医療介護センター条例（平成２３年甲賀市条例第３１号）の全部を改
正する。  （設置） 
第１条 国民健康保険の趣旨に基づき、被保険者及び一般患者の診療を行い、国民
健康保険事業を円滑に実施するとともに、公衆衛生の向上及び増進に寄与するた

め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条第

１項及び甲賀市国民健康保険条例（平成１６年甲賀市条例第１０６号）第７条第

２項の規定により診療所（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２

項に規定する診療所をいう。以下同じ。）を設置する。  （名称及び位置） 
第２条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 
甲賀市立みなくち診療所 甲賀市水口町貴生川２９３番地１  （業務） 

第３条 診療所は、甲賀市国民健康保険の被保険者（以下「被保険者」という。）
に対し、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、被保険者以外の者に対して

も行うことができる。  （１） 診療  （２） 薬剤又は治療材料の投与及び支給  （３） 処置、手術その他の治療  （４） 療養の指導及び相談  （５） 健康診断及び健康相談  （６） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務 
２ 診療所は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）における居宅介護サービス
を行うことができる。  （診療科目） 

第４条 診療所の診療科目は、内科その他市長が必要と認める診療科目とする。  （診療時間及び休診日） 
第５条 診療所の診療時間及び休診日は、市長が別に定める。 



 （使用料等） 
第６条 診療所の利用に係る診療、処置、手術その他の治療に要する費用又は薬剤
若しくは保険医療材料の費用は、診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告

示第５９号）により算定した額とする。ただし、次の各号に掲げる費用は、当該

各号に定める額により算定した額とする。  （１） 労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の規定に基づく療養
に要する費用 １点単価１１円５０銭  （２） 自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９７号）の規定に基づく療養
に要する費用 １点単価１５円  （３） 保険診療以外の診療費用 １点単価１０円 

２ 居宅介護サービスに要する費用は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定
に関する基準（平成１２年厚生省告示第１９号）により算定した額とする。 

３ 診療所において、診断書等の交付を受けた者は、規則で定める額に消費税法
（昭和６３年法律第１０８号）の規定による消費税の額及び地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額を納

付しなければならない。  （使用料等の減免及び追徴） 
第７条 市長が特に必要と認めるときは、申請により使用料等を減免することがで
きる。 

２ 虚偽の申立て等により、使用料等の減免を受けたことが明らかになった場合に
は、減免を受けた金額を追徴する。  （損害賠償） 

第８条 利用者は、診療所の施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、市長
が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが

適当でないと認めたときは、この限りでない。  （地方公営企業法の財務規定等の適用） 
第９条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「公営企業法」とい
う。）第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第

１条第２項の規定により、この条例による診療所事業（以下「診療所事業」とい

う。）に公営企業法第２条第２項に規定する財務規定等を適用する。 



 （重要な資産の取得及び処分） 
第１０条 公営企業法第３３条第２項の規定により、予算で定めなければならない
診療所事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格（適正な対価を得てす

る売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積金額）が、２，００

０万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡（土地については、１件５，００

０平方メートル以上に係るものに限る。）とする。  （議会の同意を要する賠償責任の免除） 
第１１条 公営企業法第３４条において準用する法第２４３条の２の２第８項の規
定により、診療所事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同

意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が１０万円以上であ

る場合とする。  （議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等） 
第１２条 診療所事業の業務に関し、公営企業法第４０条第２項の規定により条例
で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価

格が１００万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当

該決定に係る額が１００万円以上のものとする。  （業務状況説明書類の作成） 
第１３条 市長は、診療所事業に関し、公営企業法第４０条の２第１項の規定によ
り、毎事業年度の４月１日から９月３０日までの業務の状況を説明する書類を１

１月３０日までに、１０月１日から３月３１日までの業務の状況を説明する書類

を５月３１日までに作成しなければならない。 
２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、
１１月３０日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、５月３

１日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業

の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。  （１） 事業の概況  （２） 経理の状況  （３） 前２号に掲げるもののほか、診療所事業の経営状況を明らかにするた
め、市長が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に規定する期日までに同項の業務



の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、

できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。  （指定管理者の指定等） 
第１４条 市長は、法第２４４条の２第３項の規定により、診療所の管理に関する
次に掲げる業務（以下「管理業務」という。）を指定管理者に行わせることがで

きる。  （１） 第３条各項に規定する業務  （２） 施設又は設備等の維持管理に関する業務  （３） 利用料金（法第２４４条の２第８項に規定する料金をいう。以下同
じ。）の収受に関する業務  （４） 前３号に掲げるもののほか、診療所の運営に関して市長が必要と認める
業務 

２ 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第７
条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料

等」とあるのは「利用料金」とする。  （利用料金） 
第１５条 前条第１項の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる場合におけ
る利用料金の額は、第６条に規定する範囲において、指定管理者が市長の承認を

得て定めるものとする。  （委任） 
第１６条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。    付 則  この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第７８号参考資料 

甲賀市水口医療介護センター条例新旧対照表 

改正案 現行 

甲賀市立みなくち診療所条例 甲賀市水口医療介護センター条例 

 目次 

第１章 総則（第１条―第１５条） 

第２章 診療所（第１６条―第２１条） 

第３章 介護老人保健施設（第２２条―第２７条） 

第４章 補則（第２８条） 

付則 

 第１章 総則 

（設置） 

第１条 国民健康保険の趣旨に基づき、被保険者及び一般患者の診療を

行い、国民健康保険事業を円滑に実施するとともに、公衆衛生の向上

及び増進に寄与するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以

下「法」という。）第２４４条第１項及び甲賀市国民健康保険条例

（平成１６年甲賀市条例第１０６号）第７条第２項の規定により診療

所（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２項に規定す

る診療所をいう。以下同じ。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

（設置） 

第１条 市民の健康医療の向上及び福祉の増進に寄与するため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）第２４４

条第１項及び甲賀市国民健康保険条例（平成１６年甲賀市条例第１０

６号）第７条第２項の規定により甲賀市水口医療介護センター（以下

「センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

甲賀市水口医療介護センター 甲賀市水口町貴生川２９３番地１ 
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名称 位置 

甲賀市立みなくち診療所 甲賀市水口町貴生川２９３番地１ 

（業務） 

第３条 診療所は、甲賀市国民健康保険の被保険者（以下「被保険者」

という。）に対し、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、被保

険者以外の者に対しても行うことができる。 

（１） 診療 

（２） 薬剤又は治療材料の投与及び支給 

（３） 処置、手術その他の治療 

（４） 療養の指導及び相談 

（５） 健康診断及び健康相談 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務 

２ 診療所は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）における居宅介

護サービスを行うことができる。 

（診療科目） 

第４条 診療所の診療科目は、内科その他市長が必要と認める診療科目

とする。 

（診療時間及び休診日） 

第５条 診療所の診療時間及び休診日は、市長が別に定める。 

（使用料等） 

第６条 診療所の利用に係る診療、処置、手術その他の治療に要する費

用又は薬剤若しくは保険医療材料の費用は、診療報酬の算定方法（平

成２０年厚生労働省告示第５９号）により算定した額とする。ただ

（地方公営企業法の財務規定等の適用） 

第３条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「公営企業

法」という。）第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年

政令第４０３号）第１条第２項の規定により、この条例による医療法

（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２項に規定する診療所

（以下「診療所」という。）事業及び介護保険法（平成９年法律第１

２３号。以下「法」という。）第８条第２５項に規定する介護老人保

健施設（以下「介護老人保健施設」という。）事業（以下「センター

事業」という。）に公営企業法第２条第２項に規定する財務規定等を

適用する。 

（経営の基本） 

第４条 センターは、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に

応じて効率的かつ適正に運営しなければならない。 

（施設の構成） 

第５条 センター内に、次の施設を置く。 

（１） 診療所 

（２） 介護老人保健施設 

（職員） 

第６条 センターの総括管理者としてセンター長を置くほか、各施設内

に必要な管理責任者及び職員を置く。 

（使用料等） 

第７条 診療所の利用に係る診療、処置、手術、その他の治療に要する

費用、薬剤又は保険医療材料の費用は、診療報酬の算定方法により算
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し、次の各号に掲げる費用は、当該各号に定める額により算定した額

とする。 

（１） 労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の規定に

基づく療養に要する費用 １点単価１１円５０銭 

（２） 自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９７号）の規定に

基づく療養に要する費用 １点単価１５円 

（３） 保険診療以外の診療費用 １点単価１０円 

２ 居宅介護サービスに要する費用は、指定居宅サービスに要する費用

の額の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示第１９号）により算

定した額とする。 

３ 診療所において、診断書等の交付を受けた者は、規則で定める額に

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定による消費税の額及び

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の額

に相当する額を加算した額を納付しなければならない。 

（使用料等の減免及び追徴） 

第７条 市長が特に必要と認めるときは、申請により使用料等を減免す

ることができる。 

２ 虚偽の申立て等により、使用料等の減免を受けたことが明らかにな

った場合には、減免を受けた金額を追徴する。 

（損害賠償） 

第８条 利用者は、診療所の施設又は設備等を破損し、又は滅失したと

きは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損

害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。 

定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第

５０号）の規定に基づく療養に要する費用の額は、１点単価１１円５

０銭で算定した額とし、自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９

７号）の規定に基づく療養に要する費用の額は、１点単価１５円で算

定した額とし、保険診療以外の診療費用については、１点単価１０円

で算定した額とする。 

２ 介護老人保健施設の使用料の額は、次の各号に掲げるサービスの種

類の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 法第８条第８項に規定する通所リハビリテーション（以下

「通所リハビリテーション」という。） 次に掲げる額の合計額 

ア 法第４１条第４項第１号の規定により厚生労働大臣が定める基

準により算定した費用の額 

イ 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施

行規則」という。）第６１条第１号に掲げる費用として、別表第

１に定める額 

（２） 法第８条第１０項に規定する短期入所療養介護（以下「短期

入所療養介護」という。） 次に掲げる額の合計額 

ア 法第４１条第４項第２号の規定により厚生労働大臣が定める基

準により算定した費用の額 

イ 法第５１条の３第２項第１号及び第６１条の３第２項第１号に

規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者に

おける食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働

大臣が定める費用の額（以下「食費に関する告示」という。）に
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（地方公営企業法の財務規定等の適用） 

第９条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「公営企業

法」という。）第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年

政令第４０３号）第１条第２項の規定により、この条例による診療所

事業（以下「診療所事業」という。）に公営企業法第２条第２項に規

定する財務規定等を適用する。 

（重要な資産の取得及び処分） 

第１０条 公営企業法第３３条第２項の規定により、予算で定めなけれ

ばならない診療所事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格

（適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、そ

の適正な見積金額）が、２，０００万円以上の不動産又は動産の買入

れ又は譲渡（土地については、１件５，０００平方メートル以上に係

るものに限る。）とする。 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第１１条 公営企業法第３４条において準用する法第２４３条の２の２

第８項の規定により、診療所事業の業務に従事する職員の賠償責任の

免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任

に係る賠償額が１０万円以上である場合とする。 

（議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等） 

第１２条 診療所事業の業務に関し、公営企業法第４０条第２項の規定

により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金

額又はその目的物の価格が１００万円以上のもの及び法律上市の義務

に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が１００万円以上の

より算定した額で、別表第２に定める額 

ウ 施行規則第６１条第２号ニに掲げる費用として、別表第３に定

める額 

エ 法第５１条の３第２項第２号に規定する特定介護保険施設等に

おける居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の

事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第６１

条の３第２項第２号に規定する特定介護予防サービス事業者にお

ける滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事

情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額（以下「居住等費用

に関する告示」という。）に規定する従来型個室（老健・療養

等）又は多床室の額 

（３） 法第８条第２１項に規定する居宅介護支援（以下「居宅介護

支援」という。） 次に掲げる額 

ア 法第４６条第２項の規定により厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した費用の額 

（４） 法第８条第２５項に規定する介護保健施設サービス（以下

「介護保健施設サービス」という。） 次に掲げる額の合計額 

ア 法第４８条第２項の規定により厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した費用の額 

イ 食費に関する告示により算定した額で、別表第２に定める額 

ウ 施行規則第７９条第４号に掲げる費用として、別表第３に定め

る額 

エ 居住等費用に関する告示に規定する従来型個室（老健・療養
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ものとする。 

（業務状況説明書類の作成） 

第１３条 市長は、診療所事業に関し、公営企業法第４０条の２第１項

の規定により、毎事業年度の４月１日から９月３０日までの業務の状

況を説明する書類を１１月３０日までに、１０月１日から３月３１日

までの業務の状況を説明する書類を５月３１日までに作成しなければ

ならない。 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載する

とともに、１１月３０日までに作成する書類においては前事業年度の

決算の状況を、５月３１日までに作成する書類においては同日の属す

る事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしな

ければならない。 

（１） 事業の概況 

（２） 経理の状況 

（３） 前２号に掲げるもののほか、診療所事業の経営状況を明らか

にするため、市長が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に規定する期日までに

同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合

においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければなら

ない。 

（指定管理者の指定等） 

第１４条 市長は、法第２４４条の２第３項の規定により、診療所の管

理に関する次に掲げる業務（以下「管理業務」という。）を指定管理

等）又は多床室の額 

（５） 法第８条の２第８項に規定する介護予防通所リハビリテーシ

ョン（以下「介護予防通所リハビリテーション」という。） 次に

掲げる額の合計額 

ア 法第５３条第２項第１号の規定により厚生労働大臣が定める基

準により算定した費用の額 

イ 施行規則第８４条第１号に掲げる費用として、別表第１に定め

る額 

（６） その他、個人専用の家電の電気代等サービス提供以外の使用

料等については、規則で定める。 

（手数料） 

第８条 センターにおいて、診断書等の交付を受けた者は、別表第４に

定める額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定による消費

税の額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方

消費税の額に相当する額を加算した額を手数料として納付しなければ

ならない。 

（使用料等の減免及び追徴） 

第９条 市長が特に必要と認めるときは、申請により使用料等を減免す

ることができる。 

２ 虚偽の申立て等により、使用料等の減免を受けたことが明らかにな

った場合には、減免を受けた金額を追徴する。 

（重要な資産の取得及び処分） 

第１０条 公営企業法第３３条第２項の規定により、予算で定めなけれ



6/12 

者に行わせることができる。 

（１） 第３条各項に規定する業務 

（２） 施設又は設備等の維持管理に関する業務 

（３） 利用料金（法第２４４条の２第８項に規定する料金をいう。

以下同じ。）の収受に関する業務 

（４） 前３号に掲げるもののほか、診療所の運営に関して市長が必

要と認める業務 

２ 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合に

おける第７条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管

理者」と、「使用料等」とあるのは「利用料金」とする。 

（利用料金） 

第１５条 前条第１項の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる

場合における利用料金の額は、第６条に規定する範囲において、指定

管理者が市長の承認を得て定めるものとする。 

（委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則

で定める。 

 

ばならないセンター事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価

格（適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、

その適正な見積金額）が、２，０００万円以上の不動産若しくは動産

の買入れ又は譲渡（土地については、１件５，０００平方メートル以

上に係るものに限る。）とする。 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第１１条 公営企業法第３４条において準用する自治法第２４３条の２

第８項第２４３条の２の２第８項の規定により、センター事業の業務

に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければな

らない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が１０万円以上である場合

とする。 

（議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等） 

第１２条 センター事業の業務に関し、公営企業法第４０条第２項の規

定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でそ

の金額又はその目的物の価格が１００万円以上のもの及び法律上市の

義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が１００万円以

上のものとする。 

（業務状況説明書類の作成） 

第１３条 市長は、センター事業に関し、公営企業法第４０条の２第１

項の規定に基づき、毎事業年度の４月１日から９月３０日までの業務

の状況を説明する書類を１１月３０日までに、１０月１日から３月３

１日までの業務の状況を説明する書類を５月３１日までに作成しなけ

ればならない。 
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２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載する

とともに、１１月３０日までに作成する書類においては、前事業年度

の決算の状況を、５月３１日までに作成する書類においては、同日の

属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかに

しなければならない。 

（１） 事業の概況 

（２） 経理の状況 

（３） 前２号に掲げるもののほか、センター事業の経営状況を明ら

かにするため、市長が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に定める期日までに同

項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合に

おいては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならな

い。 

（利用の制限） 

第１４条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、センターの利用の制限、停止又は退去を命ずることができる。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

（２） 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

（３） 前２号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると

き。 

（損害賠償） 

第１５条 利用者は、センターの施設又は設備等を破損し、若しくは滅

失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、
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市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限り

でない。 

 第２章 診療所 

 （目的） 

第１６条 診療所は、国民健康保険の趣旨に基づき、被保険者及び一般

患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施するとともに、公

衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。 

（名称） 

第１７条 診療所の名称は、甲賀市立みなくち診療所（以下「みなくち

診療所」という。）と称する。 

（業務） 

第１８条 みなくち診療所は、甲賀市国民健康保険の被保険者（以下

「被保険者」という。）に対し、次に掲げる業務を行うものとする。

ただし、被保険者以外の者に対しても行うことができる。 

（１） 診療 

（２） 薬剤又は治療材料の投与及び支給 

（３） 処置、手術その他の治療 

（４） 療養の指導及び相談 

（５） 健康診断及び健康相談 

（６） 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める業務 

（診療科目） 

第１９条 みなくち診療所の診療科目は、整形外科、内科その他市長が

必要と認める診療科目とする。 
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（職員） 

第２０条 みなくち診療所に、院長及び必要な職員を置く。 

（診療時間及び休診日） 

第２１条 みなくち診療所の診療時間及び休診日は、次に掲げるとおり

とする。 

（１） 診療時間 午前９時から午後５時まで 

（２） 休診日 

ア 日曜日及び土曜日 

イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日 

ウ １２月２９日から翌年の１月３日まで 

２ センター長は、前項に規定する診療時間又は休診日を変更し、若し

くは臨時に休診日を定めることができる。 

 第３章 介護老人保健施設 

 （目的） 

第２２条 介護老人保健施設は、施設サービスを希望する要介護者に対

し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理下におけ

る介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う

ことにより、居宅における生活への復帰を目指す施設とする。 

（名称） 

第２３条 介護老人保健施設の名称は、甲賀市立介護老人保健施設ケア

センターささゆり（以下「ケアセンターささゆり」という。）と称す

る。 
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（事業） 

第２４条 ケアセンターささゆりは、次に掲げる事業を行う。 

（１） 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーショ

ン 

（２） 短期入所療養介護 

（３） 居宅介護支援 

（４） 介護保健施設サービス 

（５） 前各号に掲げるもののほか、介護老人保健施設の設置の目的

を達成するために必要な事業 

（職員） 

第２５条 ケアセンターささゆりに、所長及び必要な職員を置く。 

（利用時間及び休業日） 

第２６条 ケアセンターささゆりの第２４条第１号及び第３号に係る事

業の利用時間及び休業日については、第２１条の規定を準用する。こ

の場合において、同条中「診療時間」とあるのは「利用時間」と、

「休診日」とあるのは「休業日」と、「午後５時」とあるのは「午後

４時」と読み替えるものとする。 

（利用定員） 

第２７条 ケアセンターささゆりの利用定員は、次に掲げるとおりとす

る。 

（１） 入所定員 ２９人 

（２） 通所定員 ２０人 

 第４章 補則 
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 （委任） 

第２８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則

で定める。 

 別表第１（第７条関係） 

 区分 単位 金額 

食費 １食 ６５０円 

紙おむつ費 １枚 実費 

日用品費 １日 実費 

教養娯楽費 １日 実費 
 

 別表第２（第７条関係） 

 区分 単位 金額 

朝食 １食 ３００円 

昼食 １食 ５４０円 

夕食 １食 ５４０円 
 

 別表第３（第７条関係） 

 区分 単位 金額 

日用品費 １日 実費 

教養娯楽費 １日 実費 
 

 別表第４（第８条関係） 

 区分 単位 金額 

診断書（施設備付用紙） １通 １，５００円 
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健康診断書 １通 １，５００円 

死亡診断書 １通 ５，０００円 

死体検案書 １通 １０，０００円 

生命保険会社用診断書 １通 ３，０００円 

年金関係診断書 １通 ３，０００円 

交通災害見舞金請求用診断書 １通 １，０００円 

自動車損害賠償責任保険請求診断書 １通 ３，０００円 

自動車損害賠償責任保険診療費明細

書 

１通 ２，０００円 

自動車損害賠償責任保険後遺症診断

書 

１通 ３，０００円 

通院証明書 １通 ３，０００円 

原本証明書（死亡証明書） １通 １，０００円 

諸証明交付手数料 １件 ３００円 
 

付 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



議案第７９号  

 甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部

を改正する条例の制定について  

 上記の議案を提出する。  

   令和４年１１月２９日  

甲賀市長  岩 永 裕 貴   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する  

   条例の一部を改正する条例  

 甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平成

２７年甲賀市条例第２９号）の一部を次のように改正する。  

 第４条第２号ア中「１万５，８００円」を「１万６，１００円」に改め、同号イ

中「７，５６０円」を「７，７００円」に改める。  

 第８条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。  

 第１２条第１号中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、「３１万５００円」

を「３１万６，２５０円」に改め、同条第２号中「２７円５０銭」を「２８円３５

銭」に、「５６万５，７４０円」を「５８万６，９０５円」に改める。  

   付 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第７９号参考資料 

甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（選挙運動用自動車の使用の公費の支払） （選挙運動用自動車の使用の公費の支払） 

第４条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同

条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事

業者その他の者（以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」とい

う。）に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各

号に定める金額を、第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に

限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当

該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。 

第４条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同

条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事

業者その他の者（以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」とい

う。）に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各

号に定める金額を、第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に

限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当

該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる

区分に応じ、それぞれに定める金額 

（２） 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる

区分に応じ、それぞれに定める金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約（以下「自動車借入

れ契約」という。）である場合 当該選挙運動用自動車（同一の

日において自動車借入れ契約により２台以上の選挙運動用自動車

が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか１台の選

挙運動用自動車に限る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車

として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額

（当該金額が１万６，１００円を超える場合には、１万６，１０

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約（以下「自動車借入

れ契約」という。）である場合 当該選挙運動用自動車（同一の

日において自動車借入れ契約により２台以上の選挙運動用自動車

が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか１台の選

挙運動用自動車に限る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車

として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額

（当該金額が１万５，８００円を超える場合には、１万５，８０
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０円）の合計金額 ０円）の合計金額 

イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である

場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の

代金（当該選挙運動用自動車（これに代わり使用される他の選挙

運動用自動車を含む。）が既に前条の規定による届出に係る契約

に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、７，７００円に当

該候補者につき法第８６条の４第１項、第２項、第５項、第６項

又は第８項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の

期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数を除

いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であること

につき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に

基づき、委員会が確認したものに限る。） 

イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である

場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の

代金（当該選挙運動用自動車（これに代わり使用される他の選挙

運動用自動車を含む。）が既に前条の規定による届出に係る契約

に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、７，５６０円に当

該候補者につき法第８６条の４第１項、第２項、第５項、第６項

又は第８項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の

期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数を除

いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であること

につき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に

基づき、委員会が確認したものに限る。） 

ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約であ

る場合 当該選挙運動用自動車の運転手（同一の日において２人

以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候

補者が指定するいずれか１人の運転手に限る。）のそれぞれにつ

き、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤

務に対し支払うべき報酬の額（当該報酬の額が１万２，５００円

を超える場合には、１万２，５００円）の合計金額 

ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約であ

る場合 当該選挙運動用自動車の運転手（同一の日において２人

以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候

補者が指定するいずれか１人の運転手に限る。）のそれぞれにつ

き、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤

務に対し支払うべき報酬の額（当該報酬の額が１万２，５００円

を超える場合には、１万２，５００円）の合計金額 

（選挙運動用ビラの公費の支払） （選挙運動用ビラの公費の支払） 

第８条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同

条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に

第８条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同

条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に
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支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラ

の１枚当たりの作成単価（当該作成単価が７円７３銭を超える場合に

は、７円７３銭）に当該選挙運動用ビラの作成枚数（当該候補者を通

じて長の選挙の場合は１万６，０００枚以内、議会議員の選挙の場合

は４，０００枚以内であることにつき、委員会が定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限

る。）を乗じて得た金額を、第６条後段において準用する第２条ただ

し書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とす

る者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払

う。 

支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラ

の１枚当たりの作成単価（当該作成単価が７円５１銭を超える場合に

は、７円５１銭）に当該選挙運動用ビラの作成枚数（当該候補者を通

じて長の選挙の場合は１万６，０００枚以内、議会議員の選挙の場合

は４，０００枚以内であることにつき、委員会が定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限

る。）を乗じて得た金額を、第６条後段において準用する第２条ただ

し書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とす

る者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払

う。 

（選挙運動用ポスターの公費の支払） （選挙運動用ポスターの公費の支払） 

第１２条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が

同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とす

る者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動

用ポスターの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、次の各号に掲

げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額）に当該

選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じてポスター掲示場

の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定める

ところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したも

のに限る。）を乗じて得た金額を、第１０条後段において準用する第

２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの

作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とす

る者に対し支払う。 

第１２条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が

同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とす

る者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動

用ポスターの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、次の各号に掲

げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額）に当該

選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じてポスター掲示場

の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定める

ところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したも

のに限る。）を乗じて得た金額を、第１０条後段において準用する第

２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの

作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とす

る者に対し支払う。 
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（１） ポスター掲示場の数が５００以下である場合 ５４１円３１

銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に３１万６，２５０

円を加えた金額を当該ポスター掲示場の数で除して得た金額（１円

未満の端数がある場合には、その端数は１円とする。次号において

同じ。） 

（１） ポスター掲示場の数が５００以下である場合 ５２５円６銭

  に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に３１万５００円  

  を加えた金額を当該ポスター掲示場の数で除して得た金額（１円

未満の端数がある場合には、その端数は１円とする。次号において

同じ。） 

（２） ポスター掲示場の数が５００を超える場合 ２８円３５銭に

その５００を超える数を乗じて得た金額に５８万６，９０５円を加

えた金額を当該ポスター掲示場の数で除して得た金額 

（２） ポスター掲示場の数が５００を超える場合 ２７円５０銭に

その５００を超える数を乗じて得た金額に５６万５，７４０円を加

えた金額を当該ポスター掲示場の数で除して得た金額 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



議案第８０号  

甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を提出する。   

令和４年１１月２９日  

甲賀市長  岩 永 裕 貴   



   甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

 甲賀市職員の定年等に関する条例（平成１６年甲賀市条例第２１号）の一部を次

のように改正する。 

 題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

 第１章 総則（第１条） 

 第２章 定年制度（第２条―第５条） 

 第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第１１条） 

 第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１２条・第１３条） 

 第５章 雑則（第１４条） 

 付則 

   第１章 総則 

 第１条中「昭和２５年法律第２６１号」の次に「。以下「法」という。」を加え、

「第２８条の２第１項から第３項まで及び第２８条の３」を「第２２条の４第１項

及び第２項、第２２条の５第１項、第２８条の２、第２８条の５、第２８条の６第

１項から第３項まで並びに第２８条の７」に改め、同条の次に次の章名を付する。 

   第２章 定年制度 

 第３条中「６０年」を「６５年」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の１項

を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる施設等において、医療業務に従事する

医師及び歯科医師の定年は、年齢７０年とする。 

 第４条第１項各号列記以外の部分中「次の各号のいずれかに該当する」を「次に

掲げる事由がある」に改め、「ときは」の次に「、同条の規定にかかわらず」を加

え、「その職員」を「当該職員」に、「当該職務」を「当該定年退職日において従

事している職務」に、「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同項に次のただし

書を加える。 

  ただし、第９条第１項から第４項までの規定により異動期間（同条第１項に規

定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。）（同条第１項又は

第２項の規定により延長された異動期間を含む。）を延長した職員であって、定

年退職日において管理監督職（第６条に規定する職をいう。以下この条及び次章



において同じ。）を占めている職員については、第９条第１項又は第２項の規定

により当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務させることについて

市長の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理

監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

 第４条第１項第１号中「その職員」を「当該職員」に改め、「退職により」の次

に「生ずる欠員を容易に補充することができず」を加え、「とき」を「こと」に改

め、同項第２号中「その職員」を「当該職員」に、「できないとき」を「できず公

務の運営に著しい支障が生ずること」に改め、同項第３号中「その業務」を「当該

業務」に、「その職員」を「当該職員」に、「とき」を「こと」に改め、同条第２

項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存する」を「ある」に改め、

「得て、」の次に「これらの期限の翌日から起算して」を加え、同項ただし書中「そ

の期限」を「当該期限」に、「その職員」を「当該職員」に改め、「定年退職日」

の次に「（同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監

督職に係る異動期間の末日）」を加え、同条第３項中「引き続いて」を「引き続き」

に、「、又は」を「又は」に改め、同条第４項中「任命権者は」の次に「、第１項

の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第２項の規定により期限が延

長された職員について」を加え、「第１項の事由が存しなくなった」を「第１項各

号に掲げる事由がなくなった」に、「その期限を繰り上げて退職させることができ

る」を「当該期限を繰り上げるものとする」に改める。 

 本則に次の３章を加える。 

   第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

 （管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は、甲賀市職員の給与に

関する条例（平成１６年甲賀市条例第３８号）第１１条第１項（甲賀市企業職員

の給与の種類及び基準に関する条例（平成１６年甲賀市条例第１７５号）第７条

の規定によりその例によることとされる場合を含む。）に規定する職（別表に掲

げる施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師が占める職を除く。）

とする。 

 （管理監督職勤務上限年齢） 

第７条 法第２８条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢６０年



とする。 

 （他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

第８条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下こ

の章において「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、法第１３条、

第１５条、第２３条の３、第２７条第１項及び第５６条に定めるもののほか、次

に掲げる基準を遵守しなければならない。 

 （１） 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降

任又は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条及び第１０条において「降

任等」という。）をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る

法第１５条の２第１項第５号に規定する標準職務遂行能力（次条第３項におい

て「標準職務遂行能力」という。）及び当該降任等をしようとする職について

の適性を有すると認められる職に、降任等をすること。 

 （２） 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理

監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上

位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

 （３） 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監

督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占め

る職員（以下この号において「上位職職員」という。）の他の職への降任等も

する場合には、第１号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮し

てやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属す

る職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の

段階に属する職に、降任等をすること。 

 （管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例） 

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、

次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動

期間（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日

以後における最初の４月１日までの間をいう。以下この章において同じ。）の末

日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職

員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第３項

において同じ。）で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職



員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。 

 （１） 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当

該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公

務の運営に著しい支障が生ずること。 

 （２） 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職

員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に

著しい支障が生ずること。 

 （３） 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別

の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支

障が生ずること。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長

された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号

に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、市長の承認を得て、延長された当

該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年

退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退

職日までの期間内。第４項において同じ。）で延長された当該異動期間を更に延

長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員

が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えること

ができない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、

他の職への降任等をすべき特定管理監督職群（職務の内容が相互に類似する複数

の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構

成その他の特別の事情がある管理監督職として規則で定める管理監督職をいう。

以下この項において同じ。）に属する管理監督職を占める職員について、当該特

定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標

準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員

（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。）の数が

当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任

等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行

に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動



期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、

引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務を

させ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督

職に降任し、若しくは転任することができる。 

４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これらの規定によ

り延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について前項

に規定する事由があると認めるとき（第２項の規定により延長された当該異動期

間を更に延長することができるときを除く。）、又は前項若しくはこの項の規定

により異動期間（前３項又はこの項の規定により延長された期間を含む。）が延

長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると

認めるときは、市長の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起

算して１年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することがで

きる。 

 （異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第１０条 任命権者は、前条各項の規定により異動期間を延長する場合及び同条第

３項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同

意を得なければならない。 

 （異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第１１条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合において、当

該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の

職への降任等をするものとする。 

   第４章 定年前再任用短時間勤務制 

 （定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第１２条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職

員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場

合を除く。）をした者（以下この条及び次条において「年齢６０年以上退職者」

という。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

短時間勤務の職（当該職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常時

勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の１週

間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条及び次条



において同じ。）に採用することができる。ただし、年齢６０年以上退職者がそ

の者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日（短時間勤務の

職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種

の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。）を経過した者で

あるときは、この限りでない。 

第１３条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、組合（市が加入する地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第１項に規定する一部事務組合及び広

域連合をいう。）の年齢６０年以上退職者を、従前の勤務実績その他の規則で定

める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 

   第５章 雑則 

 （委任） 

第１４条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

 付則に次の見出し及び３項を加える。 

 （定年に関する経過措置） 

３ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第３条の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「６５年」と

あるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 

４ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における甲賀市職員の定

年等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年甲賀市条例第●号。次項にお

いて「令和４年改正条例」という。）による改正前の第３条ただし書に規定する

職員に対する第３条第２項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間

の区分に応じ、同項中「７０年」とあるのは、同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６６年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６７年 



令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６８年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６９年 

 （情報の提供及び勤務の意思の確認） 

５ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任

期を定めて任用される職員、非常勤職員並びに第３条第２項及び令和４年改正条

例による改正前の第３条ただし書に規定する職員を除く。以下この項において同

じ。）が年齢６０年に達する日の属する年度の前年度（以下この項において「情

報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤

務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務

の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員（異動等により情報の提

供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員（以

下この項において「末日経過職員」という。）を除く。）にあっては当該職員が

採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては

当該職員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年

度の前年度））において、当該職員に対し、当該職員が年齢６０年に達する日以

後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供する

ものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努める

ものとする。 

 別表中「第３条関係」を「第３条、第６条関係」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、付則第１１条の規

定は、公布の日から施行する。 

 （勤務延長に関する経過措置） 

第２条 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの条

例による改正前の甲賀市職員の定年等に関する条例（以下「旧条例」という。）

第４条第１項又は第２項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延

長期限（同条第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限をいう。

以下この項において同じ。）が施行日以後に到来する職員（以下この項において

「旧条例勤務延長職員」という。）について、旧条例勤務延長期限又はこの項の



規定により延長された期限が到来する場合において、この条例による改正後の甲

賀市職員の定年等に関する条例（以下「新条例」という。）第４条第１項各号に

規定する事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日か

ら起算して１年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該

期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第２条に規定する定年退職日の翌

日から起算して３年を超えることができない。 

２ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１

１年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同じ。）から

基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新条例定年（新条例第３条

に規定する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日における新条例定年（基準

日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第３条に規定する定年）

を超える職（基準日における新条例定年が新条例第３条第１項に規定する定年で

ある職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で

定める職に、基準日から基準日の翌年の３月３１日までの間に新条例第４条第１

項若しくは第２項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第

６３号。以下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５項又は前項の規定に

より勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る

新条例定年（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第３

条に規定する定年）に達している職員（当該規則で定める職にあっては、規則で

定める職員）を、昇任し、降任し、又は転任することができない。 

３ 新条例第４条第３項から第５項までの規定は、第１項の規定による勤務につい

て準用する。 

 （定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

第３条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５年に達する日以後における最

初の３月３１日（以下この条から付則第６条までにおいて「特定年齢到達年度の

末日」という。）までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤

務を要する職に係る旧条例定年（旧条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）

（施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が

変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場

合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第１項において同じ。）



に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考によ

り、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用するこ

とができる。 

 （１） 施行日前に旧条例第２条の規定により退職した者 

 （２） 旧条例第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第３条第５項

又は前条第１項の規定により勤務した後退職した者 

 （３） ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）

であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある

者 

 （４） ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）

であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、旧

地方公務員法再任用（令和３年改正法による改正前の地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の

６第１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。）又は暫定再任用

（この項若しくは次項、次条第１項若しくは第２項、付則第５条第１項若しく

は第２項又は付則第６条第１項若しくは第２項の規定により採用することをい

う。次項第６号において同じ。）をされたことがある者 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢

到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務

を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で

定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時

勤務を要する職に採用することができる。 

 （１） 施行日以後に新条例第２条の規定により退職した者 

 （２） 施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退

職した者 

 （３） 施行日以後に新条例第１２条の規定により採用された者のうち、令和３

年改正法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」という。）第

２２条の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職した者 

 （４） 施行日以後に新条例第１３条第１項の規定により採用された者のうち、

新地方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条



の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職した者 

 （５） ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）

であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある

者 

 （６） ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）

であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、暫

定再任用をされたことがある者 

３ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲

内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により採

用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以

前でなければならない。 

４ 暫定再任用職員（第１項若しくは第２項、次条第１項若しくは第２項、付則第

５条第１項若しくは第２項又は付則第６条第１項若しくは第２項の規定により採

用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。）の前項の規定による

任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、

当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す

事実に基づき良好である場合に行うことができる。 

５ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定

再任用職員の同意を得なければならない。 

第４条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、組合（市が加入する地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第１項に規定する一部事務組合及び広

域連合をいう。次項及び付則第６条において同じ。）における前条第１項各号に

規定する者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者

を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達している者を、従

前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範

囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、

組合における同項各号に規定する者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間に

ある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定

年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考に



より、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用する

ことができる。 

３ 前２項の場合においては、前条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第５条 任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、付

則第３条第１項各号に規定する者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあ

る者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新条例第１２条に規

定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。）に係る旧条例定年相当年齢（短時間

勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職

と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年（施行日以後に新た

に設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更さ

れた短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものと

した場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当

該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職

に係る年齢）をいう。次条第１項において同じ。）に達している者を、従前の勤

務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で

任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第

４項の規定にかかわらず、付則第３条第２項各号に規定する者のうち、特定年齢

到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤

務の職に係る新条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を

要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場

合における新条例定年をいう。次条第２項及び付則第１０条において同じ。）に

達している者（新条例第１２条の規定により当該短時間勤務の職に採用すること

ができる者を除く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選

考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用する

ことができる。 

３ 前２項の場合においては、付則第３条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第６条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、新地方公務員法第２２条の５

第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、

組合における付則第３条第１項各号に規定する者のうち、特定年齢到達年度の末



日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る

旧条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情

報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の

職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、

新地方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の

４第４項の規定にかかわらず、組合における付則第３条第２項各号に規定する者

のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しよ

うとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達している者（新条例第１

３条第１項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。）

を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超え

ない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、付則第３条第３項から第５項までの規定を準用する。 

 （令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢） 

第７条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職とす

る。 

 （１） 施行日以後に新たに設置された職 

 （２） 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が

施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第３条に規定する

定年に準じた当該職に係る年齢とする。 

 （令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務

員法第２２条の４第４項の条例で定める職及び年齢） 

第８条 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合におけ

る令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務

員法第２２条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

 （１） 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

 （２） 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令

和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法



第２２条の４第４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に

設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要

する職でその職務が同項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときに

おける旧条例定年に準じた同項に規定する職に係る年齢とする。 

 （令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者及び

職員） 

第９条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職のう

ち、当該職が基準日（付則第３条から第６条までの規定が適用される間における

各年の４月１日（施行日を除く。）をいう。以下この条において同じ。）の前日

に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日

の前日における新条例定年を超える職とする。 

 （１） 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

 （２） 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職

を含む。） 

２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職が基

準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係

る新条例定年に達している者とする。 

３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に規定する職

が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職

に係る新条例定年に達している職員とする。 

 （定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置） 

第１０条 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１

年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この条において同じ。）から基

準日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日

の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職（基準日における新

条例定年相当年齢が新条例第３条第１項に規定する定年である短時間勤務の職に

限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規

則で定める短時間勤務の職（以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上

げ短時間勤務職」という。）に、基準日の前日までに新条例第１２条に規定する

年齢６０年以上退職者となった者（基準日前から新条例第４条第１項又は第２項



の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。）のうち基準日の前

日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る

新条例定年相当年齢に達している者（当該規則で定める短時間勤務の職にあって

は、規則で定める者）を、新条例第１２条又は第１３条第１項の規定により採用

することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第１

２条又は第１３条第１項の規定により採用された職員（以下この条において「定

年前再任用短時間勤務職員」という。）のうち基準日の前日において同日におけ

る当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に

達している定年前再任用短時間勤務職員（当該規則で定める短時間勤務の職にあ

っては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員）を、昇任し、降任し、又は

転任することができない。 

 （令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢） 

第１１条 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、年齢

６０年とする。 
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議案第８０号参考資料 

甲賀市職員の定年等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

目次  

第１章 総則（第１条）  

第２章 定年制度（第２条―第５条）  

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第１１条）  

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１２条・第１３条）  

第５章 雑則（第１４条）  

付則  

第１章 総則  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下

「法」という。）第２２条の４第１項及び第２項、第２２条の５第１

項、第２８条の２、第２８条の５、第２８条の６第１項から第３項ま

で並びに第２８条の７の規定に基づき、職員の定年等に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号   

       ）第２８条の２第１項から第３項まで及び第２８条の

３                              

          の規定に基づき、職員の定年等に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

第２章 定年制度  

（定年） （定年） 

第３条 職員の定年は、年齢６５年とする。                         第３条 職員の定年は、年齢６０年とする。ただし、別表に掲げる施設
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等において、医療業務に従事する医師及び歯科医師の定年は、年齢６

５年とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる施設等において、医療業務

に従事する医師及び歯科医師の定年は、年齢７０年とする。 

 

（定年による退職の特例） （定年による退職の特例） 

第４条 任命権者は、定年に達した職員が第２条の規定により退職すべ

きこととなる場合において、次に掲げる事由がある        と認める

ときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日

から起算して１年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定

年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務

させることができる。ただし、第９条第１項から第４項までの規定に

より異動期間（同条第１項に規定する異動期間をいう。以下この項及

び次項において同じ。）（同条第１項又は第２項の規定により延長さ

れた異動期間を含む。）を延長した職員であって、定年退職日におい

て管理監督職（第６条に規定する職をいう。以下この条及び次章にお

いて同じ。）を占めている職員については、第９条第１項又は第２項

の規定により当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務さ

せることについて市長の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、

当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起

算して３年を超えることができない。 

第４条 任命権者は、定年に達した職員が第２条の規定により退職すべ

きこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは                        、その職員に係る定年退職日の翌日

から起算して１年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職

務                              に従事させるため引き続いて勤務

させることができる。                                           

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                   

（１） 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであ

るため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することが

（１） 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであ

るため、その職員の退職により                                 
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できず公務の運営に著しい支障が生ずること。      公務の運営に著しい支障が生ずるとき。 

（２） 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるた

め、当該職員の退職による欠員を容易に補充することができず公務

の運営に著しい支障が生ずること。 

（２） 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるた

め、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないと

き                            。 

（３） 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害

となる特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に

著しい支障が生ずること。 

（３） 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害

となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に

著しい支障が生ずるとき。 

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が

到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きある  と認

めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して１

年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期

限は、当該職員に係る定年退職日（同項ただし書に規定する職員にあ

っては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日）の

翌日から起算して３年を超えることができない。 

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が

到来する場合において、前項の事由          が引き続き存すると認

めるときは、市長の承認を得て、                              １

年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期

限は、その職員に係る定年退職日                                 

                                                            の

翌日から起算して３年を超えることができない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引き続き  勤務させる場合

又は  前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を

得なければならない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合 

、又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を 

得なければならない。 

４ 任命権者は、第１項の規定により引き続き勤務することとされた職

員及び第２項の規定により期限が延長された職員について、第１項の

期限又は第２項の規定により延長された期限が到来する前に第１項各

号に掲げる事由がなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、

期日を定めて当該期限を繰り上げるものとする            。 

４ 任命権者は                                                  

                                               、第１項の

期限又は第２項の規定により延長された期限が到来する前に第１項の

事由が存しなくなった      と認めるときは、当該職員の同意を得て、

期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。 
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５ （略） ５ （略） 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は、甲賀市職

員の給与に関する条例（平成１６年甲賀市条例第３８号）第１１条第

１項（甲賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１６

年甲賀市条例第１７５号）第７条の規定によりその例によることとさ

れる場合を含む。）に規定する職（別表に掲げる施設等において医療

業務に従事する医師及び歯科医師が占める職を除く。）とする。 

（管理監督職勤務上限年齢） 

第７条 法第２８条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、

年齢６０年とする。 

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

第８条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任

等（以下この章において「他の職への降任等」という。）を行うに当

たっては、法第１３条、第１５条、第２３条の３、第２７条第１項及

び第５６条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければな

らない。 

（１） 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に

基づき、降任又は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条及

び第１０条において「降任等」という。）をしようとする職の属す

る職制上の段階の標準的な職に係る法第１５条の２第１項第５号に

規定する標準職務遂行能力（次条第３項において「標準職務遂行能
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力」という。）及び当該降任等をしようとする職についての適性を

有すると認められる職に、降任等をすること。 

（２） 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の

職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督

職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をす

ること。 

（３） 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めて

いた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属

する管理監督職を占める職員（以下この号において「上位職職員」

という。）の他の職への降任等もする場合には、第１号に掲げる基

準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認め

られる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の

段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の

段階に属する職に、降任等をすること。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制

限の特例） 

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職

員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占め

る管理監督職に係る異動期間（当該管理監督職に係る管理監督職勤務

上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の４月１日まで

の間をいう。以下この章において同じ。）の末日の翌日から起算して

１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあって

は、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第３項
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において同じ。）で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職

を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることがで

きる。 

（１） 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであ

るため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補

充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

（２） 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるた

め、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充すること

ができず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

（３） 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害

となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により

公務の運営に著しい支障が生ずること。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定

により延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職

員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、

市長の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算し

て１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっ

ては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期

間内。第４項において同じ。）で延長された当該異動期間を更に延長

することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、

当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算し

て３年を超えることができない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により異動期間を延長することができる
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場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群（職務の内

容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易

に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理

監督職として規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同

じ。）に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督

職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標

準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認めら

れる職員（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職

員を除く。）の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるた

め、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員

を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認

めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌

日から起算して１年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き

続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま

勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職

群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。 

４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これら

の規定により延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占

める職員について前項に規定する事由があると認めるとき（第２項の

規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるとき

を除く。）、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間（前３項

又はこの項の規定により延長された期間を含む。）が延長された管理

監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認
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めるときは、市長の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌

日から起算して１年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更

に延長することができる。 

（異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第１０条 任命権者は、前条各項の規定により異動期間を延長する場合

及び同条第３項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合に

は、あらかじめ職員の同意を得なければならない。 

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第１１条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合に

おいて、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が

消滅したときは、他の職への降任等をするものとする。 

第４章 定年前再任用短時間勤務制 

（定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第１２条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任

用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非

常勤職員が退職する場合を除く。）をした者（以下この条及び次条に

おいて「年齢６０年以上退職者」という。）を、従前の勤務実績その

他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職（当該職

を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する

職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の１週間

当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条

及び次条において同じ。）に採用することができる。ただし、年齢６

０年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定
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年退職日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する

職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとし

た場合における定年退職日をいう。）を経過した者であるときは、こ

の限りでない。 

第１３条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、組合（市が加入す

る地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第１項に規定す

る一部事務組合及び広域連合をいう。）の年齢６０年以上退職者を、

従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時

間勤務の職に採用することができる。 

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 

第５章 雑則 

（委任） 

第１４条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

付 則 付 則 

（定年に関する経過措置） 

３ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第３

条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、

同条中「６５年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 
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令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 
 

４ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における甲賀

市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年甲賀市

条例第●号。次項において「令和４年改正条例」という。）による改

正前の第３条ただし書に規定する職員に対する第３条第２項の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「７

０年」とあるのは、同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６６年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６７年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６８年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６９年 
 

 

（情報の提供及び勤務の意思の確認） 

５ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法

律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員並びに第３条第２

項及び令和４年改正条例による改正前の第３条ただし書に規定する職

員を除く。以下この項において同じ。）が年齢６０年に達する日の属

する年度の前年度（以下この項において「情報の提供及び勤務の意思

の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意思の確

認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の

意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員（異動等により

情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過するこ

ととなった職員（以下この項において「末日経過職員」という。）を
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除く。）にあっては当該職員が採用された日から同日の属する年度の

末日までの期間、末日経過職員にあっては当該職員の異動等の日が属

する年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度））

において、当該職員に対し、当該職員が年齢６０年に達する日以後に

適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提

供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確

認するよう努めるものとする。 

別表（第３条、第６条関係） 別表（第３条関係    ） 

（略） （略） 

付 則  

（施行期日）  

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、付則第１

１条の規定は、公布の日から施行する。 

 

 （勤務延長に関する経過措置）  

第２条 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前

にこの条例による改正前の甲賀市職員の定年等に関する条例（以下「旧

条例」という。）第４条第１項又は第２項の規定により勤務することと

され、かつ、旧条例勤務延長期限（同条第１項の期限又は同条第２項の

規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。）が施行

日以後に到来する職員（以下この項において「旧条例勤務延長職員」と

いう。）について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長さ

れた期限が到来する場合において、この条例による改正後の甲賀市職員
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の定年等に関する条例（以下「新条例」という。）第４条第１項各号に

規定する事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限

の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長することがで

きる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第２

条に規定する定年退職日の翌日から起算して３年を超えることができ

ない。 

２ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、

令和１１年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項におい

て同じ。）から基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新

条例定年（新条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）が基準日

の前日における新条例定年（基準日が施行日である場合には、施行日の

前日における旧条例第３条に規定する定年）を超える職（基準日におけ

る新条例定年が新条例第３条第１項に規定する定年である職に限る。）

及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める

職に、基準日から基準日の翌年の３月３１日までの間に新条例第４条第

１項若しくは第２項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律（令和

３年法律第６３号。以下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５

項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日におい

て同日における当該職に係る新条例定年（基準日が施行日である場合に

は、施行日の前日における旧条例第３条に規定する定年）に達している

職員（当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員）を、昇任し、

降任し、又は転任することができない。 

 

３ 新条例第４条第３項から第５項までの規定は、第１項の規定による勤  
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務について準用する。 

 （定年退職者等の再任用に関する経過措置）  

第３条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５年に達する日以後に

おける最初の３月３１日（以下この条から付則第６条までにおいて「特

定年齢到達年度の末日」という。）までの間にある者であって、当該者

を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年（旧条例第３

条に規定する定年をいう。以下同じ。）（施行日以後に新たに設置され

た職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっ

ては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における

旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第１項において同じ。）に

達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選

考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する

職に採用することができる。 

 

 （１） 施行日前に旧条例第２条の規定により退職した者  

 （２） 旧条例第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第３

条第５項又は前条第１項の規定により勤務した後退職した者 

 

 （３） ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者

を除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過す

る日までの間にある者 

 

 （４） ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者

を除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過す

る日までの間に、旧地方公務員法再任用（令和３年改正法による改正
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前の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、

第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定

により採用することをいう。）又は暫定再任用（この項若しくは次項、

次条第１項若しくは第２項、付則第５条第１項若しくは第２項又は付

則第６条第１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。次

項第６号において同じ。）をされたことがある者 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、

特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しよ

うとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前

の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超え

ない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することがで

きる。 

 

 （１） 施行日以後に新条例第２条の規定により退職した者  

 （２） 施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務

した後退職した者 

 

 （３） 施行日以後に新条例第１２条の規定により採用された者のうち、

令和３年改正法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」

という。）第２２条の４第３項に規定する任期が満了したことにより

退職した者 

 

 （４） 施行日以後に新条例第１３条第１項の規定により採用された者

のうち、新地方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方

公務員法第２２条の４第３項に規定する任期が満了したことにより
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退職した者 

 （５） ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる

者を除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過

する日までの間にある者 

 

 （６） ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる

者を除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過

する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者 

 

３ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超え

ない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２

項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者

の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。 

 

４ 暫定再任用職員（第１項若しくは第２項、次条第１項若しくは第２項、

付則第５条第１項若しくは第２項又は付則第６条第１項若しくは第２

項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同

じ。）の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更

新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び

業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である

場合に行うことができる。 

 

５ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ

当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。 

 

第４条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、組合（市が加入する

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第１項に規定する一
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部事務組合及び広域連合をいう。次項及び付則第６条において同じ。）

における前条第１項各号に規定する者のうち、特定年齢到達年度の末日

までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要す

る職に係る旧条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則

で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定

め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によ

るほか、組合における同項各号に規定する者のうち、特定年齢到達年度

の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務

を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他

の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期

を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

 

３ 前２項の場合においては、前条第３項から第５項までの規定を準用す

る。 

 

第５条 任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわ

らず、付則第３条第１項各号に規定する者のうち、特定年齢到達年度の

末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務

の職（新条例第１２条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。）

に係る旧条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務

を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めている

ものとした場合における旧条例定年（施行日以後に新たに設置された短

時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された
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短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたも

のとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職で

その職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧

条例定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。次条第１項において同

じ。）に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に

基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤

務の職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第２２

条の４第４項の規定にかかわらず、付則第３条第２項各号に規定する者

のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を

採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢（短時間勤

務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤

務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年を

いう。次条第２項及び付則第１０条において同じ。）に達している者（新

条例第１２条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができ

る者を除く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく

選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職

に採用することができる。 

 

３ 前２項の場合においては、付則第３条第３項から第５項までの規定を

準用する。 

 

第６条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、新地方公務員法第２

２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第４項
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の規定にかかわらず、組合における付則第３条第１項各号に規定する者

のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を

採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達して

いる者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考によ

り、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用す

ることができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によ

るほか、新地方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公

務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、組合における付則第３

条第２項各号に規定する者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間に

ある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条

例定年相当年齢に達している者（新条例第１３条第１項の規定により当

該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。）を、従前の勤務

実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範

囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

 

３ 前２項の場合においては、付則第３条第３項から第５項までの規定を

準用する。 

 

（令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢）  

第７条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げ

る職とする。 

 

 （１） 施行日以後に新たに設置された職  

 （２） 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職  
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２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定

する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条

例第３条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。 

 

（令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する

新地方公務員法第２２条の４第４項の条例で定める職及び年齢） 

 

第８条 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される

場合における令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替え

て適用する新地方公務員法第２２条の４第４項の条例で定める職は、次

に掲げる職とする。 

 

 （１） 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職  

 （２） 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務

の職 

 

２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合

における令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適

用する新地方公務員法第２２条の４第４項の条例で定める年齢は、前項

に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合におい

て、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が同項に規

定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年

に準じた同項に規定する職に係る年齢とする。 

 

（令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定

める者及び職員） 

 

第９条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げ  
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る職のうち、当該職が基準日（付則第３条から第６条までの規定が適用

される間における各年の４月１日（施行日を除く。）をいう。以下この

条において同じ。）の前日に設置されていたものとした場合において、

基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超え

る職とする。 

 （１） 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。）  

 （２） 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時 

間勤務の職を含む。） 

 

２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定す

る職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日に

おける当該職に係る新条例定年に達している者とする。 

 

３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に規

定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同

日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。 

 

 （定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置）  

第１０条 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、

令和１１年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この条におい

て同じ。）から基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新

条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超え

る短時間勤務の職（基準日における新条例定年相当年齢が新条例第３条

第１項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。）及びこれに相当

する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短
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時間勤務の職（以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短

時間勤務職」という。）に、基準日の前日までに新条例第１２条に規定

する年齢６０年以上退職者となった者（基準日前から新条例第４条第１

項又は第２項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含

む。）のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相

当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者

（当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者）を、

新条例第１２条又は第１３条第１項の規定により採用することができ

ず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第１２条又

は第１３条第１項の規定により採用された職員（以下この条において

「定年前再任用短時間勤務職員」という。）のうち基準日の前日におい

て同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係

る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員（当該

規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短

時間勤務職員）を、昇任し、降任し、又は転任することができない。 

（令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢）  

第１１条 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年

齢は、年齢６０年とする。 

 

 



議案第８０号 参考資料 

定年引上げに係る概要資料 

 

１．改正の概要 

 

国家公務員の定年引上げに伴い、令和３年６月に地方公務員法が改正され、地方公務員につい

ても国家公務員と同様に、定年の段階的な引き上げや、「管理監督職勤務上限年齢制」、「定年前再

任用短時間勤務制」の導入等の措置が講じられることとなりました。甲賀市職員の定年等に関す

る条例ほか８条例の一部を改正するとともに、甲賀市職員の再任用に関する条例を廃止します。 

 

（１）定年の段階的引き上げ（甲賀市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

 

・現行60歳の定年を２年に１歳ずつ段階的に引き上げて65歳とします。 

 ただし、医師については、現行65歳の定年を70歳とします。 

 現行 R5～R6 R7～R8 R9～R10 R11～R12 R13【完成形】 

定年 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 

※現行の勤務延長（最長３年）制度はそのまま残ります。 

 

・定年の引き上げにあわせて、現行の再任用制度は廃止します。（甲賀市職員の再任用に関する条

例の廃止） 

・定年引上げ期間中は、定年から65歳までの間の経過措置として、現行と同様の「暫定再任用制

度」を設けます。（甲賀市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

 

（２）管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制）（甲賀市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

 

・組織の新陳代謝を確保し、組織 

活力を維持するため、管理監督職 

（管理職手当支給職）の職員は、 

非管理監督職（係長級）に異動さ 

せることとします。 

※医師は役職定年制の適用を除外 

します。 

 

 

 

（３）定年前再任用短時間勤務制の導入（甲賀市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

・60 歳に達した日以後定年前に退職した職員を短時間勤務の職に採用（任期は定年退職日まで）

することができる制度を設けます。フルタイム勤務への復帰はできません。 

 

 

～６０歳 ６１歳～

部⾧級～課⾧補佐級

係⾧級 係⾧級

主事～主査級 主事～主査級

管理監督職

非管理監督職



議案第８０号 参考資料 

（４）情報提供・意思確認制度（甲賀市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

・当分の間、職員が60歳に達する年度の前年度に、60歳以降の任用、給与、退職手当に関する情

報を提供するとともに、職員の勤務の意思を確認します。 

（５）60歳に達した職員の給与（甲賀市職員の給与等に関する条例） 

・当分の間、職員の給料月額は、60歳に達した日後の最初の4月1日以後、7割水準とします。 

・管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制）により異動した職員については、「管理監督職勤務上

限年齢調整額」を支給し、後任前（管理監督職）の給料月額の7割水準とします。 

 
（６）その他 

・関係条例について、必要な改正を行います。 

  甲賀市職員の公益法人等への派遣等に関する条例 

甲賀市職員の分限に関する条例 

甲賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

甲賀市職員の育児休業等に関する条例 

甲賀市職員の給与等に関する条例 

甲賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

甲賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

・退職手当については、滋賀県市町村職員退職手当組合の条例が改正される予定です。 

・その他必要な規則等の整備を行います。 

 

   

△30％

【給料298,270円】

基礎給料月額 △30％

（298,270円） 特定日給料月額
（266,700円）

管理監督職勤務上限年齢調整額

31,570円

【426,100円】

【381,000円】

行政職4級93号給

行政職7級32号給

部・次⾧級の職 行政職7級32号給

係⾧級の職 行政職4級93号給

降

格

特定日

最初の4月1日



議案第８１号  

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定について  

上記の議案を提出する。   

令和４年１１月２９日  

甲賀市長  岩 永 裕 貴   



   地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関 

   する条例 

 （甲賀市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正） 

第１条 甲賀市職員の公益法人等への派遣等に関する条例（平成１６年甲賀市条例

第１９号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    甲賀市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例 

  第１条中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公

益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改める。 

  第２条第２項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

  （５） 定年条例第９条各項の規定により異動期間（これらの規定により延長

された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

  第１０条中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

  （５） 定年条例第９条各項の規定により異動期間（これらの規定により延長

された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

 （甲賀市職員の分限に関する条例の一部改正） 

第２条 甲賀市職員の分限に関する条例（平成１６年甲賀市条例第２０号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条中「とする」を「並びに法第２８条の２第１項に規定する降給（同項本

文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下

位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格

することをいう。）とする」に改める。 

  第３条各号列記以外の部分中「降任された」を「降任により現に属する職務の

級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとな

った」に、「該当する場合において」を「該当し」に、「認めるときは」を「認

める場合は」に改める。 

  付則を付則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、付則に

次の見出し及び２項を加える。 

  （甲賀市職員の給与に関する条例付則第１８項等の規定の適用を受ける職員に

対する規定の適用） 



 ２ 甲賀市職員の給与に関する条例（平成１６年甲賀市条例第３８号）付則第１

８項の規定その他市長が定める規定の適用を受ける職員に対する第２条の規定

の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに甲賀市

職員の給与に関する条例付則第１８項の規定その他市長が定める規定による降

給とする」とする。 

 ３ 甲賀市職員の給与に関する条例付則第１８項の規定その他市長が定める規定

の適用を受ける職員には、市長が定めるところにより、これらの規定の適用に

より給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。 

 （甲賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第３条 甲賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平成１６年甲賀市条例第

２３号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「１日以上６月以下」の次に「の期間、その発令の日に受ける」を加

え、同条に後段として次のように加える。 

   この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の１０分の１に相当する

額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

 （甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第４条 甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１６年甲賀市条例第２

６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６

第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項」に改

め、「で同法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」を削

り、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第３条第１項ただし書及び第２項ただし書、第４条第２項並びに第１２条第１

項第１号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め

る。 

 （甲賀市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第５条 甲賀市職員の育児休業等に関する条例（平成１６年甲賀市条例第２７号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  （３） 甲賀市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異動期間（こ



れらの規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占め

る職員 

  第２条の３第２号ただし書中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」

に、「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

  第９条に次の１号を加える。 

  （３） 甲賀市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異動期間（こ

れらの規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占め

る職員 

  第１６条の表第６条第９項の項を削り、同表第１７条第１項の項中「場合は」

を「場合には」に改め、同表第１７条第４項の項を削り、同表第１７条第５項第

１号の項中「育児休業条例」を「甲賀市職員の育児休業等に関する条例（平成１

６年甲賀市条例第２７号）」に、「場合は」を「場合には」に改める。 

  第１８条の表第１７条第１項の項中「場合は」を「場合には」に改め、同表第

１７条第４項の項を削り、同表第１７条第５項第１号中「育児休業条例」を「甲

賀市職員の育児休業等に関する条例（平成１６年甲賀市条例第２７号）」に、「場

合は」を「場合には」に改める。 

  第１９条第２号中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職

員等」に改める。 

  付則に次の１項を加える。 

  （甲賀市職員の給与に関する条例付則第１８項の規定が適用される育児短時間

勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員に関する

読替え） 

 ６ 育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている

職員に対する甲賀市職員の給与に関する条例付則第１８項の規定の適用につい

ては、同項中「）とする」とあるのは、「）に、算出率を乗じて得た額とする」

とする。 

 （甲賀市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第６条 甲賀市職員の給与に関する条例（平成１６年甲賀市条例第３８号）の一部

を次のように改正する。 

  第６条第２項中「の定める」を「で定める」に改め、同条第３項及び第５項中



「その者」を「当該職員」に改め、同条第９項を次のように改める。 

 ９ 地方公務員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用

された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、

当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤

務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第２項の規定により当該定年前

再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第２条第

３項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同

条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

  第６条の２を削る。 

  第１１条第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

  第１５条第１項第１号中「以下」の次に「この項及び次項において」を加え、

同項第２号中「以下」の次に「この条において」を加え、同条第２項第１号中「算

出したその者」を「算出した当該職員」に改め、「相当する額（以下」の次に「こ

の号において」を加え、同号ただし書中「以下」の次に「この号及び第４号にお

いて」を加え、「その者」を「当該職員」に改め、同項第２号中「再任用短時間

勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第４号中「その者」

を「当該職員」に改める。 

  第１６条の２第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改める。 

  第１７条第１項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第３項中「再任用短

時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第４項中「（前

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」を削り、同項第１号及び同

条第５項第１号中「場合は」を「場合には」に改める。 

  第２０条第３項中「第２項」を「前項」に改める。 

  第２１条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項中「再任用職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第２２条第１項中「この条」を「この項から第３項まで」に、「その者」を「当

該職員」に改め、同条第２項各号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務



職員」に改める。 

  第２３条の２第１項中「第１２条」を「第６条第１項から第８項まで、第１２

条」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第２９条第１項ただし書中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第

２８条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第

１項」に改める。 

  付則に次の７項を加える。 

 １８ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後における最

初の４月１日（付則第２０項において「特定日」という。）以後、当該職員に

適用される給料表の給料月額のうち、第５条第２項の規定により当該職員の属

する職務の級並びに第６条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により当

該職員の受ける号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、

５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の

端数を生じたときはこれを１００円に切り上げるものとする。）とする。 

 １９ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

  （１） 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される

職員及び非常勤職員 

  （２） 甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年甲

賀市条例第●号）による改正前の甲賀市職員の定年等に関する条例（平成１

６年甲賀市条例第２１号）第３条ただし書に規定する職員に相当する職員 

  （３） 甲賀市職員の定年等に関する条例第９条第１項又は第２項の規定によ

り地方公務員法第２８条の２第１項に規定する異動期間（同条例第９条第１

項又は第２項の規定により延長された期間を含む。）を延長された同条例第

６条に規定する職を占める職員 

  （４） 甲賀市職員の定年等に関する条例第３条第２項に規定する職員 

  （５） 甲賀市職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の規定によ

り勤務している職員（同条例第２条に規定する定年退職日において前項の規

定が適用されていた職員を除く。） 

 ２０ 地方公務員法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職

員であって、当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び付則第２２項



において「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受け

る職員のうち、特定日に付則第１８項の規定により当該職員の受ける給料月額

（以下この項において「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職

員が受けていた給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円

未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を

生じたときはこれを１００円に切り上げるものとする。以下この項において「基

礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員（規則で定める職員を除く。）

には、当分の間、特定日以後、付則第１８項の規定により当該職員の受ける給

料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料と

して支給する。 

 ２１ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額

との合計額が第５条第２項の規定により当該職員の属する職務の級における最

高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項

中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第５条第２項の規定によ

り当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受け

る給料月額」とする。 

 ２２ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（付則第１８項の規

定の適用を受ける職員に限り、付則第２０項に規定する職員を除く。）であっ

て、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められ

る職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるとこ

ろにより、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

 ２３ 付則第２０項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第１

８項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支

給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職

員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前３項の規定に準じ

て算出した額を給料として支給する。 

 ２４ 付則第１８項から前項までに定めるもののほか、付則第１８項の規定によ

る給料月額、付則第２０項の規定による給料その他付則第１８項から前項まで

の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

  別表第１再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間



勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 

定 年 前

再 任 用

短 時 間

勤 務 職

員 

   
基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 

  別表第２ア医療職給料表（１）の表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」

を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改

める。 

定 年 前 再

任 用 短 時

間 勤 務 職

員 

    基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

296,200 338,600 393,000 466,000 565,900 

  別表第２イ医療職給料表（２）の表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」

を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改

める。 

定 年 前 再

任 用 短 時

間 勤 務 職

員 

    基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

188,700 215,300 243,500 256,900 282,100 

  別表第２ウ医療職給料表（３）の表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」

を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改

める。 

定年前再任

用短時間勤

務職員 

    基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

235,100 255,400 262,600 272,800 289,100 

  別表第３の１の表中 

 「 

１級 主事の職務 



                                  」を 

 「 

職務の級 職務の名称 

１級 主事の職務 

                                  」に

改める。 

 （甲賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第７条 甲賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１６年甲賀市条

例第１７５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

 （甲賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第８条 甲賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年甲賀市条

例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

 （甲賀市職員の再任用に関する条例の廃止） 

第９条 甲賀市職員の再任用に関する条例（平成１６年甲賀市条例第２２号）は、

廃止する。 

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （定義） 

第２条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 （１） 令和３年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第

６３号）をいう。 

 （２） 暫定再任用職員 令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２項、第

５条第１項若しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若

しくは第３項の規定により採用された職員をいう。 

 （３） 暫定再任用短時間勤務職員 令和３年改正法附則第６条第１項若しくは

第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員をいう。 



 （４） 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員

をいう。 

 （甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第３条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、

第４条の規定による改正後の甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定

を適用する。 

 （甲賀市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項

において同じ。）の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務

職員であるものとした場合に適用される甲賀市職員の給与に関する条例第３条に

規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、

同条例第５条第２項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた

額とする。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第

１項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の

適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、甲賀市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例第２条第２項の規定により定められた当該暫定再任用職員の

勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とす

る」とする。 

３ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定

年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される甲賀市職員の給与

に関する条例第３条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げ

る基準給料月額のうち、同条例第５条第２項の規定により当該暫定再任用短時間

勤務職員の属する職務の級に応じた額に、甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例第２条第３項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤

務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第６

条の規定による改正後の甲賀市職員の給与に関する条例（以下「新給与条例」と

いう。）第１１条第２項、第１５条第２項、第１６条の２第２項及び第１７条第



３項の規定を適用する。 

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第２

１条第３項の規定を適用する。 

６ 新給与条例第２２条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤

勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の

規定の適用については、同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるの

は「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律（令和

３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項、第５条第１項若しくは第

３項、第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定によ

り採用された職員（次号において「暫定再任用職員」という。）」と、同項第２

号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員

及び暫定再任用職員」とする。 

７ 甲賀市職員の給与に関する条例第６条第１項、第４項及び第６項から第８項ま

で、第１２条から第１４条の２まで並びに第１５条の２並びに新給与条例第６条

第２項、第３項及び第５項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

８ 新給与条例付則第１８項から第２４項までの規定は、令和３年改正法附則第３

条第５項又は第６項の規定により勤務している職員には適用しない。 
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議案第８１号参考資料 

＜第１条関係＞ 

甲賀市職員の公益法人等への派遣等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

甲賀市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例 甲賀市職員の公益法人等への派遣等に関する条例  

（趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関

する法律（平成１２年法律第５０号。以下「法」という。）第２条第１

項及び第３項、第５条第１項、第６条第２項、第９条並びに第１０条第

１項及び第２項並びに第１２条第１項の規定に基づき、公益法人等への

職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関す

る法律 （平成１２年法律第５０号。以下「法」という。）第２条第１

項及び第３項、第５条第１項、第６条第２項、第９条並びに第１０条第

１項及び第２項並びに第１２条第１項の規定に基づき、公益法人等への

職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職員の派遣） （職員の派遣） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 定年条例第９条各項の規定により異動期間（これらの規定に

より延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職

員 

 

（６） （略） （５） （略） 

３ （略） ３ （略） 
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（法第１０条第１項に規定する条例で定める職員） （法第１０条第１項に規定する条例で定める職員） 

第１０条 法第１０条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げ

る職員とする。 

第１０条 法第１０条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げ

る職員とする。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 定年条例第９条各項の規定により異動期間（これらの規定に

より延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職

員 

 

（６） （略） （５） （略） 

＜第２条関係＞ 

甲賀市職員の分限に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（降給の種類） （降給の種類） 

第２条 降給の種類は、降格（職員の意に反して、当該職員の職務の級

を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。）

及び降号（職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下

位の号給に変更することをいう。以下同じ。）並びに法第２８条の２

第１項に規定する降給（同項本文の規定による他の職への転任により

現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されて

いる職務を遂行することとなった場合において、降格することをい

う。）とする。 

第２条 降給の種類は、降格（職員の意に反して、当該職員の職務の級

を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。）

及び降号（職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下

位の号給に変更することをいう。以下同じ。）とする               

                                                              

                                                              

                                                              

            。 

（降格の事由） （降格の事由） 
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第３条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の

給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなっ

た場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し           

    、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。

この場合において、第２号の規定により職員のうちいずれを降格させ

るかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公

正に判断して決めるものとする。 

第３条 任命権者は、職員が降任された                             

                                                              

  場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合にお

いて、必要があると認めるときは、当該職員を降格するものとする。

この場合において、第２号の規定により職員のうちいずれを降格させ

るかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公

正に判断して決めるものとする。 

（１）及び（２） （略） （１）及び（２） （略） 

   付 則    付 則 

（施行期日）  

１ この条例は、平成１６年１０月１日から施行する。   この条例は、平成１６年１０月１日から施行する。 

（甲賀市職員の給与に関する条例付則第１８項等の規定の適用を受け

る職員に対する規定の適用） 

 

２ 甲賀市職員の給与に関する条例（平成１６年甲賀市条例第３８号）付

則第１８項の規定その他市長が定める規定の適用を受ける職員に対す

る第２条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とある

のは、「並びに甲賀市職員の給与に関する条例付則第１８項の規定その

他市長が定める規定による降給とする」とする。 

 

３ 甲賀市職員の給与に関する条例付則第１８項の規定その他市長が定

める規定の適用を受ける職員には、市長が定めるところにより、これら

の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行う

ものとする。 

 



4/33 

＜第３条関係＞ 

甲賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（減給の効果） （減給の効果） 

第３条 減給は、１日以上６月以下の期間、その発令の日に受ける給料

（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員については、報酬の額（甲

賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年甲

賀市条例第１３号）第１９条第１項から第３項までに規定する報酬に

限る。））の１０分の１以下を減ずるものとする。この場合において、

その減ずる額が現に受ける給料の１０分の１に相当する額を超えると

きは、当該額を減ずるものとする。 

第３条 減給は、１日以上６月以下                            給料

（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員については、報酬の額（甲

賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年甲

賀市条例第１３号）第１９条第１項から第３項までに規定する報酬に

限る。））の１０分の１以下を減ずるものとする。                 

                                                              

                                 

＜第４条関係＞ 

甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（１週間の勤務時間） （１週間の勤務時間） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 地方公務員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項        

                          の規定により採用された職員          

                                                  （以下「定年

３ 地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８

条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員で同法第２

８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの（以下「再任
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前再任用短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第１項の規定に

かかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当

たり１５時間３０分から３１時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

用短時間勤務職員      」という。）の勤務時間は、第１項の規定に

かかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当

たり１５時間３０分から３１時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

（週休日及び勤務時間の割振り） （週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をい

う。以下同じ。）とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員

等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれ

らの日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設け

るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日

間において、週休日を設けることができる。 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をい

う。以下同じ。）とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員

等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれ

らの日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設け

るものとし、再任用短時間勤務職員      及び任期付短時間勤務職員

については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日

間において、週休日を設けることができる。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき

７時間４５分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間

勤務職員等については、１週間ごとの期間について、当該育児短時間

勤務等の内容に従い１日につき７時間４５分を超えない範囲内で勤務

時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短

時間勤務職員については、１週間ごとの期間について、１日につき７

時間４５分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき

７時間４５分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間

勤務職員等については、１週間ごとの期間について、当該育児短時間

勤務等の内容に従い１日につき７時間４５分を超えない範囲内で勤務

時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員      及び任期付短

時間勤務職員については、１週間ごとの期間について、１日につき７

時間４５分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め

る場合には、規則の定めるところにより、４週間ごとの期間につき８

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め

る場合には、規則の定めるところにより、４週間ごとの期間につき８
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日の週休日（育児短時間勤務職員等にあっては８日以上で当該育児短

時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び

任期付短時間勤務職員にあっては８日以上の週休日）を設けなければ

ならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要（育児短

時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容）により、

４週間ごとの期間につき８日（育児短時間勤務職員等、定年前再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、８日以上）の

週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規

則の定めるところにより、４週間を超えない期間につき１週間当たり

１日以上の割合で週休日（育児短時間勤務職員等にあっては、４週間

を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合で当該育児短時間

勤務等の内容に従った週休日）を設ける場合には、この限りでない。 

日の週休日（育児短時間勤務職員等にあっては８日以上で当該育児短

時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員      及び

任期付短時間勤務職員にあっては８日以上の週休日）を設けなければ

ならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要（育児短

時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容）により、

４週間ごとの期間につき８日（育児短時間勤務職員等、再任用短時間

勤務職員      及び任期付短時間勤務職員にあっては、８日以上）の

週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規

則の定めるところにより、４週間を超えない期間につき１週間当たり

１日以上の割合で週休日（育児短時間勤務職員等にあっては、４週間

を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合で当該育児短時間

勤務等の内容に従った週休日）を設ける場合には、この限りでない。 

（年次有給休暇） （年次有給休暇） 

第１２条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、

一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に

掲げる日数とする。 

第１２条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、

一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に

掲げる日数とする。 

（１） 次号から第３号までに掲げる職員以外の職員 ２０日（育児

短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間

勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し２０日を超えな

い範囲内で規則で定める日数） 

（１） 次号から第３号までに掲げる職員以外の職員 ２０日（育児

短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員      及び任期付短時間

勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し２０日を超えな

い範囲内で規則で定める日数） 

（２）及び（３） （略） （２）及び（３） （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 
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＜第５条関係＞ 

甲賀市職員の育児休業等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

（１）及び（２） （略） （１）及び（２） （略） 

（３） 甲賀市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異

動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）を延長され

た管理監督職を占める職員 

 

（４） （略） （３） （略） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） （育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。以下同じ。）が当該非常勤職員の養育する

子の１歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するため

に育児休業法その他の法律の規定による育児休業（以下この条及び

次条において「地方等育児休業」という。）をしている場合におい

て当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合

（２） 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。以下同じ。）が当該非常勤職員の養育する

子の１歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するため

に育児休業法その他の法律の規定による育児休業（以下この条及び

次条において「地方等育児休業」という。）をしている場合におい

て当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合
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（当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の１歳到達日の翌

日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合

を除く。） 当該子が１歳２月に達する日（当該日が当該育児休業

の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数（当該子

の出生の日から当該子の１歳到達日までの日数をいう。）から育児

休業等取得日数（当該子の出生の日以後当該非常勤職員が甲賀市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１６年甲賀市条例第２６

号。以下「勤務時間条例」という。）第１４条の規定による特別休

暇（８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産す

る予定である女子職員が申し出た場合又は女子職員が出産した場合

におけるものに限る。ただし、地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職

員（以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。）以外の非常

勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められた当該特別休

暇に相当する休暇とする。）の承認を受けたことにより勤務しなか

った日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をい

う。）を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当

該経過する日） 

（当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の１歳到達日の翌

日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合

を除く。） 当該子が１歳２月に達する日（当該日が当該育児休業

の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数（当該子

の出生の日から当該子の１歳到達日までの日数をいう。）から育児

休業等取得日数（当該子の出生の日以後当該非常勤職員が甲賀市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１６年甲賀市条例第２６

号。以下「勤務時間条例」という。）第１４条の規定による特別休

暇（８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産す

る予定である女子職員が申し出た場合又は女子職員が出産した場合

におけるものに限る。ただし、地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職

員（以下「再任用短時間勤務職員等   」という。）以外の非常

勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められた当該特別休

暇に相当する休暇とする。）の承認を受けたことにより勤務しなか

った日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をい

う。）を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当

該経過する日） 

（３） （略） （３） （略） 

（育児短時間勤務をすることができない職員） （育児短時間勤務をすることができない職員） 

第９条 育児休業法第１０条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる

職員とする。 

第９条 育児休業法第１０条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる

職員とする。 
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（１）及び（２） （略） （１）及び（２） （略） 

（３） 甲賀市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異

動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）を延長され

た管理監督職を占める職員 

 

（育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務を

している職員についての甲賀市職員の給与に関する条例の特例） 

（育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務を

している職員についての甲賀市職員の給与に関する条例の特例） 

第１６条 育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間

勤務をしている職員についての甲賀市職員の給与に関する条例の規定

の適用については、次の表の左欄に掲げる甲賀市職員の給与に関する

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

第１６条 育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間

勤務をしている職員についての甲賀市職員の給与に関する条例の規定

の適用については、次の表の左欄に掲げる甲賀市職員の給与に関する

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

第６条第１

項、第２項、

第４項及び

第５項 

決定する 決定するものとし、その者の給料月額は、そ

の者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条

例第２条第２項の規定により定められたその

者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時

間で除して得た数（以下「算出率」という。）

を乗じて得た額とする 

 

 

第１７条第

１項 

支給する 支給する。ただし、育児休業法第１０条第１

項に規定する育児短時間勤務又は同法第１７

条の規定による短時間勤務をしている職員

第６条第１

項、第２項、

第４項及び

第５項 

決定する 決定するものとし、その者の給料月額は、そ

の者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条

例第２条第２項の規定により定められたその

者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時

間で除して得た数（以下「算出率」という。）

を乗じて得た額とする 

第６条第９

項 

とする に、算出率を乗じて得た額とする 

第１７条第

１項 

支給する 支給する。ただし、育児休業法第１０条第１

項に規定する育児短時間勤務又は同法第１７

条の規定による短時間勤務をしている職員
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が、第１号に掲げる勤務で正規の勤務時間を

超えてしたもののうち、その勤務の時間とそ

の勤務をした日における正規の勤務時間との

合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務

にあっては、第２４条に規定する勤務１時間

当たりの給与額に１００分の１００（その勤

務が午後１０時から翌日の午前５時までの間

にある場合には、１００分の１２５）を乗じ

て得た額とする 

 

 

 

第１７条第

５項 

係る時間 係る時間（以下「代休対象勤務時間」という。）

第１７条第

５項第１号 

得た額 得た額。ただし、代休対象勤務時間が甲賀市

職員の育児休業等に関する条例（平成１６年

甲賀市条例第２７号）第１６条の規定により

読み替えられた同項ただし書に規定する７時

間４５分に達するまでの間の勤務に係る時間

である場合にあっては、第２４条に規定する

勤務１時間当たりの給与額に１００分の１５

０（その時間が午後１０時から翌日の午前５

時までの間である場合には、１００分の１７

が、第１号に掲げる勤務で正規の勤務時間を

超えてしたもののうち、その勤務の時間とそ

の勤務をした日における正規の勤務時間との

合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務

にあっては、第２４条に規定する勤務１時間

当たりの給与額に１００分の１００（その勤

務が午後１０時から翌日の午前５時までの間

にある場合は 、１００分の１２５）を乗じ

て得た額とする 

第１７条第

４項 

前項 甲賀市職員の育児休業等に関する条例（平成

１６年甲賀市条例第２７号。以下「育児休業

条例」という。）第１６条 

第１７条第

５項 

係る時間 係る時間（以下「代休対象勤務時間」という。）

第１７条第

５項第１号 

得た額 得た額。ただし、代休対象勤務時間が育児休

業条例                 

          第１６条の規定により

読み替えられた同項ただし書に規定する７時

間４５分に達するまでの間の勤務に係る時間

である場合にあっては、第２４条に規定する

勤務１時間当たりの給与額に１００分の１５

０（その時間が午後１０時から翌日の午前５

時までの間である場合は 、１００分の１７



11/33 

５）から１００分の１００（その時間が午後

１０時から翌日の午前５時までの間である場

合には、１００分の１２５）を減じた割合を

乗じて得た額 

（略） 
 

５）から１００分の１００（その時間が午後

１０時から翌日の午前５時までの間である場

合は 、１００分の１２５）を減じた割合を

乗じて得た額 

（略） 
 

（育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての甲賀市職員の給与

に関する条例の特例） 

（育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての甲賀市職員の給与

に関する条例の特例） 

第１８条 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての甲賀市職員

の給与に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる

甲賀市職員の給与に関する条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１８条 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての甲賀市職員

の給与に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる

甲賀市職員の給与に関する条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

（略） 

第１７条第１

項 

支給する 支給する。ただし、育児休業法第１８条第

１項に規定する短時間勤務職員が、第１号

に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてし

たもののうち、その勤務の時間とその勤務

をした日における正規の勤務時間との合計

が７時間４５分に達するまでの間の勤務に

あっては、第２４条に規定する勤務１時間

当たりの給与額に１００分の１００（その

勤務が午後１０時から翌日の午前５時まで

の間にある場合には、１００分の１２５）

（略） 

第１７条第１

項 

支給する 支給する。ただし、育児休業法第１８条第

１項に規定する短時間勤務職員が、第１号

に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてし

たもののうち、その勤務の時間とその勤務

をした日における正規の勤務時間との合計

が７時間４５分に達するまでの間の勤務に

あっては、第２４条に規定する勤務１時間

当たりの給与額に１００分の１００（その

勤務が午後１０時から翌日の午前５時まで

の間にある場合は 、１００分の１２５）
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を乗じて得た額とする 

 

 

 

第１７条第５

項 

係る時間 係る時間（以下「代休対象勤務時間」とい

う。） 

第１７条第５

項第１号 

得た額 得た額。ただし、代休対象勤務時間が甲賀

市職員の育児休業等に関する条例（平成１

６年甲賀市条例第２７号）第１８条の規定

により読み替えられた同項ただし書に規定

する７時間４５分に達するまでの間の勤務

に係る時間である場合にあっては、第２４

条に規定する勤務１時間当たりの給与額に

１００分の１５０（その時間が午後１０時

から翌日の午前５時までの間にある場合に

は、１００分の１７５）から１００分の１

００（その時間が午後１０時から翌日の午

前５時までの間である場合には、１００分

の１２５）を減じた割合を乗じて得た額 

（略） 
 

を乗じて得た額とする 

第１７条第４

項 

前項 甲賀市職員の育児休業等に関する条例（平

成１６年甲賀市条例第２７号。以下「育児

休業条例」という。）第１８条 

第１７条第５

項 

係る時間 係る時間（以下「代休対象勤務時間」とい

う。） 

第１７条第５

項第１号 

得た額 得た額。ただし、代休対象勤務時間が育児

休業条例               

            第１８条の規定

により読み替えられた同項ただし書に規定

する７時間４５分に達するまでの間の勤務

に係る時間である場合にあっては、第２４

条に規定する勤務１時間当たりの給与額に

１００分の１５０（その時間が午後１０時

から翌日の午前５時までの間にある場合は

 、１００分の１７５）から１００分の１

００（その時間が午後１０時から翌日の午

前５時までの間である場合は 、１００分

の１２５）を減じた割合を乗じて得た額 

（略） 
 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第１９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる 第１９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる
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職員とする。 職員とする。 

 （１） （略）  （１） （略） 

 （２） 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定め

る非常勤職員以外の非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員等を除

く。） 

 （２） 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定め

る非常勤職員以外の非常勤職員（再任用短時間勤務職員等   を除

く。） 

付 則    付 則 

（甲賀市職員の給与に関する条例付則第１８項の規定が適用される育

児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をして

いる職員に関する読替え） 

 

６ 育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務を

している職員に対する甲賀市職員の給与に関する条例付則第１８項の

規定の適用については、同項中「）とする」とあるのは、「）に、算出

率を乗じて得た額とする」とする。 

 

＜第６条関係＞ 

甲賀市職員の給与に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（初任給、昇格、昇給の基準） （初任給、昇格、昇給の基準） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から

同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号

給は、規則で定めるところにより決定する。 

２ 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から

同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号

給は、規則の定めるところにより決定する。 
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３ 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前１年間における当該職員

の勤務成績に応じて、行うものとする。 

３ 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前１年間におけるその者  

の勤務成績に応じて、行うものとする。 

４ （略） ４ （略） 

５ ５５歳（規則で定める職員にあっては、５６歳以上の年齢で規則で

定めるもの）を超える職員の第３項の規定による昇給は、同項に規定

する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行

うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規

則で定める基準に従い決定するものとする。 

５ ５５歳（規則で定める職員にあっては、５６歳以上の年齢で規則で

定めるもの）を超える職員の第３項の規定による昇給は、同項に規定

する期間におけるその者  の勤務成績が特に良好である場合に限り行

うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規

則で定める基準に従い決定するものとする。 

６～８ （略） ６～８ （略） 

９ 地方公務員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定に

より採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）

の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表

の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前

条第２項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務

の級に応じた額に、勤務時間条例第２条第３項の規定により定められ

た当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定す

る勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

９ 地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８

条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再

任用職員」という。）の給料月額は、その者に適用される給料表の再

任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応

じた額とする。                                                 

                                                              

                                                              

                                                              

                                                

 第６条の２ 再任用職員で地方公務員法第２８条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占めるもの（以下「短時間勤務職員」という。）の

給料月額は、前４条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月

額に、勤務時間条例第２条第３項又は第４項の規定により定められた
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その者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた額）とする。 

（管理職手当） （管理職手当） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員（以下「管理職

員」という。）の属する職務の級における最高の号給の給料月額の１

００分の２０を超えない範囲内で規則で定める額（定年前再任用短時

間勤務職員について、その額に１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）とする。 

２ 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員（以下「管理職

員」という。）の属する職務の級における最高の号給の給料月額の１

００分の２０を超えない範囲内で規則で定める額（再任用短時間勤務

職員      について、その額に１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）とする。 

（通勤手当） （通勤手当） 

第１５条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。 第１５条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。 

（１） 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下この項及び次項に

おいて「交通機関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以

下この項及び次項において「運賃等」という。）を負担することを

常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤することが著し

く困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒

歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル

未満であるもの及び第３号に掲げる職員を除く。） 

（１） 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下                 

      「交通機関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以

下                      「運賃等」という。）を負担することを

常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤することが著し

く困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒

歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル

未満であるもの及び第３号に掲げる職員を除く。） 

（２） 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの（以

下この条において「自動車等」という。）を使用することを常例と

する職員（自動車又は自転車等を使用しなければ通勤することが著

（２） 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの（以

下              「自動車等」という。）を使用することを常例と

する職員（自動車又は自転車等を使用しなければ通勤することが著
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しく困難である職員以外の職員であって自動車又は自転車等を使用

しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キ

ロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。） 

しく困難である職員以外の職員であって自動車又は自転車等を使用

しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キ

ロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。） 

（３） （略） （３） （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

（１） 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定め

るところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運

賃等の額に相当する額（以下この号において「運賃等相当額」とい

う。）。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た

額（以下この号及び第４号において「１箇月当たりの運賃等相当額」

という。）が５５，０００円を超えるときは、支給単位期間につき、

５５，０００円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（当該職員が

２以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出す

る場合において、１箇月当たりの運賃等相当額の合計額が５５，０

００円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間の

うち最も長い支給単位期間につき、５５，０００円に当該支給単位

期間の月数を乗じて得た額） 

（１） 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定め

るところにより算出したその者  の支給単位期間の通勤に要する運

賃等の額に相当する額（以下              「運賃等相当額」とい

う。）。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た

額（以下                        「１箇月当たりの運賃等相当額」

という。）が５５，０００円を超えるときは、支給単位期間につき、

５５，０００円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（その者  が

２以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出す

る場合において、１箇月当たりの運賃等相当額の合計額が５５，０

００円を超えるときは、その者  の通勤手当に係る支給単位期間の

うち最も長い支給単位期間につき、５５，０００円に当該支給単位

期間の月数を乗じて得た額） 

（２） 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支

給単位期間につき、それぞれ次に定める額（定年前再任用短時間勤

務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定

める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗

（２） 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支

給単位期間につき、それぞれ次に定める額（再任用短時間勤務職員 

      のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定

める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗
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じて得た額を減じた額） じて得た額を減じた額） 

ア～ス （略） ア～ス （略） 

（３） （略） （３） （略） 

（４） 前項第３号に掲げる職員 交通機関等の利用距離、自動車等

の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ前２号に定

める額（１箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額

が５５，０００円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給

単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５５，０００円に当

該支給単位期間の月数を乗じて得た額）、第１号に定める額又は前

項に定める額 

（４） 前項第３号に掲げる職員 交通機関等の利用距離、自動車等

の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ前２号に定

める額（１箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額

が５５，０００円を超えるときは、その者  の通勤手当に係る支給

単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５５，０００円に当

該支給単位期間の月数を乗じて得た額）、第１号に定める額又は前

項に定める額 

３～６ （略） ３～６ （略） 

（地域手当） （地域手当） 

第１６条の２ （略） 第１６条の２ （略） 

２ 地域手当の額は、その職員の受ける給料及び扶養手当の合計月額の

１００分の６を超えない範囲内で規則で定める支給割合を乗じて得た

額（定年前再任用短時間勤務職員について、その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

２ 地域手当の額は、その職員の受ける給料及び扶養手当の合計月額の

１００分の６を超えない範囲内で規則で定める支給割合を乗じて得た

額（再任用短時間勤務職員      について、その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

３ （略） ３ （略） 

（時間外勤務手当） （時間外勤務手当） 

第１７条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に

は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務１時間に

つき、第２４条に規定する勤務１時間当たりの給与額に正規の勤務時

第１７条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に

は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務１時間に

つき、第２４条に規定する勤務１時間当たりの給与額に正規の勤務時
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間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１

２５から１００分の１５０までの範囲内で規則で定める割合（その勤

務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合には、その割

合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額を時間外勤務手

当として支給する。 

間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１

２５から１００分の１５０までの範囲内で規則で定める割合（その勤

務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は  、その割

合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額を時間外勤務手

当として支給する。 

（１）及び（２） （略） （１）及び（２） （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日

において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間

とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が７時間４５分

に達するまでの間の勤務に対する第１項の規定の適用については、同

項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそ

れぞれ１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で規則で

定める割合」とあるのは「１００分の１００」とする。 

３ 再任用短時間勤務職員      が、正規の勤務時間が割り振られた日

において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間

とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が７時間４５分

に達するまでの間の勤務に対する第１項の規定の適用については、同

項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそ

れぞれ１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で規則で

定める割合」とあるのは「１００分の１００」とする。 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を

超えてした勤務（勤務時間条例第３条第１項、第４条及び第５条の規

定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。）の

時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜら

れ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間（第２項に

規定する規則で定める時間を除く。）との合計が１箇月について６０

時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対し

て、第１項                                                  及

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を

超えてした勤務（勤務時間条例第３条第１項、第４条及び第５条の規

定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。）の

時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜら

れ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間（第２項に

規定する規則で定める時間を除く。）との合計が１箇月について６０

時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対し

て、第１項（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及
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び第２項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第２４条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当とし

て支給する。 

び第２項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第２４条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当とし

て支給する。 

（１） 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 １００分の１５０

（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合に

は、１００分の１７５） 

（１） 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 １００分の１５０

（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は

  、１００分の１７５） 

（２） （略） （２） （略） 

５ 勤務時間条例第８条の２第１項に規定する時間外勤務代休時間を指

定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなか

ったときは、前項に規定する６０時間を超えて勤務した全時間のうち

当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に

係る時間に対しては、当該時間１時間につき、次の各号に掲げる時間

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の時間外勤務手当を支給

することを要しない。 

５ 勤務時間条例第８条の２第１項に規定する時間外勤務代休時間を指

定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなか

ったときは、前項に規定する６０時間を超えて勤務した全時間のうち

当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に

係る時間に対しては、当該時間１時間につき、次の各号に掲げる時間

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の時間外勤務手当を支給

することを要しない。 

（１） 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 第２４条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額に１００分の１５０（その時間が午後

１０時から翌日の午前５時までの間である場合には、１００分の１

７５）から第１項に規定する規則で定める割合（その時間が午後１

０時から翌日の午前５時までの間である場合には、その割合に１０

０分の２５を加算した割合）を減じた割合を乗じて得た額 

（１） 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 第２４条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額に１００分の１５０（その時間が午後

１０時から翌日の午前５時までの間である場合は  、１００分の１

７５）から第１項に規定する規則で定める割合（その時間が午後１

０時から翌日の午前５時までの間である場合は  、その割合に１０

０分の２５を加算した割合）を減じた割合を乗じて得た額 

（２） （略） （２） （略） 
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６ （略） ６ （略） 

 (宿日直手当)  (宿日直手当) 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の勤務のうち、市長が特別の考慮を必要と認める場合は、前

項 に定める額に事情に応じて市長の定める額を加算することができ

る。 

３ 前２項の勤務のうち、市長が特別の考慮を必要と認める場合は、第

２項に定める額に事情に応じて市長の定める額を加算することができ

る。 

４ （略） ４ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１００分の１２０（甲賀市職

員の特殊勤務手当に関する条例（平成１６年甲賀市条例第３９号）第

１９条の規定により保育士等臨時手当の支給を受けている職員（以下

この条において「保育士等臨時手当支給職員」という。）にあっては、

１００分の１２７．５）を乗じて得た額（行政職給料表の適用を受け

る職員でその職務の級が５級以上であるもの並びに同表以外の各給料

表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれ

に相当するもの（これらの職員のうち、規則で定める職員に限る。第

２２条及び付則第１７項において「特定管理職員」という。）にあっ

ては、１００分の１００（保育士等臨時手当支給職員にあっては、１

００分の１０７．５）を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月以内の

期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１００分の１２０（甲賀市職

員の特殊勤務手当に関する条例（平成１６年甲賀市条例第３９号）第

１９条の規定により保育士等臨時手当の支給を受けている職員（以下

この条において「保育士等臨時手当支給職員」という。）にあっては、

１００分の１２７．５）を乗じて得た額（行政職給料表の適用を受け

る職員でその職務の級が５級以上であるもの並びに同表以外の各給料

表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれ

に相当するもの（これらの職員のうち、規則で定める職員に限る。第

２２条及び付則第１７項において「特定管理職員」という。）にあっ

ては、１００分の１００（保育士等臨時手当支給職員にあっては、１

００分の１０７．５）を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月以内の

期間におけるその者  の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当
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該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「１００分の１２０（保育士等臨時手当支給職員にあって

は、１００分の１２７．５）」とあるのは「１００分の６７．５（保

育士等臨時手当支給職員にあっては、１００分の７２．５）」と、「１

００分の１００（保育士等臨時手当支給職員にあっては、１００分の

１０７．５）」とあるのは「１００分の５７．５（保育士等臨時手当

支給職員にあっては、１００分の６２．５）」とする。 

３ 再任用職員                に対する前項の規定の適用について

は、同項中「１００分の１２０（保育士等臨時手当支給職員にあって

は、１００分の１２７．５）」とあるのは「１００分の６７．５（保

育士等臨時手当支給職員にあっては、１００分の７２．５）」と、「１

００分の１００（保育士等臨時手当支給職員にあっては、１００分の

１０７．５）」とあるのは「１００分の５７．５（保育士等臨時手当

支給職員にあっては、１００分の６２．５）」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２２条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この項から第３

項まで及び付則第１４項第３号においてこれらの日を「基準日」とい

う。）にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前６箇月以内の期間

における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の

規則で定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、

又は死亡した職員（規則で定める職員を除く。）についても同様とす

る。 

第２２条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条         

      及び付則第１４項第３号においてこれらの日を「基準日」とい

う。）にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前６箇月以内の期間

におけるその者  の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の

規則で定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、

又は死亡した職員（規則で定める職員を除く。）についても同様とす

る。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得

た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得

た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に定める額を超えてはならない。 
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（１） 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 

当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在

（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日

現在。次項及び付則第１４項第３号において同じ。）において受け

るべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を

加算した額に１００分の９５（特定管理職員にあっては、１００分

の１１５）を乗じて得た額の総額 

（１） 前項の職員のうち再任用職員                以外の職員 

当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在

（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日

現在。次項及び付則第１４項第３号において同じ。）において受け

るべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を

加算した額に１００分の９５（特定管理職員にあっては、１００分

の１１５）を乗じて得た額の総額 

（２） 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前

再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の４５（特定管

理職員にあっては、１００分の５５）を乗じて得た額の総額 

（２） 前項の職員のうち再任用職員                 当該再任用

職員                の勤勉手当基礎額に１００分の４５（特定管

理職員にあっては、１００分の５５）を乗じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（特定の職員についての適用除外） （特定の職員についての適用除外） 

第２３条の２ 第６条第１項から第８項まで、第１２条から第１４条の

２まで及び第１５条の２の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には

適用しない。 

第２３条の２ 第１２条              から第１４条の

２まで及び第１５条の２の規定は、再任用職員                には

適用しない。 

２ （略） ２ （略） 

（技能労務職員の給与の種類及び基準） （技能労務職員の給与の種類及び基準） 

第２９条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、地域手

当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日

勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

ただし、当該技能労務職員が地方公務員第２２条の４第１項又は第２

２条の５第１項                                    の規定により

第２９条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、地域手

当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日

勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

ただし、当該技能労務職員が地方公務員法第２８条の４第１項、第２

８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により
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採用された場合にあっては、扶養手当、住居手当及び地域手当は支給

しない。 

採用された場合にあっては、扶養手当、住居手当及び地域手当は支給

しない。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

付 則 付 則 

１～１７ （略） １～１７ （略） 

１８ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後に

おける最初の４月１日（付則第２０項において「特定日」という。）

以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第５条第２項

の規定により当該職員の属する職務の級並びに第６条第１項、第２項、

第４項及び第５項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に１

００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じた

ときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたとき

はこれを１００円に切り上げるものとする。）とする。 

 

１９ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

（１） 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任

用される職員及び非常勤職員 

（２） 甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（令

和４年甲賀市条例第●号）による改正前の甲賀市職員の定年等に関

する条例（平成１６年甲賀市条例第２１号）第３条ただし書に規定

する職員に相当する職員 

（３） 甲賀市職員の定年等に関する条例第９条第１項又は第２項の

規定により地方公務員法第２８条の２第１項に規定する異動期間
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（同条例第９条第１項又は第２項の規定により延長された期間を含

む。）を延長された同条例第６条に規定する職を占める職員 

（４） 甲賀市職員の定年等に関する条例第３条第２項に規定する職

員 

（５） 甲賀市職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の

規定により勤務している職員（同条例第２条に規定する定年退職日

において前項の規定が適用されていた職員を除く。） 

２０ 地方公務員法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等を

された職員であって、当該他の職への降任等をされた日（以下この項

及び付則第２２項において「異動日」という。）の前日から引き続き

同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第１８項の規

定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定日給

料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額

に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生

じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じた

ときはこれを１００円に切り上げるものとする。以下この項において

「基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員（規則で定め

る職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、付則第１８項の規定

により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料

月額との差額に相当する額を給料として支給する。 

 

２１ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける

給料月額との合計額が第５条第２項の規定により当該職員の属する職

務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規
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定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあ

るのは、「第５条第２項の規定により当該職員の属する職務の級にお

ける最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

２２ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（付則第１

８項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第２０項に規定する職員

を除く。）であって、同項の規定による給料を支給される職員との権

衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける

給料月額のほか、規則で定めるところにより、前２項の規定に準じて

算出した額を給料として支給する。 

 

２３ 付則第２０項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の

付則第１８項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮

して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職

員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定める

ところにより、前３項の規定に準じて算出した額を給料として支給す

る。 

 

２４ 付則第１８項から前項までに定めるもののほか、付則第１８項の

規定による給料月額、付則第２０項の規定による給料その他付則第１

８項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

行政職給料表  行政職給料表  

（単位：円） （単位：円） 

職員  職務 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 職員  職務 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 
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の区

分 

の級 

号級 給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

１ １４６，

１００ 

１９５，

５００

２３１，

５００

２６４，

２００

２８９，

７００

３１９，

２００ 

３６２，

９００

（略） 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

１８７，

７００ 

２１５，

２００

２５５，

２００

２７４，

６００

２８９，

７００

３１５，

１００ 

３５６，

８００

 

の区

分 

の級 

号級 給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

再任

用職

員 

  

  

  

 以

外の

職員 

１ １４６，

１００ 

１９５，

５００

２３１，

５００ 

２６４，

２００

２８９，

７００

３１９，

２００

３６２，

９００

（略） 

再任

用職

員 

  

  

  

  

 １８７，

７００ 

２１５，

２００

２５５，

２００ 

２７４，

６００

２８９，

７００

３１５，

１００

３５６，

８００

 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 
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  医療職給料表   医療職給料表 

ア 医療職給料表（１） ア 医療職給料表（１） 

（単位：円） （単位：円） 

職員の区

分 

 職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号級 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

１ ２４９，８

００ 

３３５，０

００

３９９，０

００ 

４７１，７

００

５６６，５

００

（略） 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

２９６，２

００ 

３３８，６

００

３９３，０

００ 

４６６，０

００

５６５，９

００
 

職員の区

分 

 職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号級 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職

員   

    

 以外の

職員 

１ ２４９，８

００ 

３３５，０

００

３９９，０

００

４７１，７

００ 

５６６，５

００

（略） 

再任用職

員   

    

  

 ２９６，２

００ 

３３８，６

００

３９３，０

００

４６６，０

００ 

５６５，９

００

 

備考 （略） 備考 （略） 

イ 医療職給料表（２） イ 医療職給料表（２） 

（単位：円） （単位：円） 

職員の区

分 

 職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号級 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再

任用短時

１ １５１，０

００ 

１８８，４

００

２２３，６

００ 

２４９，６

００

２８１，０

００

職員の区

分 

 職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号級 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職

員   

１ １５１，０

００ 

１８８，４

００

２２３，６

００

２４９，６

００ 

２８１，０

００
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間勤務職

員以外の

職員 

（略） 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

１８８，７

００ 

２１５，３

００

２４３，５

００ 

２５６，９

００

２８２，１

００
 

    

 以外の

職員 

（略） 

再任用職

員   

    

  

 １８８，７

００ 

２１５，３

００

２４３，５

００

２５６，９

００ 

２８２，１

００

 

備考 （略） 備考 （略） 

ウ 医療職給料表（３） ウ 医療職給料表（３） 

（単位：円） （単位：円） 

職員の区

分 

 職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号級 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

１ １６５，３

００ 

１９２，４

００

２４０，２

００ 

２６２，７

００

２８７，１

００

（略） 

定年前再

任用短時

間勤務職

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

２３５，１２５５，４２６２，６２７２，８２８９，１

職員の区

分 

 職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号級 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職

員   

    

 以外の

職員 

１ １６５，３

００ 

１９２，４

００

２４０，２

００

２６２，７

００ 

２８７，１

００

（略） 

再任用職

員   

    

 ２３５，１

００ 

２５５，４

００

２６２，６

００

２７２，８

００ 

２８９，１

００
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員 ００ ００ ００ ００ ００
 

  
 

備考 （略） 

別表第３（第４条関係） 

級別標準職務表 

１ 行政職給料表級別標準職務表 

職務の級 職務の名称 

１級 主事の職務 

（略） 

２～４ （略） 

備考 （略） 

別表第３（第４条関係） 

級別標準職務表 

１ 行政職給料表級別標準職務表 

 

１級 

 

主事の職務 

（略） 

２～４ （略） 

＜第７条関係＞ 

甲賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を

占める職員（以下「職員」という。）の給与の種類は、給料及び手当

とする。 

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を

占める職員（以下「職員」という。）の給与の種類は、給料及び手当

とする。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

＜第８条関係＞ 

甲賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例新旧対照表 
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改正案 現行 

（任命権者の報告事項） （任命権者の報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報

告しなければならない事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非

常勤職員（法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める

職員及び法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員を除く。）を除く。

以下同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報

告しなければならない事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非

常勤職員（法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める

職員及び法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員を除く。）を除く。

以下同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

（１）～（１１） （略） （１）～（１１） （略） 

   付 則  

（施行期日）  

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

（定義）  

第２条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

 

（１） 令和３年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３

年法律第６３号）をいう。 

 

（２） 暫定再任用職員 令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第

２項、第５条第１項若しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項又

は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員をいう。 

 

（３） 暫定再任用短時間勤務職員 令和３年改正法附則第６条第１項

若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用
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された職員をいう。 

（４） 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定によ

り採用された職員をいう。 

 

（甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

 

第３条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみ

なして、第４条の規定による改正後の甲賀市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の規定を適用する。 

 

（甲賀市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

第４条 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項

及び次項において同じ。）の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前

再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される甲賀市職員

の給与に関する条例第３条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤

務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第５条第２項の規定に

より当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第

１０条第１項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に

対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、

甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条第２項の規定により

定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤

務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。 
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３ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務

職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用され

る甲賀市職員の給与に関する条例第３条に規定する給料表の定年前再

任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第５条第

２項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に

応じた額に、甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条第３項

の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を

同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

 

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし

て、第６条の規定による改正後の甲賀市職員の給与に関する条例（以下

「新給与条例」という。）第１１条第２項、第１５条第２項、第１６条

の２第２項及び第１７条第３項の規定を適用する。 

 

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与

条例第２１条第３項の規定を適用する。 

 

６ 新給与条例第２２条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合

における勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総

額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第１号中「定年前再

任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地

方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条

第１項若しくは第２項、第５条第１項若しくは第３項、第６条第１項若

しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用され

た職員（次号において「暫定再任用職員」という。）」と、同項第２号
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中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤

務職員及び暫定再任用職員」とする。 

７ 甲賀市職員の給与に関する条例第６条第１項、第４項及び第６項から

第８項まで、第１２条から第１４条の２まで並びに第１５条の２並びに

新給与条例第６条第２項、第３項及び第５項の規定は、暫定再任用職員

には適用しない。 

 

８ 新給与条例付則第１８項から第２４項までの規定は、令和３年改正法

附則第３条第５項又は第６項の規定により勤務している職員には適用

しない。 

 

 



議案第８２号  
甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て  
上記の議案を提出する。   

令和４年１１月２９日  
甲賀市長  岩 永 裕 貴   



甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

 （甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部改正） 

第１条 甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例（平成１６年甲賀市条例第３

２号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項ただし書中「１００分の１６２.５」を「１００分の１６７．５」

に改める。 

第２条 甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第５条第２項ただし書中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６５」に

改める。 

   付 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和５年４月１日から

施行する。ただし、第１条の規定による改正後の甲賀市議会の議員の議員報酬等に

関する条例の規定は、令和４年１２月１日から適用する。 
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議案第８２号参考資料 

＜第１条関係＞ 

甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、一般職の職員の例によるものとする。ただし、期

末手当の額の算定に当たっては、甲賀市職員の給与に関する条例（平

成１６年甲賀市条例第３８号）第２１条第２項中「１００分の１２０」

とあるのは「１００分の１６７．５」とし、同条第４項の期末手当基

礎額は、議員報酬月額及びその議員報酬の月額に１００分の２０を乗

じて得た額を加算した額とする。 

２ 期末手当の額は、一般職の職員の例によるものとする。ただし、期

末手当の額の算定に当たっては、甲賀市職員の給与に関する条例（平

成１６年甲賀市条例第３８号）第２１条第２項中「１００分の１２０」

とあるのは「１００分の１６２．５」とし、同条第４項の期末手当基

礎額は、議員報酬月額及びその議員報酬の月額に１００分の２０を乗

じて得た額を加算した額とする。 
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＜第２条関係＞ 

甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、一般職の職員の例によるものとする。ただし、期

末手当の額の算定に当たっては、甲賀市職員の給与に関する条例（平

成１６年甲賀市条例第３８号）第２１条第２項中「１００分の１２０」

とあるのは「１００分の１６５  」とし、同条第４項の期末手当基

礎額は、議員報酬月額及びその議員報酬の月額に１００分の２０を乗

じて得た額を加算した額とする。 

２ 期末手当の額は、一般職の職員の例によるものとする。ただし、期

末手当の額の算定に当たっては、甲賀市職員の給与に関する条例（平

成１６年甲賀市条例第３８号）第２１条第２項中「１００分の１２０」

とあるのは「１００分の１６７．５」とし、同条第４項の期末手当基

礎額は、議員報酬月額及びその議員報酬の月額に１００分の２０を乗

じて得た額を加算した額とする。 

付 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和５年４月

１日から施行する。ただし、第１条の規定による改正後の甲賀市議会の議

員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和４年１２月１日から適用す

る。 

 

 



議案第８３号  
甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について  
上記の議案を提出する。   

令和４年１１月２９日  
甲賀市長  岩 永 裕 貴   



甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （甲賀市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 甲賀市職員の給与に関する条例（平成１６年甲賀市条例第３８号）の一部

を次のように改正する。 

第２１条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１１７．５」に、

「１００分の１０７．５」を「１００分の９７．５」に改め、同条第３項中「１

００分の１２７．５」を「１００分の１１７．５」に、「１００分の７２．５」

を「１００分の６５」に、「１００分の１０７．５」を「１００分の９７．５」

に、「１００分の６２．５」を「１００分の５５」に改める。 

第２２条第２項第１号中「１００分の９５」を「１００分の１０５」に、「１

００分の１１５」を「１００分の１２５」に改め、同項第２号中「１００分の４

５」を「１００分の５０」に、「１００分の５５」を「１００分の６０」に改め

る。 

  別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

   行政職給料表 

                                 （単位：円） 

職 員 の

区分 

  職務の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級 

号級 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用

職員以

外の職

員 

1   150,100 198,500 234,400 266,000 290,700 319,200 362,900 

2   151,200 200,300 236,000 267,700 292,900 321,400 365,500 

3   152,400 202,100 237,500 269,200 295,000 323,700 367,900 

4   153,500 203,900 239,000 271,000 297,000 325,900 370,500 

5   154,600 205,400 240,300 272,700 298,800 328,100 372,400 

6   155,700 207,200 241,900 274,500 300,800 330,100 374,900 

7   156,800 209,000 243,400 276,300 302,600 332,300 377,200 

8   157,900 210,800 244,900 278,300 304,200 334,500 379,700 

9   158,900 212,400 246,000 280,200 306,100 336,400 382,100 

10   160,300 214,200 247,500 282,200 308,400 338,600 384,800 



11   161,600 216,000 249,000 284,100 310,600 340,600 387,400 

12   162,900 217,800 250,300 286,000 312,900 342,800 390,100 

13   164,100 219,200 251,800 287,900 315,000 344,600 392,500 

14   165,600 221,000 253,000 289,700 317,100 346,600 394,800 

15   167,100 222,700 254,300 291,200 319,300 348,600 397,000 

16   168,700 224,500 255,500 292,600 321,400 350,600 399,400 

17   169,800 226,100 256,800 294,400 323,300 352,300 401,200 

 

18   171,200 227,800 258,200 296,400 325,300 354,300 403,200 

19   172,600 229,400 259,600 298,500 327,300 356,100 405,100 

20   174,000 230,900 261,100 300,500 329,300 358,000 406,900 

21   175,300 232,200 262,700 302,400 331,000 359,900 408,800 

22   177,800 233,800 264,400 304,500 333,100 361,800 410,600 

23   180,300 235,400 266,000 306,500 335,100 363,800 412,400 

24   182,800 236,900 267,600 308,600 337,200 365,700 414,300 

25   185,200 237,900 269,400 310,300 338,600 367,700 416,100 

26   186,900 239,400 271,200 312,400 340,500 369,600 417,600 

27   188,500 240,700 272,900 314,400 342,400 371,600 419,100 

28   190,200 241,900 274,600 316,400 344,300 373,600 420,700 

29   191,700 243,100 276,200 318,100 345,900 375,100 422,300 

30   193,400 244,100 277,900 320,100 347,800 376,900 423,600 

31   195,200 245,100 279,700 322,200 349,700 378,700 424,900 

32   196,900 246,100 281,200 324,300 351,500 380,300 426,100 

33   198,500 247,200 282,400 325,500 353,400 382,100 427,300 

34   199,900 248,100 284,100 327,500 355,200 383,500 428,600 

35   201,400 249,000 285,700 329,400 357,000 385,000 429,900 

36   202,900 250,000 287,400 331,500 358,700 386,600 431,100 

37   204,200 250,900 289,000 333,400 360,100 388,000 432,300 

38   205,500 252,200 290,700 335,300 361,400 389,200 433,100 



39   206,700 253,400 292,500 337,300 362,800 390,400 433,900 

40   208,000 254,700 294,300 339,200 364,200 391,500 434,700 

41   209,300 256,000 295,800 341,100 365,500 392,600 435,300 

42   210,600 257,400 297,500 343,000 366,400 393,800 436,000 

43   211,900 258,600 299,000 344,800 367,500 395,000 436,700 

44   213,200 259,800 300,600 346,700 368,600 396,100 437,400 

45   214,300 260,900 302,200 348,200 369,400 396,800 438,200 

46   215,600 262,100 303,900 349,600 370,300 397,500 439,000 

47   216,900 263,400 305,500 351,100 371,200 398,200 439,400 

48   218,200 264,500 307,200 352,600 372,100 398,900 440,100 

49   219,200 265,600 308,100 354,200 373,000 399,500 440,600 

50   220,300 266,600 309,600 355,000 373,800 400,100 441,000 

51   221,300 267,800 311,100 356,200 374,600 400,600 441,400 

52   222,300 268,900 312,700 357,200 375,400 401,000 441,800 

53   223,300 269,900 314,300 358,100 376,100 401,400 442,200 

54   224,200 270,900 315,900 359,200 376,800 401,700 442,600 

55   225,100 272,000 317,500 360,100 377,500 402,000 443,000 

56   226,000 273,100 319,000 361,200 378,200 402,300 443,300 

57   226,300 274,000 320,500 362,100 378,700 402,600 443,600 

58   227,100 275,000 321,700 362,800 379,300 402,900 444,000 

59   227,800 275,900 322,900 363,500 379,900 403,200 444,300 

60   228,500 277,000 324,100 364,200 380,600 403,500 444,600 

61   229,200 278,100 324,800 364,600 381,000 403,800 444,900 

62   230,000 279,100 325,700 365,200 381,700 404,100   

63   230,700 280,000 326,500 365,900 382,300 404,400   

64   231,300 281,000 327,300 366,600 382,900 404,700   

65   231,900 281,500 328,200 366,900 383,300 405,000   

66   232,500 282,400 328,600 367,600 383,900 405,300   



67   233,100 283,100 329,300 368,300 384,500 405,600   

68   233,800 284,000 330,100 369,000 385,100 405,900   

69   234,500 285,000 330,900 369,300 385,500 406,100   

70   235,100 285,800 331,600 369,900 386,000 406,400   

71   235,600 286,600 332,300 370,600 386,500 406,700   

72   236,300 287,400 333,000 371,200 387,100 407,000   

73   237,000 288,200 333,500 371,500 387,400 407,200   

74   237,600 288,700 334,100 372,100 387,800 407,500   

75   238,200 289,100 334,600 372,800 388,200 407,800   

76   238,700 289,600 335,200 373,400 388,600 408,000   

77   239,300 289,800 335,500 373,800 388,900 408,200   

78   240,000 290,100 336,000 374,300 389,200 408,500   

79   240,700 290,300 336,400 374,900 389,500 408,800   

80   241,200 290,700 336,900 375,400 389,800 409,000   

81   241,700 290,900 337,300 375,900 390,000 409,200   

82   242,300 291,100 337,800 376,500 390,300 409,500   

83   242,900 291,500 338,300 377,000 390,600 409,800   

84   243,400 291,800 338,800 377,300 390,800 410,000   

85   243,900 292,100 339,100 377,700 391,000 410,200   

86   244,500 292,400 339,500 378,200 391,300     

87   245,100 292,700 340,000 378,600 391,600     

88   245,600 293,100 340,400 379,000 391,800     

89   246,100 293,400 340,700 379,400 392,000     

90   246,600 293,800 341,100 379,900 392,300     

91   246,900 294,100 341,600 380,300 392,600     

92   247,300 294,500 342,000 380,700 392,800     

93   247,600 294,700 342,200 381,000 393,000     

94     294,900 342,600         



95     295,200 343,100         

96     295,600 343,500         

97     295,800 343,700         

98     296,100 344,100         

99     296,500 344,500         

100     296,900 344,800         

101     297,100 345,100         

102     297,400 345,500         

103     297,800 345,900         

104     298,100 346,300         

105     298,300 346,800         

106     298,600 347,200         

107     299,000 347,600         

108     299,300 348,000         

109     299,500 348,500         

110     299,900 348,900         

111     300,300 349,200         

112     300,600 349,500         

113     300,800 350,000         

114     301,000           

115     301,300           

116     301,700           

117     301,900           

118     302,100           

119     302,400           

120     302,700           

121     303,100           

122     303,300           



123     303,600           

124     303,900           

125     304,200           

再 任 用

職員 

   

187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、

第２６条に規定する職員を除く。 

別表第２（第３条関係） 

   医療職給料表 

  ア 医療職給料表（１） 

                             （単位：円）  

職員の区分 

  職務の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 

号級 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職員

以外の職員 

1   253,600 338,400 400,400 471,700 566,500 

2   256,100 341,400 403,300 474,000 569,600 

3   258,600 344,200 405,900 476,200 572,700 

4   261,100 347,100 408,600 478,500 575,800 

5   263,300 349,800 411,000 480,700 578,700 

6   267,100 352,800 413,300 482,900 581,100 

7   270,900 355,900 415,400 485,100 583,500 

8   274,700 358,700 417,300 487,300 585,900 

9   278,300 361,100 419,500 489,300 588,100 

10   282,300 363,700 422,200 491,400 589,600 

11   286,300 366,400 424,800 493,500 591,100 

12   290,300 369,200 427,500 495,600 592,600 

13   294,000 372,100 429,900 497,700 594,100 

14   298,000 375,600 432,400 499,800 595,200 

15   301,900 378,600 434,800 501,900 596,300 

16   305,700 382,200 437,300 504,000 597,200 



17   309,300 385,600 439,300 506,100 598,400 

18   312,800 388,300 441,700 508,100 599,400 

19   316,300 390,800 444,000 510,100 600,400 

20   319,800 393,400 446,400 512,100 601,400 

21   323,400 396,100 447,900 513,900 602,400 

22   327,100 398,300 450,300 515,700   

23   330,500 400,200 452,600 517,600   

24   333,800 401,800 454,900 519,500   

25   337,300 403,800 456,900 521,200   

26   339,800 406,100 459,200 523,000   

27   342,400 408,300 461,400 524,800   

28   344,700 410,600 463,700 526,600   

29   347,100 412,900 465,800 528,200   

30   348,900 415,000 468,100 530,000   

31   350,700 417,000 470,400 531,800   

32   352,700 419,100 472,600 533,600   

33   354,900 421,000 474,600 535,200   

34   357,200 422,800 476,700 537,000   

35   359,300 424,600 478,800 538,700   

36   361,600 426,600 480,900 540,500   

37   363,700 428,500 483,000 542,100   

38   366,100 430,500 484,800 543,700   

39   368,300 432,400 486,600 545,100   

40   370,300 434,400 488,400 546,700   

41   372,500 436,200 490,100 548,200   

42   373,500 438,000 491,900 549,600   

43   374,300 439,700 493,700 551,000   

44   375,000 441,500 495,500 552,300   



45   376,200 443,300 497,100 553,500   

46   377,600 445,100 498,800 554,500   

47   379,100 446,900 500,600 555,500   

48   380,600 448,600 502,400 556,500   

49   381,700 450,400 504,000 557,500   

50   382,700 452,100 505,300 558,400   

51   383,700 453,900 506,600 559,300   

52   384,500 455,700 507,900 560,200   

53   385,400 457,600 508,900 561,000   

54   386,300 458,800 510,200 561,900   

55   387,000 460,000 511,500 562,800   

56   387,900 461,200 512,800 563,700   

57   388,600 462,400 513,800 564,600   

58   389,500 463,400 514,600 565,500   

59   390,300 464,400 515,400 566,400   

60   391,100 465,400 516,200 567,100   

61   391,600 466,200 517,100 568,000   

62   392,100 466,900 517,900 568,900   

63   392,500 467,600 518,800 569,800   

64   393,000 468,300 519,600 570,700   

65   393,300 469,000 520,500 571,600   

66     469,700 521,400     

67     470,400 522,100     

68     471,000 523,000     

69     471,300 523,900     

70     472,000 524,700     

71     472,700 525,600     

72     473,400 526,500     



73     473,800 527,300     

74     474,400 528,200     

75     475,100 529,100     

76     475,800 529,800     

77     476,200 530,600     

78     476,800 531,500     

79     477,400 532,400     

80     477,900 533,300     

81     478,500 534,100     

82     479,000 535,000     

83     479,500 535,900     

84     480,000 536,800     

85     480,400 537,600     

86     481,000 538,500     

87     481,400 539,400     

88     481,900 540,300     

89     482,400 541,100     

90     483,000       

91     483,600       

92     484,000       

93     484,500       

94     485,100       

95     485,700       

96     486,300       

97     486,800       

再任用職員 
    

296,200 338,600 393,000 466,000 565,900 

備考 この表は、病院等に勤務する医師に適用する。 

イ 医療職給料表（２） 



（単位：円） 

職 員 の 区

分 

  職務の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 

号級 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職

員以外の

職員 

1   155,100 191,500 226,800 252,400 282,100 

2   156,500 193,100 228,400 253,500 284,000 

3   157,900 194,700 230,000 254,700 286,100 

4   159,300 196,300 231,600 256,000 288,100 

5   160,500 197,800 233,000 257,200 290,200 

6   162,300 199,300 234,600 258,400 292,300 

7   164,000 200,900 236,100 259,500 294,200 

8   165,600 202,400 237,700 260,500 296,200 

9   167,200 204,000 238,600 261,800 298,000 

10   168,900 205,700 240,000 262,500 299,900 

11   170,500 207,300 241,400 263,400 301,500 

12   172,300 209,000 242,500 264,200 303,100 

13   173,700 210,400 244,000 265,300 305,100 

14   175,500 212,000 245,300 266,400 307,000 

15   177,400 213,600 246,500 267,600 309,100 

16   179,200 215,200 247,800 268,700 311,100 

17   181,100 216,600 248,600 270,200 313,100 

18   182,600 218,200 249,800 271,900 315,100 

19   184,400 219,900 250,900 273,600 317,200 

20   186,200 221,600 252,000 275,300 319,300 

21   187,700 222,900 253,400 277,000 321,100 

22   189,200 224,400 254,200 278,700 323,100 

23   190,700 225,800 255,100 280,400 324,900 

24   192,200 227,300 256,000 282,000 326,900 

25   193,800 228,500 257,000 283,700 328,600 



26   195,100 229,900 258,100 285,400 330,500 

27   196,600 231,200 259,200 287,200 332,500 

28   198,000 232,400 260,400 288,800 334,500 

29   199,500 233,600 261,800 290,200 335,800 

30   200,700 234,900 263,400 291,800 337,600 

31   202,000 236,400 265,000 293,400 339,300 

32   203,300 237,700 266,500 295,100 341,100 

33   204,700 238,700 267,800 296,800 342,800 

34   206,100 240,000 269,500 298,500 344,600 

35   207,400 240,900 271,100 300,300 346,500 

36   208,800 242,100 272,700 302,100 348,300 

37   209,900 243,400 274,100 303,400 350,100 

38   211,200 244,500 275,600 305,100 351,800 

39   212,500 245,600 277,200 306,600 353,400 

40   213,800 246,700 278,600 308,200 355,100 

41   214,900 247,800 279,800 309,900 356,300 

42   216,100 248,700 281,200 311,600 357,400 

43   217,300 249,600 282,700 313,200 358,600 

44   218,500 250,400 284,200 314,900 359,800 

45   219,600 251,500 285,700 315,800 361,000 

46   220,700 252,800 287,400 317,200 361,800 

47   221,700 254,100 289,100 318,700 363,000 

48   222,700 255,300 290,700 320,300 364,100 

49   223,600 256,800 291,900 321,700 365,100 

50   224,500 258,200 293,500 323,000 366,100 

51   225,400 259,400 294,800 324,200 367,100 

52   226,300 260,600 296,400 325,500 368,100 

53   226,600 261,600 297,700 326,600 368,900 



54   227,400 262,900 299,200 327,600 369,700 

55   228,000 264,200 300,600 328,700 370,600 

56   228,800 265,300 302,100 329,700 371,500 

57   229,500 266,100 303,100 330,200 372,000 

58   230,200 267,300 304,300 331,100 372,800 

59   230,800 268,500 305,500 331,900 373,600 

60   231,400 269,600 306,900 332,800 374,400 

61   232,100 270,500 308,200 333,600 374,800 

62   232,700 271,600 309,400 333,900 375,500 

63   233,300 272,700 310,700 334,500 376,200 

64   234,000 273,800 311,900 335,200 376,900 

65   234,600 274,600 313,300 335,800 377,300 

66   235,300 275,700 314,100 336,500 377,900 

67   236,000 276,600 314,900 337,200 378,600 

68   236,700 277,700 315,700 337,900 379,200 

69   237,300 278,700 316,300 338,600 379,600 

70   237,900 279,700 317,000 339,100 380,100 

71   238,500 280,800 317,700 339,700 380,600 

72   239,000 281,900 318,300 340,300 381,100 

73   239,600 282,500 319,000 340,600 381,700 

74   240,300 283,200 319,200 341,200 382,200 

75   241,000 283,700 319,800 341,700 382,800 

76   241,500 284,500 320,400 342,300 383,400 

77   241,900 285,300 321,000 342,800 383,900 

78   242,400 285,900 321,500 343,300 384,400 

79   242,900 286,500 322,000 343,800 384,900 

80   243,200 287,100 322,500 344,200 385,400 

81   243,500 287,800 323,100 344,500 385,700 



82   243,800 288,300 323,600 344,800 386,200 

83   244,100 288,700 324,000 345,200 386,600 

84   244,400 289,100 324,500 345,500 387,000 

85   244,700 289,300 325,000 346,000 387,400 

86     289,500 325,400 346,300   

87     289,700 325,600 346,600   

88     289,900 326,000 346,900   

89     290,300 326,400 347,300   

90     290,500 326,800 347,600   

91     290,700 327,200 348,000   

92     290,900 327,600 348,300   

93     291,300 327,900 348,700   

94     291,500 328,100 349,000   

95     291,700 328,500 349,300   

96     292,000 328,800 349,600   

97     292,400 329,000 349,900   

98     292,700 329,300 350,300   

99     292,900 329,600 350,700   

100     293,200 329,900 351,100   

101     293,500 330,100 351,600   

102     293,700 330,400 352,000   

103     293,900 330,800 352,400   

104     294,200 331,000 352,800   

105     294,500 331,200 353,300   

106       331,400     

107       331,800     

108       332,000     

109       332,200     



110       332,600     

111       333,000     

112       333,400     

113       333,600     

再 任 用 職

員 

    

188,700 215,300 243,500 256,900 282,100 

備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、技師、栄養士及びその他の職員で

別に定めるものに適用する。 

ウ 医療職給料表（３） 

（単位：円） 

職員の区分 

  職務の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 

号級 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職員

以外の職員 

1   169,900 197,000 243,600 265,700 288,400 

2   171,300 198,900 245,400 266,600 290,000 

3   172,800 200,900 247,200 267,500 291,600 

4   174,200 202,800 249,000 268,400 293,400 

5   175,600 204,900 250,400 268,900 295,000 

6   177,100 206,900 251,700 269,900 296,800 

7   178,600 209,100 252,800 270,600 298,500 

8   180,100 211,200 254,100 271,500 300,200 

9   181,300 213,200 254,900 272,600 301,900 

10   183,000 214,600 255,800 273,200 303,500 

11   184,600 216,000 256,700 274,200 304,800 

12   186,100 217,200 257,500 275,200 306,100 

13   187,500 218,600 258,600 276,200 307,600 

14   189,500 220,000 259,600 277,200 309,200 

15   191,500 221,500 260,400 278,200 311,000 

16   193,500 222,700 261,300 279,300 312,800 

17   195,500 224,100 261,800 280,600 314,500 



18   197,500 225,600 262,700 281,800 316,100 

19   199,500 227,100 263,500 282,800 317,800 

20   201,500 228,600 264,300 284,000 319,500 

21   203,500 229,700 265,200 285,500 320,900 

22   205,400 231,400 265,900 287,100 322,400 

23   207,500 233,100 266,800 288,400 323,900 

24   209,600 234,700 267,600 289,700 325,400 

25   211,200 236,000 268,600 290,800 326,800 

26   212,500 237,700 269,400 292,400 328,200 

27   213,700 239,400 270,300 294,100 329,700 

28   215,000 241,100 271,300 295,600 331,300 

29   216,200 242,700 272,500 296,600 332,400 

30   217,300 244,100 273,700 298,000 333,900 

31   218,600 245,400 275,200 299,400 335,300 

32   219,700 246,500 276,500 300,900 336,800 

33   221,000 247,500 278,000 302,300 338,400 

34   222,300 248,600 279,400 303,800 339,900 

35   223,600 249,500 280,600 305,400 341,500 

36   224,900 250,500 281,800 307,000 343,000 

37   226,000 251,200 283,300 308,300 344,700 

38   227,400 252,200 284,500 309,700 346,300 

39   228,700 253,100 285,900 311,100 347,800 

40   230,100 254,100 287,100 312,700 349,400 

41   231,000 254,500 288,100 314,200 350,600 

42   232,400 255,400 289,400 315,600 352,100 

43   233,700 256,200 290,700 317,000 353,600 

44   235,100 256,900 292,100 318,500 355,000 

45   236,300 257,700 293,400 319,300 356,600 



46   237,700 258,400 294,800 320,700 357,600 

47   239,000 259,300 296,300 322,100 359,100 

48   240,300 260,100 297,800 323,600 360,400 

49   241,200 260,900 298,900 324,700 361,800 

50   242,300 261,800 300,200 326,100 363,200 

51   243,300 262,700 301,400 327,400 364,500 

52   244,300 263,700 302,800 328,700 365,900 

53   245,000 264,800 304,200 330,100 367,400 

54   246,000 266,000 305,500 331,500 368,600 

55   246,900 267,300 306,900 332,900 369,700 

56   247,800 268,600 308,300 334,200 370,900 

57   248,500 270,000 309,100 335,100 372,000 

58   249,500 271,500 310,300 336,400 372,900 

59   250,100 272,900 311,500 337,600 373,900 

60   250,900 274,300 312,900 338,900 374,900 

61   251,700 275,600 314,000 340,000 375,500 

62   252,500 276,900 315,300 340,900 376,300 

63   253,300 278,300 316,600 342,100 377,100 

64   254,100 279,400 317,800 343,400 377,900 

65   254,800 280,500 319,100 344,500 378,600 

66   255,500 281,800 320,400 345,700 379,300 

67   256,300 283,100 321,700 346,900 380,100 

68   257,000 284,400 323,000 348,000 380,800 

69   257,800 285,500 323,700 349,000 381,400 

70   258,600 287,000 324,800 350,000 382,000 

71   259,500 288,500 325,900 351,100 382,700 

72   260,500 289,900 326,800 352,200 383,300 

73   261,800 290,900 328,100 353,000 384,000 



74   263,100 292,300 328,800 354,100 384,500 

75   264,200 293,500 329,900 355,200 385,100 

76   265,300 294,800 331,100 356,300 385,600 

77   266,200 296,200 332,200 357,000 386,000 

78   267,200 297,500 333,400 357,800 386,600 

79   268,400 298,700 334,500 358,600 387,100 

80   269,400 300,000 335,700 359,300 387,400 

81   270,300 300,500 336,800 359,900 387,700 

82   271,200 301,700 337,900 360,400 388,200 

83   272,200 302,800 338,900 361,000 388,600 

84   273,100 304,000 340,000 361,500 388,900 

85   273,900 305,100 340,900 362,100 389,200 

86   274,700 306,300 341,900 362,600 389,700 

87   275,600 307,500 342,800 363,200 390,200 

88   276,500 308,600 343,800 363,700 390,600 

89   277,300 309,900 344,800 364,100 390,900 

90   278,200 311,100 345,600 364,500 391,300 

91   279,000 312,300 346,400 365,100 391,800 

92   280,000 313,500 347,200 365,600 392,200 

93   280,900 314,300 347,800 365,900 392,600 

94   281,900 315,000 348,400 366,400   

95   282,800 315,700 349,100 366,800   

96   283,800 316,300 349,700 367,100   

97   284,400 317,000 350,100 367,700   

98   285,200 317,300 350,500 368,200   

99   285,800 317,900 351,000 368,700   

100   286,700 318,600 351,400 369,200   

101   287,500 319,000 351,900 369,800   



102   288,300 319,600 352,300 370,300   

103   289,100 320,200 352,800 370,800   

104   289,900 320,800 353,200 371,200   

105   290,600 321,200 353,500 371,800   

106   291,100 321,700 354,000 372,300   

107   291,600 322,200 354,400 372,800   

108   292,100 322,700 354,700 373,300   

109   292,300 323,100 355,200 373,900   

110   292,600 323,500 355,700 374,300   

111   292,800 323,800 356,200 374,800   

112   293,200 324,100 356,700 375,300   

113   293,500 324,500 357,200 375,900   

114   293,700 324,900 357,700     

115   294,100 325,300 358,200     

116   294,400 325,600 358,600     

117   294,700 325,800 359,000     

118   295,000 326,100 359,400     

119   295,300 326,500 359,900     

120   295,700 326,700 360,400     

121   296,000 326,900 360,800     

122   296,400 327,200 361,300     

123   296,700 327,500 361,800     

124   297,100 327,800 362,300     

125   297,300 328,000 362,600     

126   297,500 328,300       

127   297,800 328,700       

128   298,200 328,900       

129   298,400 329,100       



130   298,700 329,300       

131   299,100 329,700       

132   299,500 329,900       

133   299,700 330,200       

134   300,000 330,600       

135   300,400 331,000       

136   300,700 331,400       

137   300,900 331,700       

138   301,200 332,100       

139   301,600 332,500       

140   301,900 332,900       

141   302,100 333,200       

142   302,500 333,600       

143   302,900 333,900       

144   303,200 334,300       

145   303,400 334,600       

146   303,600 335,000       

147   303,900 335,400       

148   304,300 335,800       

149   304,500 336,100       

150   304,700 336,500       

151   305,000 336,900       

152   305,300 337,300       

153   305,700 337,600       

154   305,900         

155   306,100         

156   306,400         

157   306,700         



158   307,000         

159   307,300         

160   307,600         

161   308,000         

162   308,300         

163   308,600         

164   308,900         

165   309,300         

166   309,600         

167   309,900         

168   310,200         

169   310,600         

再任用職員     
235,100 255,400 262,600 272,800 289,100 

備考 この表は、病院等に勤務する保健師、看護師、准看護師及びその他の職

員で別に定めるものに適用する。 

第２条 甲賀市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第２１条第２項中「１００分の１１７．５」を「１００分の１２２．５」に、

「１００分の９７．５」を「１００分の１０２．５」に改め、同条第３項中「１

００分の１１７．５」を「１００分の１２２．５」に、「１００分の６５」を「１

００分の６８．７５」に、「１００分の９７．５」を「１００分の１０２．５」

に、「１００分の５５」を「１００分の５８．７５」に改める。 

第２２条第２項第１号中「１００分の１０５」を「１００分の１００」に、「１

００分の１２５」を「１００分の１２０」に改め、同項第２号中「１００分の５

０」を「１００分の４７．５」に、「１００分の６０」を「１００分の５７．５」

に改める。 

 （甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第３条 甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例（平成１６年甲賀市条例第３５

号）の一部を次のように改正する。 

  第４条ただし書中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６７．５」に改



める。 

第４条 甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第４条ただし書中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６５」に改める。 

 （甲賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第５条 甲賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成３１年甲賀市条例

第１号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項の表中「３７５，０００」を「３７６，０００」に改める。 

  第８条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６７．５」に改め

る。 

第６条 甲賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正

する。 

第８条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６５」に改める。 

 （甲賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第７条 甲賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年甲賀

市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

  付則に次の３項を加える。 

  （令和４年１２月、令和５年６月及び同年１２月に支給する期末手当の特例措

置） 

 ４ 令和４年１２月、令和５年６月及び同年１２月に支給するフルタイム会計年

度任用職員の期末手当に関する第１４条第１項の規定の適用については、同項

中「給与条例第２１条から第２１条の３までの規定」とあるのは、「甲賀市職員

の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年甲賀市条例第●●号）

第１条の規定による改正前の甲賀市職員の給与に関する条例第２１条から第２

１条の３までの規定」とする。 

 ５ 令和４年１２月、令和５年６月及び同年１２月に支給するパートタイム会計

年度任用職員の期末手当に関する第２６条第１項の規定の適用については、同

項中「給与条例第２１条から第２１条の３までの規定」とあるのは、「甲賀市職

員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年甲賀市条例第●●号）

第１条の規定による改正前の甲賀市職員の給与に関する条例第２１条から第２

１条の３までの規定」とする。 



  （令和５年３月３１日までの間におけるフルタイム会計年度任用職員の給料の

特例） 

 ６ 令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間における別表第１及び別

表第２の規定の適用については、別表第１中「給与条例別表第１」とあるのは

「甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年甲賀市条

例第●●号）第１条の規定による改正前の甲賀市職員の給与に関する条例別表

第１」と、別表第２中「給与条例別表第２」とあるのは「甲賀市職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例（令和４年甲賀市条例第●●号）第１条の

規定による改正前の甲賀市職員の給与に関する条例別表第２」とする。 

   付 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び第６条の規

定は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の甲賀市職員の給与に関する条例（以下この項及び

第４項において「第１条の規定による改正後の給与条例」という。）別表第１及

び別表第２の規定は令和４年４月１日から、第１条の規定による改正後の給与条

例第２２条第２項の規定は令和４年１２月１日から適用する。 

３ 第５条の規定による改正後の甲賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（以下この項において「第５条の規定による改正後の任期付職員条例」という。）

第７条第１項の規定は令和４年４月１日から、第５条の規定による改正後の任期

付職員条例第８条第２項の規定は同年１２月１日から適用する。 

 （給与等の内払） 

４ 第１条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条

の規定による改正前の甲賀市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給され

た給与は、第１条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみな

す。 

５ 第５条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、

同条の規定による改正前の甲賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規

定に基づいて支給された給与は、第５条の規定による改正後の任期付職員条例の

規定による給与の内払とみなす。 



 （規則への委任） 

６ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定め

る。 
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議案第８３号参考資料 

＜第１条関係＞ 

甲賀市職員の給与に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（給料表） （給料表） 

第３条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用

範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。 

第３条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用

範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。 

（１） 行政職給料表（別表第１） （１） 行政職給料表（別表第１） 

（２） 医療職給料表（別表第２） （２） 医療職給料表（別表第２） 

ア 医療職給料表（１） ア 医療職給料表（１） 

イ 医療職給料表（２） イ 医療職給料表（２） 

ウ 医療職給料表（３） ウ 医療職給料表（３） 

（期末手当） （期末手当） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１００分の１２０（甲賀市職

員の特殊勤務手当に関する条例（平成１６年甲賀市条例第３９号）第

１９条の規定により保育士等臨時手当の支給を受けている職員（以下

この条において「保育士等臨時手当支給職員」という。）にあっては、

１００分の１１７．５）を乗じて得た額（行政職給料表の適用を受け

る職員でその職務の級が５級以上であるもの並びに同表以外の各給料

表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれ

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１００分の１２０（甲賀市職

員の特殊勤務手当に関する条例（平成１６年甲賀市条例第３９号）第

１９条の規定により保育士等臨時手当の支給を受けている職員（以下

この条において「保育士等臨時手当支給職員」という。）にあっては、

１００分の１２７．５）を乗じて得た額（行政職給料表の適用を受け

る職員でその職務の級が５級以上であるもの並びに同表以外の各給料

表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれ
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に相当するもの（これらの職員のうち、規則で定める職員に限る。第

２２条及び付則第１７項において「特定管理職員」という。）にあっ

ては、１００分の１００（保育士等臨時手当支給職員にあっては、１

００分の９７．５  ）を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月以内の

期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

に相当するもの（これらの職員のうち、規則で定める職員に限る。第

２２条及び付則第１７項において「特定管理職員」という。）にあっ

ては、１００分の１００（保育士等臨時手当支給職員にあっては、１

００分の１０７．５）を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月以内の

期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００

分の１２０（保育士等臨時手当支給職員にあっては、１００分の１１

７．５）」とあるのは「１００分の６７．５（保育士等臨時手当支給

職員にあっては、１００分の６５    ）」と、「１００分の１００（保

育士等臨時手当支給職員にあっては、１００分の９７．５  ）」とあ

るのは「１００分の５７．５（保育士等臨時手当支給職員にあっては、

１００分の５５    ）」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００

分の１２０（保育士等臨時手当支給職員にあっては、１００分の１２

７．５）」とあるのは「１００分の６７．５（保育士等臨時手当支給

職員にあっては、１００分の７２．５）」と、「１００分の１００（保

育士等臨時手当支給職員にあっては、１００分の１０７．５）」とあ

るのは「１００分の５７．５（保育士等臨時手当支給職員にあっては、

１００分の６２．５）」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得

た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得

た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に定める額を超えてはならない。 

（１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手 （１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手
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当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び付則

第１４項第３号において同じ。）において受けるべき扶養手当の月

額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００

分の１０５（特定管理職員にあっては、１００分の１２５）を乗じ

て得た額の総額 

当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び付則

第１４項第３号において同じ。）において受けるべき扶養手当の月

額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００

分の９５  （特定管理職員にあっては、１００分の１１５）を乗じ

て得た額の総額 

（２） 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基

礎額に１００分の５０（特定管理職員にあっては、１００分の６０）

を乗じて得た額の総額 

（２） 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基

礎額に１００分の４５（特定管理職員にあっては、１００分の５５）

を乗じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

（略） （略） 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

（略） （略） 
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＜第２条関係＞ 

甲賀市職員の給与に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（期末手当） （期末手当） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１００分の１２０（甲賀市職

員の特殊勤務手当に関する条例（平成１６年甲賀市条例第３９号）第

１９条の規定により保育士等臨時手当の支給を受けている職員（以下

この条において「保育士等臨時手当支給職員」という。）にあっては、

１００分の１２２．５）を乗じて得た額（行政職給料表の適用を受け

る職員でその職務の級が５級以上であるもの並びに同表以外の各給料

表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれ

に相当するもの（これらの職員のうち、規則で定める職員に限る。第

２２条及び付則第１７項において「特定管理職員」という。）にあっ

ては、１００分の１００（保育士等臨時手当支給職員にあっては、１

００分の１０２．５）を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月以内の

期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１００分の１２０（甲賀市職

員の特殊勤務手当に関する条例（平成１６年甲賀市条例第３９号）第

１９条の規定により保育士等臨時手当の支給を受けている職員（以下

この条において「保育士等臨時手当支給職員」という。）にあっては、

１００分の１１７．５）を乗じて得た額（行政職給料表の適用を受け

る職員でその職務の級が５級以上であるもの並びに同表以外の各給料

表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれ

に相当するもの（これらの職員のうち、規則で定める職員に限る。第

２２条及び付則第１７項において「特定管理職員」という。）にあっ

ては、１００分の１００（保育士等臨時手当支給職員にあっては、１

００分の９７．５ ）を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月以内の

期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００

分の１２０（保育士等臨時手当支給職員にあっては、１００分の１２

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００

分の１２０（保育士等臨時手当支給職員にあっては、１００分の１１
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２．５）」とあるのは「１００分の６７．５（保育士等臨時手当支給

職員にあっては、１００分の６８．７５）」と、「１００分の１００

（保育士等臨時手当支給職員にあっては、１００分の１０２．５）」

とあるのは「１００分の５７．５（保育士等臨時手当支給職員にあっ

ては、１００分の５８．７５）」とする。 

７．５）」とあるのは「１００分の６７．５（保育士等臨時手当支給

職員にあっては、１００分の６５   ）」と、「１００分の１００

（保育士等臨時手当支給職員にあっては、１００分の９７．５ ）」

とあるのは「１００分の５７．５（保育士等臨時手当支給職員にあっ

ては、１００分の５５   ）」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得

た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得

た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に定める額を超えてはならない。 

（１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手

当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは

失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、

又は死亡した日現在。次項及び付則第１４項第３号において同じ。）

において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月

額の合計額を加算した額に１００分の１００（特定管理職員にあっ

ては、１００分の１２０）を乗じて得た額の総額 

（１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手

当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは

失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、

又は死亡した日現在。次項及び付則第１４項第３号において同じ。）

において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月

額の合計額を加算した額に１００分の１０５（特定管理職員にあっ

ては、１００分の１２５）を乗じて得た額の総額 

（２） 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基

礎額に１００分の４７．５（特定管理職員にあっては、１００分の

５７．５）を乗じて得た額の総額 

（２） 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基

礎額に１００分の５０  （特定管理職員にあっては、１００分の

６０  ）を乗じて得た額の総額 
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３～５ （略） ３～５ （略） 
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＜第３条関係＞ 

甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（給与の額） （給与の額） 

第４条 第２条に掲げる給料以外の給与の額については、一般職に属す

る職員の例（以下「一般職の職員の例」という。）によるものとする。

ただし、期末手当の額の算定に当たっては、甲賀市職員の給与に関す

る条例（平成１６年甲賀市条例第３８号）第２１条第２項中「１００

分の１２０」とあるのは「１００分の１６７．５」とし、同条第４項

の期末手当基礎額は、給料の月額及びその給料の月額に１００分の２

０を乗じて得た額を加算した額とする。 

第４条 第２条に掲げる給料以外の給与の額については、一般職に属す

る職員の例（以下「一般職の職員の例」という。）によるものとする。

ただし、期末手当の額の算定に当たっては、甲賀市職員の給与に関す

る条例（平成１６年甲賀市条例第３８号）第２１条第２項中「１００

分の１２０」とあるのは「１００分の１６２．５」とし、同条第４項

の期末手当基礎額は、給料の月額及びその給料の月額に１００分の２

０を乗じて得た額を加算した額とする。 
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＜第４条関係＞ 

甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（給与の額） （給与の額） 

第４条 第２条に掲げる給料以外の給与の額については、一般職に属す

る職員の例（以下「一般職の職員の例」という。）によるものとする。

ただし、期末手当の額の算定に当たっては、甲賀市職員の給与に関す

る条例（平成１６年甲賀市条例第３８号）第２１条第２項中「１００

分の１２０」とあるのは「１００分の１６５  」とし、同条第４項

の期末手当基礎額は、給料の月額及びその給料の月額に１００分の２

０を乗じて得た額を加算した額とする。 

第４条 第２条に掲げる給料以外の給与の額については、一般職に属す

る職員の例（以下「一般職の職員の例」という。）によるものとする。

ただし、期末手当の額の算定に当たっては、甲賀市職員の給与に関す

る条例（平成１６年甲賀市条例第３８号）第２１条第２項中「１００

分の１２０」とあるのは「１００分の１６７．５」とし、同条第４項

の期末手当基礎額は、給料の月額及びその給料の月額に１００分の２

０を乗じて得た額を加算した額とする。 
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＜第５条関係＞ 

甲賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（特定任期付職員の給与に関する特例） （特定任期付職員の給与に関する特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下

「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する。 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下

「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額（円） 

１ ３７６，０００

（略） 
 

号給 給料月額（円） 

１ ３７５，０００

（略） 
 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２０条の２第１項及び第２１条

第２項の規定の適用については、給与条例第２０条の２第１項中「管

理職員が」とあるのは「甲賀市一般職の任期付職員の採用等に関する

条例（平成３１年甲賀市条例第１号）第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員（以下「特定任期付職員」という。）が」と、

「当該管理職員」とあるのは「当該特定任期付職員」と、給与条例第

２１条第２項中「１００分の１２０」とあるのは「１００分の１６７．

５」と読み替えるものする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２０条の２第１項及び第２１条

第２項の規定の適用については、給与条例第２０条の２第１項中「管

理職員が」とあるのは「甲賀市一般職の任期付職員の採用等に関する

条例（平成３１年甲賀市条例第１号）第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員（以下「特定任期付職員」という。）が」と、

「当該管理職員」とあるのは「当該特定任期付職員」と、給与条例第

２１条第２項中「１００分の１２０」とあるのは「１００分の１６２．

５」と読み替えるものする。 

３ （略） ３ （略） 
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＜第６条関係＞ 

甲賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２０条の２第１項及び第２１条

第２項の規定の適用については、給与条例第２０条の２第１項中「管

理職員が」とあるのは「甲賀市一般職の任期付職員の採用等に関する

条例（平成３１年甲賀市条例第１号）第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員（以下「特定任期付職員」という。）が」と、

「当該管理職員」とあるのは「当該特定任期付職員」と、給与条例第

２１条第２項中「１００分の１２０」とあるのは「１００分の１６５

 」と読み替えるものする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２０条の２第１項及び第２１条

第２項の規定の適用については、給与条例第２０条の２第１項中「管

理職員が」とあるのは「甲賀市一般職の任期付職員の採用等に関する

条例（平成３１年甲賀市条例第１号）第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員（以下「特定任期付職員」という。）が」と、

「当該管理職員」とあるのは「当該特定任期付職員」と、給与条例第

２１条第２項中「１００分の１２０」とあるのは「１００分の１６７． 

５」と読み替えるものする。 

３ （略） ３ （略） 
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＜第７条関係＞ 

甲賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

付 則 付 則 

 （令和４年１２月、令和５年６月及び同年１２月に支給する期末手当の

特例措置） 

４ 令和４年１２月、令和５年６月及び同年１２月に支給するフルタイ

ム会計年度任用職員の期末手当に関する第１４条第１項の規定の適用

については、同項中「給与条例第２１条から第２１条の３までの規定」

とあるのは、「甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例（令和４年甲賀市条例第●●号）第１条の規定による改正前の甲賀

市職員の給与に関する条例第２１条から第２１条の３までの規定」と

する。 

 

５ 令和４年１２月、令和５年６月及び同年１２月に支給するパートタ

イム会計年度任用職員の期末手当に関する第２６条第１項の規定の適

用については、同項中「給与条例第２１条から第２１条の３までの規

定」とあるのは、「甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（令和４年甲賀市条例第●●号）第１条の規定による改正前の

甲賀市職員の給与に関する条例第２１条から第２１条の３までの規

定」とする。 

 

 （令和５年３月３１日までの間におけるフルタイム会計年度任用職員  
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の給料の特例） 

６ 令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間における別表第

１及び別表第２の規定の適用については、別表第１中「給与条例別表

第１」とあるのは「甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（令和４年甲賀市条例第●●号）第１条の規定による改正前の

甲賀市職員の給与に関する条例別表第１」と、別表第２中「給与条例

別表第２」とあるのは「甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例（令和４年甲賀市条例第●●号）第１条の規定による改正

前の甲賀市職員の給与に関する条例別表第２」とする。 

 

   付 則  

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び第

６条の規定は、令和５年４月１日から施行する。 

 

２ 第１条の規定による改正後の甲賀市職員の給与に関する条例（以下

この項及び第４項において「第１条の規定による改正後の給与条例」

という。）別表第１及び別表第２の規定は令和４年４月１日から、第

１条の規定による改正後の給与条例第２２条第２項の規定は令和４年

１２月１日から適用する。 

 

３ 第５条の規定による改正後の甲賀市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例（以下この項において「第５条の規定による改正後の任期

付職員条例」という。）第７条第１項の規定は令和４年４月１日から、

第５条の規定による改正後の任期付職員条例第８条第２項の規定は同
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年１２月１日から適用する。 

（給与等の内払） 

４ 第１条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合におい

ては、同条の規定による改正前の甲賀市職員の給与に関する条例の規

定に基づいて支給された給与は、第１条の規定による改正後の給与条

例の規定による給与の内払とみなす。 

 

５ 第５条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合

においては、同条の規定による改正前の甲賀市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第５条の規

定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。 

 

（規則への委任） 

６ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は

規則で定める。 

 

  

 



議案第８４号 

 公共施設使用料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 上記の議案を提出する。 

   令和４年１１月２９日 

      甲賀市長  岩 永 裕 貴   



   公共施設使用料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例 

 （甲賀市斎場条例の一部改正） 

第１条 甲賀市斎場条例（平成１６年甲賀市条例第８４号）の一部を次のように改

正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第６条関係） 

施設名 区分 金額（円） 

市内 市外 

火葬炉 大人（１２歳以上） １体 ２０，０００ ６０，０００ 

小人（１２歳未満） １体 １０，０００ ３０，０００ 

妊娠４月以上の胎児 １体 ５，０００ １５，０００ 

改葬遺骨 １体 ５，０００ １５，０００ 

汚物炉 身体の一部 １人分 ５，０００ １５，０００ 

胞衣物（２０ｋｇ未満） １個 ５，０００ １５，０００ 

動物炉 小動物（５０ｋｇ未満） １体 ３，０００ ― 

霊安室 ２４時間以内 １日 ５，０００ ― 

葬祭場 告別式等（午前９時から

午後４時まで） 

１回 ３０，０００ ― 

通夜等（午後４時から翌

日午前９時まで） 

１回 ３０，０００ ― 

待合室 ２時間当たり ８００ ２，４００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、死亡者（胎児については、その父又は母）又は利用者が

本市の住民基本台帳に記録されている場合に適用し、「市外」とは、市内

以外の場合に適用する。 

   ２ 動物炉の利用については、飼主が市内に住所を有する者に限る。なお、

営利を目的とする場合は、利用することができない。 

   ３ 「小動物」とは、５０ｋｇ未満の犬、猫等のペットをいう。 

   ４ 葬祭場の利用については、市内に限る。 



   ５ 霊安室の利用については、葬祭場利用者に限る。 

   ６ 待合室の利用については、火葬炉利用者に限る。 

 （甲賀市児童館条例の一部改正） 

第２条 甲賀市児童館条例（平成１６年甲賀市条例第９２号）の一部を次のように

改正する。 

  第６条第２項中「特別の事情があると認めたときは」の次に「、別に定めると

ころにより」を加える。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第６条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

甲賀市かえで児童館 学習室 ３００ ６００ 

練習室 ３００ ６００ 

甲賀市たけのこ児童館 学習室 ２００ ４００ 

遊戯室 ８００ １，６００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合

に適用する。 

   ２ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

 （甲賀市農村環境改善センター条例の一部改正） 

第３条 甲賀市農村環境改善センター条例（平成１６年甲賀市条例第１０９号）の

一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第９条、第１５条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 



 市内 市外 

甲賀農村環境改

善センター 

多目的ホール １，８００ ３，６００ 

和室 ３００ ６００ 

視聴覚室 ３００ ６００ 

農事研修室 ３００ ６００ 

農産加工室 ４００ ８００ 

農事相談室 ２００ ４００ 

甲南農村環境改

善センター 

大会議室 ７００ １，４００ 

実習室 ５００ １，０００ 

農業情報資料室 ５００ １，０００ 

和室 ４００ ８００ 

農事研修室 ５００ １，０００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合

に適用する。 

   ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額は、この

表に定める額の３倍に相当する額とする。 

   ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

   ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

 （甲賀市農村集落センター条例の一部改正） 

第４条 甲賀市農村集落センター条例（平成１６年甲賀市条例第１１１号）の一部

を次のように改正する。 

  別表第２を次のように改める。 

 別表第２（第１０条関係） 



施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

甲賀市大河原ふれあ

いホール 

多目的ホール ２００ ４００ 

和室 ２００ ４００ 

調理実習室 ６００ １，２００ 

甲賀市雲井地区農村

活性化センター 

和室（大） ３００ ６００ 

和室（小） ２００ ４００ 

研修室 ４００ ８００ 

調理室 ２００ ４００ 

甲賀市農林漁家婦人

活動促進施設柞原会

館 

大ホール １，３００ ２，６００ 

和室 ５００ １，０００ 

調理室 ９００ １，８００ 

会議室 ５００ １，０００ 

甲賀市生産物直売・食

材供給施設田代高原

の郷 

研修室 ４００ ８００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合

に適用する。 

   ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの利用料の額は、この

表に定める額の３倍に相当する額とする。 

   ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を利用料として徴収する。 

   ４ 利用時間が１時間に満たない場合の利用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 



 （甲賀市農業振興センター条例の一部改正） 

第５条 甲賀市農業振興センター条例（平成１６年甲賀市条例第１１２号）の一部

を次のように改正する。 

  第９条第２項中「特別の事情があると認めたときは」の次に「、別に定めると

ころにより」を加える。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第９条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

ふれあいホール ２５０ ５００ 

木工体験室 ２５０ ５００ 

特産品加工室 ４００ ８００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合

に適用する。 

   ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額は、この

表に定める額の３倍に相当する額とする。 

   ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

   ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

 （甲賀市開発センター条例の一部改正） 

第６条 甲賀市開発センター条例（平成１６年甲賀市条例第１１７号）の一部を次

のように改正する。 

  第９条第２項中「特別の事情があると認めたときは」の次に「、別に定めると

ころにより」を加える。 

  別表を次のように改める。 



 別表（第９条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

土山開発センター 大集会室 ７００ １，４００ 

会議室 ３００ ６００ 

調理室 ４００ ８００ 

信楽開発センター 大集会室 ７００ １，４００ 

会議室（大）（１

室につき） 

３００ ６００ 

会議室（小） ２００ ４００ 

和室 ３００ ６００ 

調理実習室 ４００ ８００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合

に適用する。 

   ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額は、この

表に定める額の３倍に相当する額とする。 

   ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

   ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

 （甲賀市林業施設条例の一部改正） 

第７条 甲賀市林業施設条例（平成１６年甲賀市条例第１１８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表第３を次のように改める。 

 別表第３（第８条、第１４条関係） 



施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

甲賀市やまび

こドーム 

競技場 １面 ３００ ６００ 

照明設備 １面 ３００ 

甲賀市森林文

化ホール 

ホール ― ９００ １，８００ 

林業情報ルーム ― ３００ ６００ 

モデルルーム ― ６００ １，２００ 

木工体験室 ― ４００ ８００ 

甲賀市グリー

ンドーム 

競技場 １面 ３００ ６００ 

照明設備 １面 ３００ 

甲賀市上野ド

ーム 

競技場 １面 ６００ １，２００ 

１／２面 ３００ ６００ 

照明設備 １面 ６００ 

１／２面  ３００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合

に適用する。 

   ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額（照明設

備は除く。）は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

   ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

   ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

 （甲賀市信楽伝統産業会館条例の一部改正） 

第８条 甲賀市信楽伝統産業会館条例（平成１６年甲賀市条例第１２６号）の一部

を次のように改正する。 



  第１１条第４項中「特別の事情があると認めたときは」の次に「、別に定める

ところにより」を加える。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第１１条関係） 

施設名 区分 金額（円） 

市内 市外 

企画展示室 １日当たり（午前９時

から午後５時まで） 

７，０００ １４，０００ 

会議室（１室につき） １時間当たり ３００ ６００ 

技術指導室 ３００ ６００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場

合に適用する。 

   ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額は、この

表に定める額の３倍に相当する額とする。 

   ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

   ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

   ５ 会議室を展示の目的に利用する場合の使用料は、この表に定める額（備

考２を適用する場合にあっては、適用後の額）の２倍に相当する額とする。 

   ６ 音響設備を利用する場合は、１，０００円を加算する。 

  別表第２を次のように改める。 

 別表第２（第１１条関係） 

施設名 区分 金額（円） 

市内 市外 



企画展示室 １時間当たり（午後５時から午後１０

時まで） 

２，０００ ４，０００ 

  備考 別表第１の備考１から４までの規定は、この表において準用する。 

 （甲賀市信楽産業展示館条例の一部改正） 

第９条 甲賀市信楽産業展示館条例（平成１６年甲賀市条例第１２７号）の一部を

次のように改正する。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第１４条関係） 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

多目的ホール 平日 ２，０００ ４，０００ 

土・日・祝日 ３，１００ ６，２００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合

に適用する。 

   ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの利用料の額は、この

表に定める額の３倍に相当する額とする。 

   ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を利用料として徴収する。 

   ４ 利用時間が１時間に満たない場合の利用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

   ５ 冷暖房設備を利用するときは、この表に定める額の５割に相当する金額

を加算する。 

   ６ 舞台練習等のため舞台のみを利用する場合の１時間当たりの利用料の額

は、この表に定める額（備考２を適用する場合にあっては、適用後の額）

の２割に相当する額とする。 

  別表第２を次のように改める。 



 別表第２（第１４条関係） 

設備名 区分 １回当たり金額（円） 

照明設備 一式 １，０００ 

音響設備 一式 ２，０００ 

映写機 一台 ２，０００ 

スライド映写機 一台 １，０００ 

ピアノ 一台 ２，０００ 

  備考 

   １ 別表第１の備考２は、この表において準用する。 

   ２ ピアノの調律を希望される場合又は特別な消耗品を必要とされる場合は、

実費相当額を徴収する。 

 （甲賀市共同福祉施設条例の一部改正） 

第１０条 甲賀市共同福祉施設条例（平成１６年甲賀市条例第１３０号）の一部を

次のように改正する。 

  第１２条中「特別の事由があると認めるときは」の次に「、別に定めるところ

により」を加える。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第１２条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

教養文化室 １，２００ ２，４００ 

研修室 ４００ ８００ 

視聴覚室 ４００ ８００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場

合に適用する。 

   ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額は、この



表に定める額の３倍に相当する額とする。 

   ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

   ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

 （甲賀市勤労青少年ホーム条例の一部改正） 

第１１条 甲賀市勤労青少年ホーム条例（平成１６年甲賀市条例第１３１号）の一

部を次のように改正する。 

  第８条第２項中「特別の事情があると認めたときは」の次に「、別に定めると

ころにより」を加える。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第８条関係） 

  １ 貸室 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

会議室 ４００ ８００ 

料理教室 ５００ １，０００ 

軽運動室 ４００ ８００ 

音楽室 ５００ １，０００ 

集会室 ４００ ８００ 

講習室 ５００ １，０００ 

談話室 ４００ ８００ 

図書室 ４００ ８００ 

   備考 

    １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、

在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗そ

の他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以

外の場合に適用する。 



    ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額は、こ

の表に定める額の３倍に相当する額とする。 

    ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するとき

は、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

    ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額と

し、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の

利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたも

のとする。 

  ２ 体育館 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

多目的ホール １面 １，２００ ２，４００ 

１／２面 ６００ １，２００ 

冷暖房設備 ― ６００ 

   備考 １の表備考の規定は、この表において準用する。この場合において、

同表の備考２中「使用料の額」とあるのは、「使用料の額（冷暖房設備は

除く。）」と読み替えるものとする。 

  ３ テニスコート 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

人工芝コート 平日 ６００ １，２００ 

土・日・祝日 ８００ １，６００ 

照明設備 ― ４００ 

   備考 １の表備考の規定は、この表において準用する。この場合において、

同表の備考２中「使用料の額」とあるのは、「使用料の額（照明設備は除

く。）」と読み替えるものとする。 

 （甲賀市かふか生涯学習館条例の一部改正） 

第１２条 甲賀市かふか生涯学習館条例（平成１６年甲賀市条例第１５８号）の一

部を次のように改正する。 



  第９条第２項中「特別の事情があると認めたときは」の次に「、別に定めると

ころにより」を加える。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第９条関係） 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

学習室（１室につき） １室 ３００ ６００ 

活動室（小） １室 ２００ ４００ 

活動室（大）（１室につき） １室 ３００ ６００ 

１／２室 ２００ ４００ 

研修室 １室 ７００ １，４００ 

２／３室 ５００ １，０００ 

１／３室 ３００ ６００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合

に適用する。 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額は、この

表に定める額の３倍に相当する額とする。 

   ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

   ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

 （甲賀市公民館条例の一部改正） 

第１３条 甲賀市公民館条例（平成１６年甲賀市条例第１５９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第７条第２項中「特別の事情があると認めたときは」の次に「、別に定めると

ころにより」を加える。 



  別表第２を次のように改める。 

 別表第２（第７条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

水口中央公民館 和室（１室につき） ３００ ６００ 

視聴覚室 ３００ ６００ 

調理室 ４００ ８００ 

講義室 ３００ ６００ 

研修室 ５００ １，０００ 

鹿深ホール ７００ １，４００ 

伴谷公民館 和室 ３００ ６００ 

学習室 ３００ ６００ 

調理室 ４００ ８００ 

会議室 ３００ ６００ 

大会議室 ５００ １，０００ 

柏木公民館 和室 ３００ ６００ 

学習室 ３００ ６００ 

調理室 ４００ ８００ 

会議室 ３００ ６００ 

団体室 ３００ ６００ 

集会室 ５００ １，０００ 

貴生川公民館 和室 ３００ ６００ 

学習室 ３００ ６００ 

調理室 ４００ ８００ 

会議室 ３００ ６００ 

集会室 ５００ １，０００ 

岩上公民館 和室 ３００ ６００ 

会議室 ３００ ６００ 

調理室 ４００ ８００ 



学習室 ３００ ６００ 

談話室 ２００ ４００ 

ホール ５００ １，０００ 

土山中央公民館 会議室 ２００ ４００ 

和室 ３００ ６００ 

実習室 ３００ ６００ 

大集会室 ５００ １，０００ 

大野公民館 小会議室 ２００ ４００ 

和室 ３００ ６００ 

調理室 ４００ ８００ 

大会議室 ３００ ６００ 

山内公民館 会議室 ２００ ４００ 

和室 ３００ ６００ 

調理室 ４００ ８００ 

大会議室 ３００ ６００ 

鮎河公民館 会議室 ３００ ６００ 

調理室 ３００ ６００ 

大会議室 ４５０ ９００ 

多羅尾公民館 和室（１室につき） ２００ ４００ 

調理室 ３００ ６００ 

研修室 ２００ ４００ 

相談室 ２００ ４００ 

大会議室 ５００ １，０００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合

に適用する。 

   ２ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、



利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

   ３ 甲賀公民館の会議室等の使用料は、甲賀市かふか生涯学習館条例（平成

１６年甲賀市条例第１５８号）別表で定める使用料を準用する。 

   ４ 甲南公民館の会議室等の使用料は、甲賀市農村環境改善センター条例（平

成１６年甲賀市条例第１０９号）別表で定める甲南農村環境改善センター

の使用料を準用する。 

   ５ 信楽中央公民館の会議室等の使用料は、甲賀市開発センター条例（平成

１６年甲賀市条例第１１７号）別表で定める信楽開発センターの使用料を

準用する。 

 （甲賀市お茶のみホール条例の一部改正） 

第１４条 甲賀市お茶のみホール条例（平成１６年甲賀市条例第１６４号）の一部

を次のように改正する。 

  第７条第２項中「特別の事情があると認めたときは」の次に「、別に定めると

ころにより」を加える。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第７条関係） 

施設名 
１時間当たり金額（円） 

市内 市外 

お茶のみホール ５００ １，０００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合

に適用する。 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額は、この

表に定める額の３倍に相当する額とする。 

   ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

   ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、



利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

 （甲賀市歴史民俗資料館条例の一部改正） 

第１５条 甲賀市歴史民俗資料館条例（平成１６年甲賀市条例第１６６号）の一部

を次のように改正する。 

  第７条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第１０条第２項中「第７条及び」を「第７条の規定の適用については「市長」

とあるのは「指定管理者」と、「前条に規定する入館料」とあるのは「利用料金」

とし、」に改める。 

  別表第２を次のように改める。 

 別表第２（第６条、第１１条関係） 

施設名 １人当たり金額（円） 

水口歴史民俗資料館 ２００ 

水口城資料館 ２００ 

甲賀歴史民俗資料館 ２００ 

  備考 

   １ この表の規定にかかわらず、市内に在住、在勤又は在学する者、１８歳

未満の者及び高校生は無料とする。 

   ２ 市が特別な催物を行う場合は、実費を基準として入館料を市長が別に定

める。 

 （甲賀市旧水口図書館条例の一部改正） 

第１６条 甲賀市旧水口図書館条例（平成１６年甲賀市条例第１６７号）の一部を

次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第１０条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

１階 ３００ ６００ 

２階 ５００ １，０００ 

  備考 



   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合

に適用する。 

   ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの利用料の額は、この

表に定める額の３倍に相当する額とする。 

   ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を利用料として徴収する。 

   ４ 利用時間が１時間に満たない場合の利用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

 （甲賀市東海道伝馬館条例の一部改正） 

第１７条 甲賀市東海道伝馬館条例（平成１６年甲賀市条例第１６８号）の一部を

次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第１２条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

体験工房 ２００ ４００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合

に適用する。 

   ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの利用料の額は、この

表に定める額の３倍に相当する額とする。 

   ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を利用料として徴収する。 

   ４ 利用時間が１時間に満たない場合の利用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目



的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

   ５ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲内におい

て利用者に負担させることができる。 

 （甲賀市甲南青少年研修センター条例の一部改正） 

第１８条 甲賀市甲南青少年研修センター条例（平成１６年甲賀市条例第１６９号）

の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第８条関係） 

  １ 宿泊を伴う場合 

施設名 区分 １泊１人当たり金額（円） 

市内 市外 

研修室（和室） 中学生以下 ５００ １，０００ 

その他 １，０００ ２，０００ 

   備考 

    １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、

在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗そ

の他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外

の場合に適用する。 

    ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額は、こ

の表に定める額の３倍に相当する額とする。 

    ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するとき

は、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

    ４ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲内にお

いて利用者に負担させることができる。 

    ５ 「１泊」とは、午後１時から翌日午前１０時までとする。 

    ６ 寝具１回当たりの使用料は、２００円とする。 

  ２ 宿泊を伴わない場合 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 



研修室（和室） さくら ３００ ６００ 

さつき ３００ ６００ 

もみじ ２００ ４００ 

さざんか ２００ ４００ 

会議室 ５００ １，０００ 

ホール ５００ １，０００ 

調理室 ３００ ６００ 

   備考 

    １ １の表備考１から４までの規定は、この表において準用する。 

    ２ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額と

し、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の

利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたも

のとする。 

 （甲賀市スポーツ施設条例の一部改正） 

第１９条 甲賀市スポーツ施設条例（平成１６年甲賀市条例第１７０号）の一部を

次のように改正する。 

  第１０条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第１５条第２項中「第１０条及び第１２条」を「第１２条及び第１３条第２項」

に、「第１３条第２項の規定の適用については、「教育委員会」とあるのは「指定

管理者」とする」を「第１０条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指

定管理者」と、「前条の使用料」とあるのは「利用料金」とする」に改める。 

  別表第３を次のように改める。 

 別表第３（第９条、第１６条関係） 

  １ 体育館 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

アリ

ーナ 

水口体育館 

岩上体育館 

土山体育館 

１面 ５００ １，０００ 

１／２面 ３００ ６００ 



甲南体育館 

甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

信楽体育館 

水口体育館武道場 

甲南Ｂ＆Ｇ海洋センタートレーニン

グ室 

１面 ３００ ６００ 

照明

設備 

水口体育館 

土山体育館 

１面 １，５００ 

１／２面 ８００ 

信楽体育館 １面 １，０００ 

１／２面 ５００ 

岩上体育館 

甲南体育館 

甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

１面 ６００ 

１／２面 ３００ 

水口体育館武道場 

甲南Ｂ＆Ｇ海洋センタートレーニン

グ室 

１面 ４００ 

冷暖

房設

備 

水口体育館 １面 １，０００ 

水口体育館武道場 １面 ４００ 

   備考 

    １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、

在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗そ

の他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以

外の場合に適用する。 

    ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額（照明

設備及び冷暖房設備は除く。）は、この表に定める額の３倍に相当する

額とする。 

    ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するとき

は、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

    ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額と



し、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の

利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたも

のとする。 

    ５ 附帯施設及び備品の使用については、別に定める。 

  ２ 室内運動場 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

室内運動場 土山室内運動場 １面 ５００ １，０００ 

１／２面 ３００ ６００ 

照明設備 土山室内運動場 １面 １，０００ 

１／２面 ５００ 

   備考 １の表備考の規定は、この表において準用する。この場合において、

同表の備考２中「使用料の額（照明設備及び冷暖房設備は除く。）」とあ

るのは、「使用料の額（照明設備は除く。）」と読み替えるものとする。 

  ３ グラウンド 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

グラ

ウン

ド 

土山運動場 

甲南グラウンド 

１面 ５００ １，０００ 

１／２面 ３００ ６００ 

甲南中央運動公園サッカーグラウン

ド 

１面 ７００ １，４００ 

１／２面 ４００ ８００ 

照明

設備 

土山運動場 １面 １，０００ 

甲南グラウンド １面 ２，０００ 

１／２面 １，０００ 

甲南中央運動公園サッカーグラウン

ド 

１面 ３，０００ 

２／３面 ２，０００ 

１／２面 １，５００ 

   備考 １の表備考の規定は、この表において準用する。この場合において、

同表の備考２中「使用料の額（照明設備及び冷暖房設備は除く。）」とあ



るのは、「使用料の額（照明設備は除く。）」と読み替えるものとする。 

  ４ テニスコート 

施設名 １時間１面当たり金額（円） 

市内 市外 

ハードコート 土山テニスコート ６００ １，２００ 

照明設備 ６００ 

人工芝コート 甲南中央運動公園 

信楽テニスコート 

６００ １，２００ 

照明設備 ４００ 

クレーコート 土山テニスコート ３００ ６００ 

照明設備 ６００ 

練習用コート 甲南中央運動公園 ３００ ６００ 

照明設備 ４００ 

   備考 １の表備考の規定は、この表において準用する。この場合において、

同表の備考２中「使用料の額（照明設備及び冷暖房設備は除く。）」とあ

るのは、「使用料の額（照明設備は除く。）」と読み替えるものとする。 

  ５ 会議室 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

水口体育館 多目的室１ ３００ ６００ 

多目的室２ ４００ ８００ 

会議室 ４００ ８００ 

土山体育館 会議室 ４００ ８００ 

甲南体育館 会議室 ４００ ８００ 

甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター 会議室 ４００ ８００ 

   備考 １の表備考の規定は、この表において準用する。この場合において、

同表の備考２中「使用料の額（照明設備及び冷暖房設備は除く。）」とあ

るのは、「使用料の額」と読み替えるものとする。 

  ６ グラウンド・ゴルフ場 



施設名 区分 金額（円） 

市内 市外 

甲南グラウンド・ゴル

フ場 

１人１ラウンド ２００ ４００ 

貸切り１時間当た

り 

１０，０００ ２０，０００ 

   備考 

    １ １の表備考の規定は、この表において準用する。この場合において、

同表の備考２中「使用料の額（照明設備及び冷暖房設備は除く。）」と

あるのは、「使用料の額」と読み替えるものとする。 

    ２ 貸切りの規定については、別に定める。 

  ７ トレーニング室 

施設名 １人１時間当たり金額（円） 

市内 市外 

水口体育館トレーニング室 ３００ ６００ 

甲南中央運動公園トレーニングハウス ２００ ４００ 

   備考 １の表備考４及び５は、この表において準用する。 

  ８ プール 

施設名 区分 １回当た

り（円） 

回数券

（円） 

定期券（円） 

１月 ３月 ６月 

甲賀Ｂ

＆Ｇ海

洋セン

ター 

幼児 １００ － － － － 

小中学

生等 

３００ ３，０００ ４，５００ １２，０００ ２２，５００ 

一般 ６００ ６，０００ ９，０００ ２４，０００ ４５，０００ 

   備考 

    １ 「幼児」とは未就学児を、「小中学生等」とは小中学校の児童、生徒

又はこれに準ずる者を、「一般」とはそれ以外の者をいう。 

    ２ 「１回」とは、午前（午前９時から正午まで）、午後（午後１時３０

分から午後４時まで）又は夜間（午後６時から午後９時３０分まで）の

それぞれをいう。 



 （甲賀市立学校施設開放条例の一部改正） 

第２０条 甲賀市立学校施設開放条例（平成１６年甲賀市条例第１７１号）の一部

を次のように改正する。 

  第１０条第２項中「特別の事情があると認めたときは」の次に「、別に定める

ところにより」を加える。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第２条、第１０条関係） 

施設名 区分 金額（円） 

体育館 １時間 

当たり 

１面 ２００（信楽小学校、雲井小学

校、小原小学校、朝宮小学校、

多羅尾小学校及び信楽中学校に

あっては、１００） 

１／２面 １００（信楽小学校、雲井小学

校、小原小学校、朝宮小学校、

多羅尾小学校及び信楽中学校に

あっては、５０） 

格技場（水口中学校） １面 ２００ 

１／２面 １００ 

会議室その他教室 １室 １００ 

グラウンド １面 １００ 

１／２面 ５０ 

室内温水プール（信楽中

学校） 

１回当

たり 

幼児 １００ 

小中学生等 ３００ 

一般 ５００ 

回数券 幼児 １，０００ 

小中学生等 ３，０００ 

一般 ５，０００ 

トレーニングルーム（信

楽中学校） 

１回当

たり 

一般 ３００ 



回数券 ３，０００ 

照明設

備 

体育館 

格技場 

１時間

当たり 

１面  ４００ 

１／２面 ２００ 

グラウンド １面  ６００ 

１／２面 ３００ 

  備考 

   １ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

   ２ 附帯施設及び備品の使用については、別に定める。 

   ３ 「幼児」とは未就学児を、「小中学生等」とは小中学校の児童、生徒又

はこれに準ずる者を、「一般」とはそれ以外の者をいう。 

   ４ 「１回」とは、午後（午後２時３０分から午後５時３０分まで）又は夜

間（午後６時から午後９時まで）のそれぞれをいう。 

   ５ 回数券は、１組で１１枚とする。 

 （甲賀市甲南ふれあいの館条例の一部改正） 

第２１条 甲賀市甲南ふれあいの館条例（平成１６年甲賀市条例第１７３号）の一

部を次のように改正する。 

  第８条第２項中「特別の事情があると認めたときは」の次に「、別に定めると

ころにより」を加える。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第８条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

研修室（和室） ４００ ８００ 

実習室 ４００ ８００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他



の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合

に適用する。 

   ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額は、この

表に定める額の３倍に相当する額とする。 

   ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

   ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

   ５ 陶芸用焼成窯（電気）の利用は、１基１回につき１０，０００円とする。 

   ６ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲内におい

て利用者に負担させることができる。 

 （甲賀市民交流駅条例の一部改正） 

第２２条 甲賀市民交流駅条例（平成１７年甲賀市条例第５１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第９条、第１４条関係） 

  １ 甲賀市民交流駅こうか 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

コミュニティルーム ２５０ ５００ 

   備考 

    １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、

在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗そ

の他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外

の場合に適用する。 

    ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額は、こ

の表に定める額の３倍に相当する額とする。 

    ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するとき

は、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 



    ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額と

し、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の

利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたも

のとする。 

  ２ 甲賀市民交流駅こうか・あぶらひ・てらしょう 

設備名 区分 金額（円） 

掲示設備 １区画当たり１日につき １００ 

   備考 広告の掲示は、あらかじめ指定された場所とし、Ｂ１判（縦１,０３０

ｍｍ、横７２８ｍｍ）が掲示できる規格とする。 

 （甲賀市かもしか荘条例の一部改正） 

第２３条 甲賀市かもしか荘条例（平成１７年甲賀市条例第６０号）の一部を次の

ように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第１０条関係） 

施設名 区分 金額（円） 

宿泊室 大人 宿泊料金（１人１泊当たり） ８，５００ 

追加料金（１人１時間当たり） ８５０ 

小人 宿泊料金（１人１泊当たり） ６，８００ 

追加料金（１人１時間当たり） ６８０ 

幼児 宿泊料金（１人１泊当たり） ３，４００ 

追加料金（１人１時間当たり） 無料 

研修室 和室（大） １時間当たり ４，０００ 

和室（小） １時間当たり ３，０００ 

  備考 

   １ 「大人」とは中学生（これに準ずる者を含む。）以上の者を、「小人」

とは小学生（これに準ずる者を含む。）を、「幼児」とは３歳以上の未就

学の者をいう。 

   ２ 研修室に宿泊する場合は、宿泊室の利用料金を適用する。 

   ３ 宿泊室及び研修室は１室２人以上での宿泊を基本とするため、１人で宿



泊する場合は、当該利用料金の５割以内の額を加算することができる。 

   ４ 繁忙日（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日の前日、７月２１日から８月３１日まで及び

１２月２９日から１月３日までの期間中の日並びに指定管理者が特に市長

の承認を得て定めた日をいう。）に宿泊室及び研修室に宿泊する場合は、

当該利用料金の１０割以内の額を加算することができる。 

   ５ 宿泊料金には食事料金を含まず、朝食、夕食、宴会料理等の食事料金は

指定管理者が市長の承認を得て定める。 

   ６ 宿泊料金には、甲賀市あいの土山都市との交流センター条例（平成１７

年甲賀市条例第６１号）に定める入浴施設利用料金を含むものとする。 

   ７ 第５条に規定する利用時間を超えて宿泊室及び研修室に宿泊する場合は、

追加料金を加算する。ただし、２日以上継続して宿泊する場合は、その到

着日及び出発日を除く滞在期間中は徴収しない。 

   ８ 宿泊室及び研修室の休憩利用の利用料金については、指定管理者が市長

の承認を得て定めることができる。 

   ９ 利用時間が１時間に満たない場合の利用料金は、１時間とみなした額と

し、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利

用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものと

する。 

   １０ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定によ

り身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱（昭和４８年

９月２７日厚生省発児第１５６号）第５の規定により療育手帳の交付を受

けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）第４５条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けている者の宿泊室の利用料金は、当該利用料金から２割に相当する額を

減額する。 

   １１ 利用者の責めに帰すべき理由による宿泊の取消しについてキャンセル

料を徴収することができる。 

   １２ 前項の場合におけるキャンセル料は、宿泊料金及び食事料金の額に次

の表に規定するキャンセル料比率を乗じた額とする。 



宿泊の取消日 当日 前日 ７日前 ２０日前 

キャンセル料比率 １０割 ５割 ３割 ２割 

 （甲賀市あいの土山都市との交流センター条例の一部改正） 

第２４条 甲賀市あいの土山都市との交流センター条例（平成１７年甲賀市条例第

６１号）の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第１０条関係） 

施設名 区分 金額（円） 

入浴施設 大人（６５歳未満）１人１回当たり １，０００ 

大人（６５歳以上）１人１回当たり ８００ 

小人及び幼児１人１回当たり ５００ 

研修室 １室１時間当たり ５００ 

  備考 

   １ 「大人」とは中学生（これに準ずる者を含む。）以上の者を、「小人」

とは小学生（これに準ずる者を含む。）を、「幼児」とは３歳以上の未就

学の者をいう。 

   ２ 入浴施設利用料金には甲賀市税条例（平成１６年甲賀市条例第４５号）

第３章第１節の規定による入湯税を含むものとする。 

   ３ 利用時間が１時間に満たない場合の利用料金は、１時間とみなした額と

し、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利

用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものと

する。 

   ４ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により

身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱（昭和４８年９

月２７日厚生省発児第１５６号）第５の規定により療育手帳の交付を受け

ている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律

第１２３号）第４５条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている者の入浴施設の利用料金は、当該利用料金から２割に相当する額を

減額する。 

 （甲賀市勤労福祉会館条例の一部改正） 



第２５条 甲賀市勤労福祉会館条例（平成１７年甲賀市条例第６２号）の一部を次

のように改正する。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第１０条関係） 

施設名 区分 金額（円） 

和室（１室につき） 宿泊利用

（１人当

たり） 

１人利用 ６，５００ 

２人利用 ５，２００ 

３人利用 ４，９００ 

４人利用 ４，６００ 

時間利用 午前９時から午後１時

まで 

４，２００ 

午後１時から午後５時

まで 

４，２００ 

午前９時から午後５時

まで 

８，４００ 

洋室（１室につき） 宿泊利用

（１人当

たり） 

１人利用 ７，８００ 

２人利用 ５，９００ 

３人利用 ５，２００ 

  備考 

   １ 宿泊利用の場合において、小学生未満で独立して寝具を使用しないとき

は無料とする。 

   ２ 時間利用の場合における利用料には、飲食に係る費用は含まない。 

   ３ 時間利用が可能な和室は、１階和室に限る。 

  別表第２を次のように改める。 

 別表第２（第１０条関係） 

宿泊の取消日 当日 前日 ７日から２日前まで 

キャンセル料比率 １０割 ５割 ２割 

 （甲賀市防災コミュニティセンター条例の一部改正） 

第２６条 甲賀市防災コミュニティセンター条例（平成１８年甲賀市条例第１６号）



の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第８条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

研修室（１室につき） ３００ ６００ 

会議室（１室につき） １５０ ３００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合

に適用する。 

   ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額は、この

表に定める額の３倍に相当する額とする。 

   ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

   ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

 （甲賀市和太鼓音楽活動交流館条例の一部改正）     

第２７条 甲賀市和太鼓音楽活動交流館条例（平成１８年甲賀市条例第１９号）の

一部を次のように改正する。 

  第９条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第８条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

練習室 ３００ ６００ 

  備考 



   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場

合に適用する。 

   ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額は、この

表に定める額の３倍に相当する額とする。 

   ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

   ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

 （甲賀市子ども等自然環境知識習得施設条例の一部改正） 

第２８条 甲賀市子ども等自然環境知識習得施設条例（平成１８年甲賀市条例第３

４号）の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第１１条関係） 

  １ 研修棟 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

研修室 ３００ ６００ 

調理室 ３００ ６００ 

   備考 

    １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、

在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗そ

の他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外

の場合に適用する。 

    ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの利用料の額は、こ

の表に定める額の３倍に相当する額とする。 

    ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するとき



は、入場料総収入額の１割に相当する額を利用料として徴収する。 

    ４ 利用時間が１時間に満たない場合の利用料は、１時間とみなした額と

し、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の

利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたも

のとする。 

    ５ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲内にお

いて利用者に負担させることができる。 

  ２ ふれあい体験棟 

施設名 区分 金額（円） 

ふれあい体験棟 １人１回 ５００ 

   備考 １の表備考５は、この表において準用する。 

 （甲賀市地域総合センター条例の一部改正） 

第２９条 甲賀市地域総合センター条例（平成２０年甲賀市条例第２７号）の一部

を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第８条関係） 

施設名 １時間当たり金額(円) 

市内 市外 

甲賀市宇川会館 多目的ホール ８００ １，６００ 

和室 ３００ ６００ 

会議室 ３００ ６００ 

学習室 ３００ ６００ 

調理室 ３００ ６００ 

甲賀市牛飼教育集会

所 

和室（１室につき） １００ ２００ 

調理室 ２００ ４００ 

甲賀市清和会館 大会議室 ４００ ８００ 

和室（１室につき） ２００ ４００ 

談話室 １００ ２００ 

ふれあいルーム ２００ ４００ 



調理室 ２００ ４００ 

甲賀市大久保教育集

会所 

会議室 １００ ２００ 

講話室 １００ ２００ 

研修室 ２００ ４００ 

調理室 １００ ２００ 

甲賀市かえで会館 集会室（１室につき） ８００ １，６００ 

調理室 ４００ ８００ 

多目的室 １５０ ３００ 

研修室１ ３００ ６００ 

研修室２ １５０ ３００ 

甲賀市西教育集会所 和室（１室につき） ２００ ４００ 

集会室 ２００ ４００ 

調理室 ２００ ４００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合

に適用する。 

   ２ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

 （甲賀市民文化ホール条例の一部改正） 

第３０条 甲賀市民文化ホール条例（平成２１年甲賀市条例第３９号）の一部を次

のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第１０条、第１７条関係） 

  １ 施設 

施設名 区分時間当たり金額（円） 

区分 午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 全日 



時間 午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

１０時ま

で 

あ

い

こ

う

か

市

民

ホ

ー

ル 

ホール（舞

台） 

平日 １６，０

００ 

２６，０

００ 

３４，０

００ 

４２，０

００ 

６０，０

００ 

７６，０

００ 

休日等 ２４，０

００ 

３９，０

００ 

５１，０

００ 

６３，０

００ 

９０，０

００ 

１１４，

０００ 

和室 平日 １，７０

０ 

２，１０

０ 

２，１０

０ 

３，８０

０ 

４，２０

０ 

５，９０

０ 

休日等 ２，１０

０ 

２，４０

０ 

２，４０

０ 

４，５０

０ 

４，８０

０ 

６，９０

０ 

練習室１ 平日 １，２０

０ 

１，４０

０ 

１，４０

０ 

２，６０

０ 

２，８０

０ 

４，００

０ 

休日等 １，４０

０ 

１，６０

０ 

１，６０

０ 

３，００

０ 

３，２０

０ 

４，６０

０ 

練習室２ 平日 １，７０

０ 

２，１０

０ 

２，１０

０ 

３，８０

０ 

４，２０

０ 

５，９０

０ 

休日等 ２，１０

０ 

２，４０

０ 

２，４０

０ 

４，５０

０ 

４，８０

０ 

６，９０

０ 

練習室３ 平日 ２，８０

０ 

３，７０

０ 

３，７０

０ 

６，５０

０ 

７，４０

０ 

１０，２

００ 

休日等 ３，００

０ 

３，９０

０ 

３，９０

０ 

６，９０

０ 

７，８０

０ 

１０，８

００ 

展

示

室 

全室 平日 ４，７０

０ 

５，８０

０ 

― １０，５

００ 

― ― 

休日等 ５，８０

０ 

６，８０

０ 

― １２，６

００ 

― ― 

１／２ 平日 ２，８０３，５０ ― ６，３０ ― ― 



使用 ０ ０ ０ 

休日等 ３，５０

０ 

４，１０

０ 

― ７，６０

０ 

― ― 

碧

水

ホ

ー

ル 

ホール（舞

台） 

平日 ７，２０

０ 

１０，８

００ 

１４，１

００ 

１８，０

００ 

２４，９

００ 

３２，１

００ 

休日等 １０，８

００ 

１６，２

００ 

２１，２

００ 

２７，０

００ 

３７，４

００ 

４８，２

００ 

練習室 平日 １，２０

０ 

１，４０

０ 

１，４０

０ 

２，６０

０ 

２，８０

０ 

４，００

０ 

休日等 １，４０

０ 

１，６０

０ 

１，６０

０ 

３，００

０ 

３，２０

０ 

４，６０

０ 

会議室 平日 ２，１０

０ 

２，９０

０ 

２，９０

０ 

５，００

０ 

５，８０

０ 

７，９０

０ 

休日等 ２，６０

０ 

３，４０

０ 

３，４０

０ 

６，００

０ 

６，８０

０ 

９，４０

０ 

展示コー

ナー 

平日 ― ― ― ― ― １，６０

０ 

休日等 ― ― ― ― ― １，６０

０ 

あ

い

の

土

山

文

化

ホ

ー

ル 

ホール（舞

台） 

平日 ７，２０

０ 

１０，８

００ 

１４，１

００ 

１８，０

００ 

２４，９

００ 

３２，１

００ 

休日等 １０，８

００ 

１６，２

００ 

２１，２

００ 

２７，０

００ 

３７，４

００ 

４８，２

００ 

練習室 平日 １，２０

０ 

１，４０

０ 

１，４０

０ 

２，６０

０ 

２，８０

０ 

４，００

０ 

休日等 １，４０

０ 

１，６０

０ 

１，６０

０ 

３，００

０ 

３，２０

０ 

４，６０

０ 



甲

南

情

報

交

流

セ

ン

タ

ー 

ホール（舞

台） 

平日 ６，９０

０ 

９，７０

０ 

１１，０

００ 

１６，６

００ 

２０，８

００ 

２７，７

００ 

休日等 １０，４

００ 

１４，６

００ 

１６，５

００ 

２５，０

００ 

３１，１

００ 

４１，５

００ 

レッスン

室 

平日 １，２０

０ 

１，４０

０ 

１，４０

０ 

２，６０

０ 

２，８０

０ 

４，００

０ 

休日等 １，４０

０ 

１，６０

０ 

１，６０

０ 

３，００

０ 

３，２０

０ 

４，６０

０ 

スタジオ 平日 １，６０

０ 

１，７０

０ 

１，７０

０ 

３，３０

０ 

３，４０

０ 

５，００

０ 

休日等 １，８０

０ 

２，００

０ 

２，００

０ 

３，８０

０ 

４，００

０ 

５，８０

０ 

会議室 平日 １，００

０ 

１，２０

０ 

１，２０

０ 

２，２０

０ 

２，４０

０ 

３，４０

０ 

休日等 １，１０

０ 

１，３０

０ 

１，３０

０ 

２，４０

０ 

２，６０

０ 

３，７０

０ 

研修室 平日 １，００

０ 

１，２０

０ 

１，２０

０ 

２，２０

０ 

２，４０

０ 

３，４０

０ 

休日等 １，１０

０ 

１，３０

０ 

１，３０

０ 

２，４０

０ 

２，６０

０ 

３，７０

０ 

   備考 

    １ この表において「休日等」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）第３条に規定する休日、日曜日及び土曜日をいう。 

    ２ 次の各号に掲げる場合の使用料は、当該各号に定める額とする。 

     （１） 利用に際し、１，０００円（甲賀市あいこうか市民ホールにあ

っては、２，０００円）を超える額を入場料その他これに類する金銭

（以下「入場料等」という。）として徴収する場合又は宣伝その他こ

れに類する目的をもって催物を行う場合 この表に定める使用料に当

該使用料の５割に相当する額を加えた額 

     （２） 利用に際し、１，０００円（甲賀市あいこうか市民ホールにあ



っては２，０００円）以下の入場料等を徴収する場合 この表に定め

る使用料に当該使用料の３割に相当する額を加えた額 

     （３） ホールのうち舞台のみを利用する場合又はホール若しくは展示

室を連続して６日以上使用するときの６日目以降の場合 この表に定

める使用料の５割に相当する額 

    ３ 利用の許可を受けた時間区分を延長して利用する場合（以下「延長利

用」という。）の使用料は、延長時間１時間（１時間未満の端数は、３

０分以上をもって１時間とみなす。以下同じ。）につき当該利用許可を

受けた時間区分（午前午後の区分の場合は午後の区分とする。）の使用

料の３割に相当する額とする。ただし、規定時間外（午前９時以前及び

午後１０時以降の時間をいう。）の延長利用の使用料は、延長時間１時

間につき夜間区分の使用料の３割に相当する額とする。 

    ４ 延長利用できる時間は、あいこうか市民ホール展示室は午後１０時ま

でとし、その他は１時間以内とする。ただし、教育委員会が特に必要が

あると認めたときは、この限りでない。 

    ５ ホールの冷暖房設備を利用する場合は、甲賀市あいこうか市民ホール

については１時間当たり３，０００円を、甲賀市碧水ホール、甲賀市あ

いの土山文化ホール及び甲賀市甲南情報交流センター（以下３館を総称

して「その他の館」という。）についてはこの表に定める使用料の５割

に相当する額を徴収する。 

    ６ 甲賀市甲南情報交流センター（ホールを除く。）については、各区分

における使用料の３割に相当する額を１時間当たり金額として、時間単

位での利用に供することができる。 

    ７ 使用料の額に１００円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上

げる。 

  ２ 附帯設備（甲賀市あいこうか市民ホール） 

設備名 区分 金額（円） 

照明装置 フットライト １式 ４００ 

ボーダーライト １列 ５００ 



サスペンションライト １列 １，３００ 

シーリングスポットライト １式 ２，１００ 

アッパーホリゾントライト １式 １，３００ 

ロアーホリゾントライト １式 １，３００ 

フロントサイドスポットライト １式 １，７００ 

センタースポットライト １台 １，０００ 

エフェクトマシーン １セット １，０００ 

追加スポットライト １台 １００ 

スモークマシーン １台 ２，３００ 

持込機材 １ｋｗ １００ 

音響装置 ホール拡声装置（基本６ｃｈ） １式 ３，１００ 

ホール拡声装置（追加１ｃｈ） １ｃｈ ５００ 

ワイヤレスマイク装置 １ｃｈ ２００ 

３点吊マイク装置 １式 ３００ 

録音・再生機器 １台 ３００ 

モニタースピーカー １台 ２００ 

効果機材 １台 ５００ 

エレベーターマイク装置 １式 ２００ 

ポータブルワイヤレスアンプ １台 ６００ 

持込機材 １ｋｗ １００ 

映写機器

等 

ビデオプロジェクター １台 １，０００ 

スクリーン １台 ５００ 

持込機材 １ｋｗ １００ 

楽器等 ピアノ・フルコン（ホール） １台 ２，１００ 

ピアノ・アップライト（練習室） １台 １，０００ 

指揮者台 １台 １００ 

指揮者譜面台 １台 １００ 

大道具 演台・花台 １式 ２００ 

金屏風 １双 １，０００ 



松羽目 １式 ５００ 

竹羽目 １式 １，６００ 

所作台 １式 １０，５００ 

平台 １台 １００ 

緋毛せん １枚 ２００ 

地がすり １枚 ３，１００ 

吊看板・立看板 １枚 １００ 

反響板（天板ライトを含む。） １式 ５，２００ 

その他 紗幕 １枚 １，６００ 

茶道具 １式 ３００ 

持込器具 １ｋｗ １００ 

   備考 

    １ この表の使用料は、午前、午後及び夜間の区分毎の料金である。 

    ２ １の表備考２（（３）を除く。）、３及び４の規定は、この表におい

て準用する。 

    ３ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲内にお

いて利用者に負担させることができる。 

  ３ 附帯設備（その他の館） 

設備名 区分 金額（円） 

照明設備 １式 ２，１００ 

音響設備 １式 ２，１００ 

映写設備 １台 １，０００ 

舞台設備 １式 １，０００ 

その他備品 １式 １，０００ 

電動椅子（碧水ホール・甲南情報交流センター） １式 ２，１００ 

反響板（あいの土山文化ホール・甲南情報交流センター） １式 ２，１００ 

ピアノ・フルコン（あいの土山文化ホール） １台 ５，４００ 

ピアノ・フルコン（碧水ホール・甲南情報交流センター） １台 ２，１００ 

ピアノ・アップライト（碧水ホール練習室） １台 １，０００ 



   備考 １の表備考２（（３）を除く。）、３及び４の規定並びに２の表備考

１及び３の規定は、この表において準用する。 

 （甲賀市くすり学習館条例の一部改正） 

第３１条 甲賀市くすり学習館条例（平成２２年甲賀市条例第３１号）の一部を次

のように改正する。 

  第１５条中「特別の事情があると認めるときは」の次に「、別に定めるところ

により」を加える。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第１３条、第１９条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

会議室１ ３００ ６００ 

会議室２ ６００ １，２００ 

体験学習室（１室につき） ９００ １，８００ 

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場

合に適用する。 

   ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額は、この

表に定める額の３倍に相当する額とする。 

   ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

   ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

   ５ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲内におい

て利用者に負担させることができる。 

 （甲賀市まちづくり活動センター条例の一部改正） 

第３２条 甲賀市まちづくり活動センター条例（平成３０年甲賀市条例第３２号）



の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第８条、第１８条関係） 

  １ 貸室 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

会議室（１室につき） ３００ ６００ 

和室（１室につき） ３００ ６００ 

練習室 ４００ ８００ 

多目的室１ ５００ １，０００ 

多目的室２ ８００ １，６００ 

キッチンスペース ４００ ８００ 

   備考 

    １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、

在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗そ

の他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外

の場合に適用する。 

    ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額は、こ

の表に定める額の３倍に相当する額とする。 

    ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するとき

は、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

    ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額と

し、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の

利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたも

のとする。 

  ２ 附属設備 

設備名 区分 金額（円） 

ロッカー １個 規則で定める額 

メールボックス １個 規則で定める額 



スチール棚 １段 規則で定める額 

   備考 附属設備の使用料は、利用期間の初日の属する月から利用期間の末日

の属する月までの月数により計算する。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用

料（利用料金を含む。以下この項において同じ。）について適用し、同日前に納

付された使用料については、なお従前の例による。 

 （１） 甲賀市斎場条例 

 （２） 甲賀市児童館条例 

 （３） 甲賀市農村環境改善センター条例 

 （４） 甲賀市農村集落センター条例 

 （５） 甲賀市農業振興センター条例 

 （６） 甲賀市開発センター条例 

 （７） 甲賀市林業施設条例 

 （８） 甲賀市信楽伝統産業会館条例 

 （９） 甲賀市信楽産業展示館条例 

 （１０） 甲賀市共同福祉施設条例 

 （１１） 甲賀市勤労青少年ホーム条例 

 （１２） 甲賀市かふか生涯学習館条例 

 （１３） 甲賀市公民館条例 

 （１４） 甲賀市お茶のみホール条例 

 （１５） 甲賀市歴史民俗資料館条例 

 （１６） 甲賀市旧水口図書館条例 

 （１７） 甲賀市東海道伝馬館条例 

 （１８） 甲賀市甲南青少年研修センター条例 

 （１９） 甲賀市スポーツ施設条例 

 （２０） 甲賀市立学校施設開放条例 



 （２１） 甲賀市甲南ふれあいの館条例 

 （２２） 甲賀市民交流駅条例 

 （２３） 甲賀市かもしか荘条例 

 （２４） 甲賀市あいの土山都市との交流センター条例 

 （２５） 甲賀市勤労福祉会館条例 

 （２６） 甲賀市防災コミュニティセンター条例 

 （２７） 甲賀市和太鼓音楽活動交流館条例 

 （２８） 甲賀市子ども等自然環境知識習得施設条例 

 （２９） 甲賀市地域総合センター条例 

 （３０） 甲賀市民文化ホール条例 

 （３１） 甲賀市くすり学習館条例 

 （３２） 甲賀市まちづくり活動センター条例 
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議案第８４号参考資料 

＜第１条関係＞ 

甲賀市斎場条例新旧対照表 

改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第６条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。 第６条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。 

別表（第６条関係） 

 

施設名 区分 金額（円） 

市内 市外 

火葬炉 大人（１２歳以上） １体 ２０，０００ ６０，０００ 

小人（１２歳未満） １体 １０，０００ ３０，０００ 

妊娠４月以上の胎児 １体 ５，０００ １５，０００ 

改葬遺骨 １体 ５，０００ １５，０００ 

汚物炉 身体の一部 １人分 ５，０００ １５，０００ 

胞衣物（２０ｋｇ未満） １個 ５，０００ １５，０００ 

動物炉 小動物（５０ｋｇ未満） １体 ３，０００ ― 

霊安室 ２４時間以内 １日 ５，０００ ― 

葬祭場 告別式等（午前９時から午後

４時まで） 

１回 ３０，０００ ― 

通夜等（午後４時から翌日午

前９時まで） 

１回 ３０，０００ ― 

待合室 ２時間当たり ８００ ２，４００ 
 

別表（第６条関係） 

  甲賀斎苑使用料 

区分 単位 使用料 

市内在住者 市外在住者 

火葬炉 大人（１２歳以上） １体 ２０，０００円 ６０，０００円 

小人（１２歳未満） １体 １０，０００円 ３０，０００円 

妊娠４箇月以上の胎児 １体 ５，０００円 １５，０００円 

改葬遺骨 １体 ５，０００円 １５，０００円 

汚物炉 身体の一部 １人分 ５，０００円 １５，０００円 

胞衣物（２０ｋｇ未満） １個 ５，０００円 １５，０００円 

動物炉 小動物（５０ｋｇ未満） １体 ３，０００円 ―円 

霊安室 ２４時間以内 １日 ５，０００円 ―円 

葬祭場 告別式等（午前９時から午

後４時） 

１回 ３０，０００円 ―円 

通夜等（午後４時から翌日

午前９時） 

 

１回 ３０，０００円 ―円 
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 備考  備考 

  １ 「市内」とは、死亡者（胎児については、その父又は母）又は利

用者が本市の住民基本台帳に記録されている場合に適用し、「市

外」とは、市内以外の場合に適用する。 

  １ 「市内」とは、死亡者（胎児については、その父又は母）又は利

用者が甲賀市において住民基本台帳に記録されている場合をいう。 

  ２ 「市外」とは、前項に定める場合以外をいう。 

  ２ 動物炉の利用については、飼主が市内に住所を有する者に限る。

なお、営利を目的とする場合は、利用することができない。 

  ３ 「小動物」とは、５０ｋｇ未満の犬、猫等のペットをいう。 

  ３ 動物炉の利用については、飼主が市内に住所を有する者に限るも

のとする。なお、営利を目的とする場合は、利用することができな

い。 

  ４ 葬祭場の利用については、市内に限る。 

  ５ 霊安室の利用については、葬祭場利用者に限る。 

  ４ 小動物とは、住民が飼育する５０ｋｇ未満の犬、猫等のペットに

限る。 

  ６ 待合室の利用については、火葬炉利用者に限る。   ５ 葬祭場の利用については、管内に限る。 

   ６ 霊安室の利用は、葬祭場利用者とする。 

＜第２条関係＞ 

甲賀市児童館条例新旧対照表 

改正案 現行 

 （使用料）  （使用料） 

第６条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

第６条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定め

るところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは     

       、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

甲賀市かえで児童館 学習室 ３００ ６００ 

施設名 

 

室名 １時間当たり金額（円） 

甲賀市かえで児童館 学習室 ２００ 
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練習室 ３００ ６００ 

甲賀市たけのこ児童館 学習室 ２００ ４００ 

遊戯室 ８００ １，６００ 
 

練習室 ２００ 

甲賀市たけのこ児童館 学習室 ２００ 

遊戯室 ８００ 
 

 備考 

  １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在

住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業

所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」

とは、市内以外の場合に適用する。 

  ２ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした

額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、

本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間

を含めたものとする。 

備考 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長して使用する場合も同様とする。 

＜第３条関係＞ 

甲賀市農村環境改善センター条例新旧対照表 

改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 使用料の額は、別表のとおりとする。 ２ 使用料の額は、別表のとおりとする。 

（利用料金） （利用料金） 

第１５条 前条第１項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場

合における利用料金の額は、別表の範囲において、指定管理者が市長

の承認を得て定めるものとする。 

第１５条 前条第１項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場

合における利用料金の額は、別表の範囲において、指定管理者が市長

の承認を得て定めるものとする。 

別表（第９条、第１５条関係） 別表（第９条、第１５条関係） 
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 農村環境改善センター使用料 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

甲賀農村環境改

善センター 

多目的ホール １，８００ ３，６００ 

和室 ３００ ６００ 

視聴覚室 ３００ ６００ 

農事研修室 ３００ ６００ 

農産加工室 ４００ ８００ 

農事相談室 ２００ ４００ 

甲南農村環境改

善センター 

大会議室 ７００ １，４００ 

実習室 ５００ １，０００ 

農業情報資料室 ５００ １，０００ 

和室 ４００ ８００ 

農事研修室 ５００ １，０００ 
 

施設名 

 

室名 １時間当たり金額（円） 

甲賀農村環境改

善センター 

多目的ホール １，８００ 

和室 ３００ 

視聴覚室 ３００ 

農事研修室 ３００ 

農産加工室 ３００ 

農事相談室 ２００ 

甲南農村環境改

善センター 

大会議室 ７００ 

実習室 ５００ 

農業情報資料室 ４００ 

和室 ４００ 

農事研修室 ４００ 
 

備考 備考 

１ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に

在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事

業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市

外」とは、市内以外の場合に適用する。 

１ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長して使用する場合も同様とする。 

２ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲

内において利用者に負担させることができる。 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

 

３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収す

るときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴

収する。 
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４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時

間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要

する時間を含めたものとする。 

 

＜第４条関係＞ 

甲賀市農村集落センター条例新旧対照表 

改正案 現行 

（利用料） （利用料） 

第１０条 集落センターの利用料は、別表第２の範囲において、指定管

理者が市長の承認を得て定めるものとする。 

第１０条 集落センターの利用料は、別表第２の範囲において、指定管

理者が市長の承認を得て定めるものとする。 

別表第２（第１０条関係） 別表第２（第１０条関係） 

施設名 

 

 

１時間当たり金額（円） 

市内 市外 

甲賀市大河

原ふれあい

ホール 

多目的ホール 

 

２００ ４００ 

和室 

 

２００ ４００ 

調理実習室 

 

６００ １，２００ 

甲賀市雲井

地区農村活

性化センタ

 

 

和室（大） 

 

 

３００ 

 

 

６００ 

名称 区分 金額 

甲賀市大河

原ふれあい

ホール 

室名＼時間 ８：３０～２

２：００ 

  

多目的ホール １，０００円／

半日 

  

和室 １，０００円／

半日 

  

調理実習室 ４，０００円／

半日 

  

甲賀市雲井

地区農村活

性化センタ

室名＼時間 ９：００～１

２：００ 

１３：００～１

７：００ 

１８：００～２

２：００ 

和室（大） １，０００円 １，０００円 １，０００円 
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ー 和室（小） ２００ ４００ 

研修室 ４００ ８００ 

調理室 ２００ ４００ 

甲賀市農林

漁家婦人活

動促進施設

柞原会館 

 

 

大ホール 

 

 

１，３００ 

 

 

２，６００ 

和室 ５００ １，０００ 

調理室 ９００ １，８００ 

会議室 ５００ １，０００ 

甲賀市生産

物直売・食

材供給施設

田代高原の

郷 

 

 

研修室 

 

 

 

４００ 

 

 

８００ 

 

ー 和室（小） ５００円 ５００円 ５００円 

研修室 １，０００円 １，０００円 １，０００円 

調理室 ５００円 ５００円 ５００円 

甲賀市農林

漁家婦人活

動促進施設

柞原会館 

室名＼時間 ９：００～１

２：００ 

１３：００～１

７：００ 

１８：００～２

２：００ 

大ホール ３，６００円 ４，８００円 ６，０００円 

和室 １，５００円 ２，０００円 ２，４００円 

調理室 ２，５５０円 ３，４００円 ４，０００円 

会議室 １，５００円 ２，０００円 ２，４００円 

甲賀市生産

物直売・食

材供給施設

田代高原の

郷 

室名＼時間 １０：００～１

７：００ 

  

研修室 ２，０００円／

回 

  

    
 

備考 備考 「半日」とは、利用した時間が４時間以内の場合をいう。 

  １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在

住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業

所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」

とは、市内以外の場合に適用する。 

 

  ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの利用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

 

  ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収する

ときは、入場料総収入額の１割に相当する額を利用料として徴収す

る。 
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  ４ 利用時間が１時間に満たない場合の利用料は、１時間とみなした

額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、

本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間

を含めたものとする。 

 

＜第５条関係＞ 

甲賀市農業振興センター条例新旧対照表 

改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第９条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

第９条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定め

るところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは     

       、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

 農業振興センター使用料 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

ふれあいホール ２５０ ５００ 

木工体験室 ２５０ ５００ 

特産品加工室 ４００ ８００ 
 

名称 時間 

室名 

８：３０～１

２：００ 

１３：００～１

７：００ 

１７：３０～２

２：００ 

ふる

さと

生き

がい

セン

ター

六友

ふれあいホール ６００円 ８００円 １，０００円 

木工体験室 ６００ ８００ １，０００ 

特産品加工室 ９００ １，２００ １，４００ 
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館 
 

備考 注 

１ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に

在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事

業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市

外」とは、市内以外の場合に適用する。 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収す

るときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴

収する。 

１ 入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、総入場料の１

０％に相当する金額を徴収する。ただし、その額が５，０００円

に満たないときは５，０００円とする。 

２ 市外居住者が利用するときの金額は、使用料の５０％に相当す

る金額を加算して徴収する。 

３ 上表に掲げる施設で、特殊電灯又はプロパンガスを使用する場

合は、その実費相当額を徴収する。 

  ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした

額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、

本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間

を含めたものとする。 

 

＜第６条関係＞ 

甲賀市開発センター条例新旧対照表 

改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第９条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

第９条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定め

るところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは     

       、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 
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別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

 開発センター使用料 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

土山開発センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大集会室 ７００ １，４００ 

会議室 

 

 

 

 

 

 

 

３００ ６００ 

調理室 ４００ ８００ 

信楽開発センター 大集会室 ７００ １，４００ 

会議室（大）（１室に

つき） 

 

 

 

３００ ６００ 

会議室（小） ２００ ４００ 

和室 ３００ ６００ 

調理実習室 ４００ ８００ 
 

施設名 

 

室名 １時間当たり金額（円） 

土山開発センター 大集会室 ７００ 

会議室 ３００ 

第１研修室 ３００ 

第２研修室 ３００ 

第３研修室 ３００ 

第４研修室 ３００ 

和室１ ３００ 

和室２ ３００ 

和室３ ３００ 

調理室 ３００ 

信楽開発センター 大集会室 ７００ 

会議室Ａ ３００ 

会議室Ｂ ３００ 

会議室Ｃ ３００ 

会議室Ｄ ３００ 

会議室Ｅ ３００ 

会議室Ｆ ２００ 

和室 ３００ 

調理実習室 ３００ 
 

備考 備考 
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１ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に

在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事

業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市

外」とは、市内以外の場合に適用する。 

１ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長して使用する場合も同様とする。 

２ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲

内において利用者に負担させることができる。 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

 

３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収す

るときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴

収する。 

 

４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時

間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要

する時間を含めたものとする。 

 

＜第７条関係＞ 

甲賀市林業施設条例新旧対照表 

改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第８条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第３に定める使用

料を納付しなければならない。 

第８条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第３に定める使用

料を納付しなければならない。 

（利用料金） （利用料金） 

第１４条 前条第１項の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる

場合における利用料金の額は、別表第３の範囲において、指定管理者

が市長の承認を得て定めるものとする。 

第１４条 前条第１項の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる

場合における利用料金の額は、別表第３の範囲において、指定管理者

が市長の承認を得て定めるものとする。 
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別表第３（第８条、第１４条関係） 別表第３（第８条、第１４条関係） 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

甲賀市やまびこ

ドーム 

競技場 １面 ３００ ６００ 

照明設備 １面 ３００ 

甲賀市森林文化

ホール 

ホール ― ９００ １，８００ 

林業情報ルーム ― ３００ ６００ 

モデルルーム ― ６００ １，２００ 

木工体験室 ― ４００ ８００ 

甲賀市グリーン

ドーム 

競技場 １面 ３００ ６００ 

照明設備 １面 ３００ 

甲賀市上野ドー

ム 

競技場 １面 ６００ １，２００ 

１／２面 ３００ ６００ 

照明設備 

 

 

 

１面 ６００ 

１／２面 ３００ 

 

施設名 

 

１時間当たり金額 備考 

甲賀市やまびこ

ドーム 

競技場 ３００円 １ 利用時間が１時間

に満たない場合の使

用料は、１時間とみ

なした額とし、利用

時間を延長して利用

する場合も同様とす

る。 

２ 甲賀市上野ドーム

については、競技場

の２分の１以下の部

分を利用する場合に

おける使用料は、規

定の額の２分の１と

する。 

夜間照明 ３００円 

甲賀市森林文化

ホール 

ホール ９００円 

林業情報ルーム ２００円 

モデルルーム ６００円 

木工体験室 ３００円 

甲賀市グリーン

ドーム 

競技場 ３００円 

夜間照明 ３００円 

甲賀市上野ドー

ム 

競技場 

 

６００円 

夜間照明 

 

 

 

６００円 

 

 備考  

  １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在

住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業

所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」

とは、市内以外の場合に適用する。 

 

  ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

（照明設備は除く。）は、この表に定める額の３倍に相当する額と
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する。 

  ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収する

ときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収す

る。 

 

  ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした

額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、

本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間

を含めたものとする。 

 

＜第８条関係＞ 

甲賀市信楽伝統産業会館条例新旧対照表 

改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第１１条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第１に定める使

用料を納付しなければならない。 

第１１条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第１に定める使

用料を納付しなければならない。 

２ 第９条に規定による時間外利用の許可を受けたときは、別表第２に

定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に認める

場合は、この限りでない。 

２ 第９条に規定による時間外利用の許可を受けたときは、別表第２に

定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に認める

場合は、この限りでない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定め

るところにより、前３項の使用料を減額し、又は免除することができ

る。 

４ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは     

       、前３項の使用料を減額し、又は免除することができ

る。 

別表第１（第１１条関係） 別表第１（第１１条関係） 

 会館の使用料 
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 （単位：円） 

施設名 

 

 

区分 金額（円） 

市内 市外 

企画展示室 １日当たり（午前

９時から午後５時

まで） 

７，０００ １４，０００ 

会議室（１室につ

き） 

 

１時間当たり ３００ ６００ 

技術指導室 ３００ ６００ 
 

施設名 午前 午後 夜間 

午前９時から正午

まで 

午後１時から午後

５時まで 

午後６時から午後

１０時まで 

企画展示室 

 

 

１日 ７，０００  

会議室Ａ ７００ ９００ １，８００ 

会議室Ｂ ７００ ９００ １，８００ 

会議室Ｃ ７００ ９００ １，８００ 

技術指導室 ４５０ ６００ １，２００ 
 

備考 備考 

１ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に

在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事

業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市

外」とは、市内以外の場合に適用する。 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

１ 使用料の額が日を単位として定められている場合において、利

用期間が１日に満たない場合の使用料は、１日とみなした額とす

る。 

２ 時間を超過して利用する場合は、１時間ごとに当該料金の１時

間当たりの使用料を加算する。この場合において１時間に満たな

い場合の使用料は、１時間とみなした額とする。 

３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収す

るときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴

収する。 

４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時

間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要

する時間を含めたものとする。 

３ 会議室を展示の目的に利用する場合の使用料は、この表に掲げ

る額の２倍に相当する額とする。 

４ 営利の目的をもって利用する場合の使用料は、この表に掲げる

額の３倍に相当する額とする。 

５ 音響設備を利用する場合は、１，０００円を加算する。 
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５ 会議室を展示の目的に利用する場合の使用料は、この表に定め

る額（備考２を適用する場合にあっては、適用後の額）の２倍に

相当する額とする。 

 

６ 音響設備を利用する場合は、１，０００円を加算する。  

別表第２（第１１条関係） 別表第２（第１１条関係） 

 時間外利用の使用料 

 （単位：円） 

施設名 区分 金額（円） 

市内 市外 

企画展示室 

 

 

 

 

１時間当たり（午後５時から午後

１０時まで） 

２，０００ ４，０００ 

 

施設名 

 

時間区分 単位 超過使用料 

企画展示室 午後５時から午後１０

時まで 

１時間 ２，０００ 

会議室Ａ ４５０ 

会議室Ｂ ４５０ 

会議室Ｃ ４５０ 

技術指導室 ３００ 
 

備考 別表第１の備考１から４までの規定は、この表において準用す

る。 

備考 

  １ 時間外利用が１時間に満たない場合の超過使用料は、１時間とみ

なした額とする。 

 ２ 営利の目的をもって利用する場合の超過使用料は、この表に掲

げる額の３倍に相当する額とする。 

＜第９条関係＞ 

甲賀市信楽産業展示館条例新旧対照表 

改正案 現行 

（利用料） （利用料） 
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第１４条 利用者は、指定管理者が市長の承認を得て別表第１の範囲に

おいて定める利用料を納付しなければならない。 

第１４条 利用者は、指定管理者が市長の承認を得て別表第１の範囲に

おいて定める利用料を納付しなければならない。 

２ 利用者が、展示館の付帯設備及び器具等を使用するときは、指定管

理者が市長の承認を得て別表第２の範囲において定める利用料を納付

しなければならない。 

２ 利用者が、展示館の付帯設備及び器具等を使用するときは、指定管

理者が市長の承認を得て別表第２の範囲において定める利用料を納付

しなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

別表第１（第１４条関係） 別表第１（第１４条関係） 

施設名 

 

 

 

 

区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

多目的ホール 

 

 

 

 

 

 

平日 

 

２，０００ ４，０００ 

土・日・祝日 ３，１００ ６，２００ 
 

利用区分 

 

 

 

利用施設 

午前 

９：３０

～１

２：３０ 

午後 

１３：０

０～１

７：００ 

夜間 

１７：３

０～２

１：３０ 

午前・午

後 

９：３０

～１

７：００ 

午後・夜

間 

１３：０

０～２

１：３０ 

全日 

９：３０

～２

１：３０ 

多目的

ホール 

 円 円 円 円 円 円 

平日 ４，００

０ 

８，００

０ 

１２，０

００ 

１２，０

００ 

２０，０

００ 

２４，０

００ 

土・日・祝日 ６，００

０ 

１２，０

００ 

１８，０

００ 

１８，０

００ 

３０，０

００ 

３６，０

００ 
 

 備考  注 

１ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に

在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事

業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市

外」とは、市内以外の場合に適用する。 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの利用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収す

１ 利用者が利用に際し、入場料若しくはこれに類するものを徴収

する場合、又は宣伝その他これに類する目的をもって催物を行う

場合は、その使用料の５割に相当する金額（入場料又はこれに類

するものが１，０００円以下の場合にあっては、３割に相当する

金額）を加算する。 

２ 冷暖房設備を利用するときは、この表に定める額の５割に相当

する金額を加算する。 



16/77 

るときは、入場料総収入額の１割に相当する額を利用料として徴

収する。 

３ 舞台練習等のため舞台のみを利用するときは、この表に定める

額の２割に相当する額とする。 

４ 利用時間が１時間に満たない場合の利用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時

間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要

する時間を含めたものとする。 

 

５ 冷暖房設備を利用するときは、この表に定める額の５割に相当

する金額を加算する。 

 

６ 舞台練習等のため舞台のみを利用する場合の１時間当たりの利

用料の額は、この表に定める額（備考２を適用する場合にあって

は、適用後の額）の２割に相当する額とする。 

 

別表第２（第１４条関係） 別表第２（第１４条関係） 

設備名 区分 １回当たり金額（円） 

照明設備 一式 １，０００ 

音響設備 一式 ２，０００ 

映写機 一台 ２，０００ 

スライド映写機 一台 １，０００ 

ピアノ 一台 ２，０００ 
 

名称 数量 区分 金額 

照明設備 一式 一回につき １，０００円 

音響設備 一式 一回につき ２，０００円 

映写機 一台 一回につき ２，０００円 

スライド映写機 一台 一回につき １，０００円 

ピアノ 一台 一回につき ２，０００円 
 

備考 

１ 別表第１の備考２は、この表において準用する。 

２ ピアノの調律を希望される場合又は特別な消耗品を必要とされ

る場合は、実費相当額を徴収する。 

注１ 利用者が利用に際し、入場料若しくはこれに類するものを徴収

する場合、又は宣伝その他これに類する目的をもって催物を行う場

合は、その使用料の５割に相当する金額（入場料又はこれに類する

ものが１，０００円以下の場合にあっては３割に相当する金額）を

加算する。 

 注２ ピアノの調律を希望される場合又は特別な消耗品を必要とされ
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る場合は、実費相当額を徴収する。 

＜第１０条関係＞ 

甲賀市共同福祉施設条例新旧対照表 

改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第１２条 施設を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければ

ならない。ただし、市長が公益上その他特別の事由があると認めると

きは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除すること

ができる。 

第１２条 施設を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければ

ならない。ただし、市長が公益上その他特別の事由があると認めると

きは            、使用料を減額し、又は免除すること

ができる。 

別表（第１２条関係） 別表（第１２条関係） 

 共同福祉施設使用料 

 （単位：円） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

 

 

教養文化室 １，２００ ２，４００ 

研修室 ４００ ８００ 

視聴覚室 ４００ ８００ 
 

利用区分 

 

 

利用施設 

昼間 夜間 全日 

午前９時から

午後０時３０

分まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後５時３０

分から午後１

０時まで 

午前９時から

午後１０時ま

で 

教養文化室 ２，４００ ３，２００ ４，０００ ９，６００ 

研修室 ８００ １，２００ １，６００ ３，６００ 

視聴覚室 ８００ １，２００ １，６００ ３，６００ 
 

備考 

  １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在

住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業

所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」

備考 冷暖房設備を使用するときは、この表に定める額の５割に相当

する金額を加算する。 
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とは、市内以外の場合に適用する。 

  ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

 

  ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収する

ときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収す

る。 

 

  ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした

額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、

本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間

を含めたものとする。 

 

＜第１１条関係＞ 

甲賀市勤労青少年ホーム条例新旧対照表 

改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第８条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。ただし、第４条第１項に規定する勤労青少

年が利用する場合は、テニスコートを除いて、無料とする。 

第８条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。ただし、第４条第１項に規定する勤労青少

年が利用する場合は、テニスコートを除いて、無料とする。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定め

るところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは     

       、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

１ 貸室 甲賀市勤労青少年ホーム使用料 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

利用区分 

 

昼間 夜間 全日 

午前９時から午後１時か 午後５時３０分午前９時から
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会議室 

 

 

４００ 

 

８００ 

料理教室 ５００ １，０００ 

軽運動室 

 

４００ ８００ 

音楽室 ５００ １，０００ 

集会室 ４００ ８００ 

講習室 ５００ １，０００ 

談話室 ４００ ８００ 

図書室 ４００ ８００ 
 

 

利用施設 

午後０時３０

分まで 

ら午後５時

まで 

から午後１０時

まで 

午後１０時ま

で 

会議室 円 円 円 円 

８００ １，２００ １，５００ ３，５００ 

料理教室 １，０００ １，５００ ２，０００ ４，５００ 

軽運動室 ８００ １，２００ １，５００ ３，５００ 

多目的ホール ４，０００ ５，０００ ６，０００ １５，０００ 

音楽室 １，０００ １，５００ ２，０００ ４，５００ 

集会室 ８００ １，２００ １，５００ ３，５００ 

講習室 １，０００ １，５００ ２，０００ ４，５００ 

談話室 ８００ １，２００ １，５００ ３，５００ 

図書室 ８００ １，２００ １，５００ ３，５００ 

テニスコート 平日１時間当たり １面 ６００ 

土・日・祝日１時間当たり １面 ８００ 

照明設備１時間当たり １面 ４００ 
 

備考 注 

  １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在

住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業

所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」

とは、市内以外の場合に適用する。 

  １ 多目的ホールを半面利用するときは、この表に定める額の半額と

する。 

  ２ 冷暖房設備を利用するときは、この表に定める額の５割に相当す

る額を加算する。 

  ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

  ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収する

ときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収す

る。 

  ３ テニスコートにおいて、利用時間が１時間に満たない場合の使用

料は、１時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様と

する。 
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  ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした

額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、

本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間

を含めたものとする。 

 

２ 体育館  

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

多目的ホール １面 １，２００ ２，４００ 

１／２面 ６００ １，２００ 

冷暖房設備 ― ６００ 
 

 

 備考 １の表備考の規定は、この表において準用する。この場合におい

て、同表の備考２中「使用料の額」とあるのは、「使用料の額（冷暖

房設備は除く。）」と読み替えるものとする。 

 

３ テニスコート  

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

人工芝コート 平日 ６００ １，２００ 

土・日・祝日 ８００ １，６００ 

照明設備 ― ４００ 
 

 

 備考 １の表備考の規定は、この表において準用する。この場合におい

て、同表の備考２中「使用料の額」とあるのは、「使用料の額（照明

設備は除く。）」と読み替えるものとする。 

 

＜第１２条関係＞ 

甲賀市かふか生涯学習館条例新旧対照表 
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改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第９条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

第９条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定め

るところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは     

       、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

学習室（１室につき） １室 ３００ ６００ 

活動室（小） １室 ２００ ４００ 

活動室（大）（１室につき） １室 ３００ ６００ 

１／２室 ２００ ４００ 

研修室 １室 ７００ １，４００ 

２／３室 ５００ １，０００ 

１／３室 ３００ ６００ 
 

区分 

 

１時間当たり金額（円） 

第１～３学習室（１室につき） ３００ 

第４活動室 ２００ 

第５～７活動室（１室につき） 

 

３００ 

研修室（全体） 

 

 

７００ 

 

備考 備考 

  １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在

住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業

所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」

とは、市内以外の場合に適用する。 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

  １ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした

額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。 

  ２ 第５～７活動室の２分の１、研修室の３分の１又は３分の２を利

用する場合の使用料は、それぞれの割合に応じた額（１０円未満の

端数が生じた場合は、その端数を切り上げる。）を徴収する。 
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３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収す

るときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴

収する。 

 

  ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした

額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、

本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間

を含めたものとする。 

 

＜第１３条関係＞ 

甲賀市公民館条例新旧対照表 

改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第７条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第２に定める使用

料を納付しなければならない。 

第７条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第２に定める使用料

を納付しなければならない。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定め

るところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは      

       、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

別表第２（第７条関係） 別表第２（第７条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

水口中央公民館 和室（１室につき） 

 

３００ ６００ 

視聴覚室 ３００ ６００ 

調理室 ４００ ８００ 

講義室 ３００ ６００ 

公民館名 

 

室名 １時間当たり金額（円） 

水口中央公民館 和室（１室につき） ３００ 

学習室（１室につき） ３００ 

視聴覚室 ３００ 

調理室 ４００ 

講義室 ３００ 
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研修室 ５００ １，０００ 

鹿深ホール ７００ １，４００ 

伴谷公民館 和室 ３００ ６００ 

学習室 ３００ ６００ 

調理室 ４００ ８００ 

会議室 ３００ ６００ 

大会議室 ５００ １，０００ 

柏木公民館 和室 ３００ ６００ 

学習室 ３００ ６００ 

調理室 ４００ ８００ 

会議室 ３００ ６００ 

団体室 ３００ ６００ 

集会室 ５００ １，０００ 

貴生川公民館 和室 ３００ ６００ 

学習室 ３００ ６００ 

調理室 ４００ ８００ 

会議室 ３００ ６００ 

集会室 ５００ １，０００ 

岩上公民館 和室 ３００ ６００ 

会議室 ３００ ６００ 

調理室 ４００ ８００ 

学習室 ３００ ６００ 

談話室 ２００ ４００ 

会議室１ ３００ 

会議室２ ３００ 

研修室 ４００ 

鹿深ホール ７００ 

伴谷公民館 和室（１室につき） ３００ 

学習室 ３００ 

調理室 ４００ 

会議室 ３００ 

大会議室 ４００ 

柏木公民館 和室（１室につき） ２００ 

学習室 ３００ 

調理室 ４００ 

会議室 ３００ 

団体室 ３００ 

集会室 ７００ 

貴生川公民館 和室（１室につき） ３００ 

学習室 ３００ 

調理室 ４００ 

会議室 ３００ 

集会室 ４００ 

岩上公民館 和室（１室につき） 

 

２００ 

調理室 ４００ 

学習室 ２００ 

談話室 ２００ 
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ホール ５００ １，０００ 

土山中央公民館 会議室 ２００ ４００ 

和室 ３００ ６００ 

実習室 ３００ ６００ 

大集会室 ５００ １，０００ 

大野公民館 小会議室 ２００ ４００ 

和室 ３００ ６００ 

調理室 ４００ ８００ 

大会議室 ３００ ６００ 

山内公民館 会議室 ２００ ４００ 

和室 ３００ ６００ 

調理室 ４００ ８００ 

大会議室 ３００ ６００ 

鮎河公民館 会議室 ３００ ６００ 

調理室 ３００ ６００ 

大会議室 ４５０ ９００ 

多羅尾公民館 和室（１室につき） ２００ ４００ 

調理室 ３００ ６００ 

研修室 ２００ ４００ 

相談室 ２００ ４００ 

大会議室 ５００ １，０００ 
 

ホール ４００ 

土山中央公民館 会議室 ２００ 

和室 ２００ 

実習室 ３００ 

大集会室 ４００ 

大野公民館 小会議室 ２００ 

和室 ３００ 

調理室 ４００ 

大会議室 ３００ 

山内公民館 会議室 ２００ 

和室 ３００ 

調理室 ４００ 

大会議室 ３００ 

鮎河公民館 会議室 ２００ 

調理室 ３００ 

大会議室 ３００ 

多羅尾公民館 和室（１室につき） ２００ 

調理室 ３００ 

研修室 ２００ 

相談室 ２００ 

大会議室 ４００ 
 

 備考  備考 

  １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に

在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事

  １ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした

額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。 
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業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市

外」とは、市内以外の場合に適用する。 

  ２ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時

間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要

する時間を含めたものとする。 

  ２ 甲賀公民館の会議室等の使用料は、甲賀市かふか生涯学習館条例

（平成１６年甲賀市条例第１５８号）別表に掲げる使用料を準用す

る。 

  ３ 甲南公民館の会議室等の使用料は、甲賀市農村環境改善センター

条例（平成１６年甲賀市条例第１０９号）別表に掲げる甲南農村環

境改善センターの使用料を準用する。 

  ３ 甲賀公民館の会議室等の使用料は、甲賀市かふか生涯学習館条

例（平成１６年甲賀市条例第１５８号）別表で定める使用料を準

用する。 

  ４ 信楽中央公民館の会議室等の使用料は、甲賀市開発センター条例

（平成１６年甲賀市条例第１１７号）別表に掲げる（２）信楽開発

センター使用料を準用する。 

  ４ 甲南公民館の会議室等の使用料は、甲賀市農村環境改善センタ

ー条例（平成１６年甲賀市条例第１０９号）別表で定める甲南農

村環境改善センターの使用料を準用する。 

 

  ５ 信楽中央公民館の会議室等の使用料は、甲賀市開発センター条

例（平成１６年甲賀市条例第１１７号）別表で定める信楽開発セ

ンターの使用料を準用する。 

 

＜第１４条関係＞ 

甲賀市お茶のみホール条例新旧対照表 

改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第７条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

第７条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定め

るところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは     

       、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 
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別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

お茶のみホール ５００ １，０００ 
 

施設 

 

１時間当たり金額（円） 

お茶のみホール ４００ 
 

備考 

  １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在

住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業

所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」

とは、市内以外の場合に適用する。 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収する

ときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収す

る。 

  ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした

額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、

本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間

を含めたものとする。 

備考 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。 

＜第１５条関係＞ 

甲賀市歴史民俗資料館条例新旧対照表 

改正案 現行 

 （入館料）  （入館料） 

第６条 資料館の入館に係る使用料（以下「入館料」という。）は別表

第２のとおりとする。 

第６条 資料館の入館に係る使用料（以下「入館料」という。）は別表

第２のとおりとする。 
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（入館料の減免） （入館料の減免） 

第７条 市長   は、公益上又は特別な事情があると認めたときは、

別に定めるところにより、前条に規定する入館料を減額し、又は免除

することができる。 

第７条 教育委員会は、公益上又は特別な事情があると認めたときは、

別に定めるところにより、前条に規定する入館料を減額し、又は免除

することができる。 

（指定管理者の指定等） （指定管理者の指定等） 

第１０条 （略） 

（１）～（５） （略） 

第１０条 （略） 

（１）～（５） （略） 

２ 前項の規定により、教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる

場合における第７条の規定の適用については「市長」とあるのは「指

定管理者」と、「前条に規定する入館料」とあるのは「利用料金」と

し、第８条の規定の適用については「教育委員会」とあるのは「指定

管理者」とする。 

２ 前項の規定により、教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる

場合における第７条及び                    

                               

  第８条の規定の適用については「教育委員会」とあるのは「指定

管理者」とする。 

３ （略） ３ （略） 

 （利用料金）  （利用料金） 

第１１条 前条第１項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場

合における利用料金の額は、別表第２の範囲において、指定管理者が

教育委員会の承認を得て定めるものとする。 

第１１条 前条第１項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場

合における利用料金の額は、別表第２の範囲において、指定管理者が

教育委員会の承認を得て定めるものとする。 

別表第２（第６条、第１１条関係） 別表第２（第６条、第１１条関係） 

施設名 １人当たり金額（円） 

水口歴史民俗資料館 ２００ 

水口城資料館 ２００ 

甲賀歴史民俗資料館 ２００ 
 

名称 区分 金額（円） 備考 

水口歴

史民俗

資料館 

個人 大人 １５０ （１） 小人とは中学校、

小学校及びこれらに準ず

る学校の生徒及び児童を

いう。 

（２） 団体とは、一団の

小人 ８０ 

団体 大人 １００ 

小人 ５０ 

水口城 個人 大人 １００ 
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資料館 小人 ５０ 入館者の数が２０人以上

のものをいう。 

（３） 市が特別な催物を

行う場合は、実費を基準

として入館料を市長が別

に定める。 

（４） 両資料館共の入館

料は、個人大人２００円、

個人小人１００円とす

る。 

土山歴

史民俗

資料館 

常設展示 無料  

企画・特別展示 市長がその都度別に

定める額 

甲賀歴

史民俗

資料館 

個人 大人 ２００ 大人とは１６歳以上の者

を、小人とは１６歳未満６

歳までの者を、学生とは大

学及び高等学校の学生、生

徒又はこれらに準ずる者を

いう。 

小人 １００ 

学生 １５０ 

団体 大人 １５０ 団体とは、２０人以上同時

に入館を希望するもので、

引率者は２０人に１人の割

合で無料とする。 

小人 ７０ 

学生 １００ 

 

備考 

  １ この表の規定にかかわらず、市内に在住、在勤又は在学する者、

 注 学校教育、学術研究のため、教育委員会が特に必要と認めた場合は、

入館料を免除することができる。 
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１８歳未満の者及び高校生は無料とする。 

  ２ 市が特別な催物を行う場合は、実費を基準として入館料を市長が

別に定める。 

 

＜第１６条関係＞ 

甲賀市旧水口図書館条例新旧対照表 

改正案 現行 

 （利用料）  （利用料） 

第１０条 旧水口図書館の利用料は、別表の範囲において、指定管理者

が教育委員会の承認を得て定めるものとする。 

第１０条 旧水口図書館の利用料は、別表の範囲において、指定管理者

が教育委員会の承認を得て定めるものとする。 

別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

施設名 

 

 

 

１時間当たり金額（円） 

市内 市外 

１階 ３００ ６００ 

２階 ５００ １，０００ 
 

使用区分 

 

 

使用施設 

午前 午後 夜間 全日 

午前９時から

午後０時３０

分まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後５時３０

分から午後９

時まで 

午前９時から

午後９時まで 

１階 ５００円 ８００円 １，０００円 ２，３００円 

２階 １，０００円 １，２００円 １，５００円 ３，７００円 
 

備考 

１ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在

住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業

所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」

とは、市内以外の場合に適用する。 

 注 冷暖房設備を使用するときは、この表に定める額の５割に相当する

金額を加算する。 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの利用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

 



30/77 

３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収す

るときは、入場料総収入額の１割に相当する額を利用料として徴

収する。 

 

４ 利用時間が１時間に満たない場合の利用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時

間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要

する時間を含めたものとする。 

 

＜第１７条関係＞ 

甲賀市東海道伝馬館条例新旧対照表 

改正案 現行 

（利用料） （利用料） 

第１２条 伝馬館の利用料は、別表の範囲において、指定管理者が教育

委員会の承認を得て定めるものとする。 

第１２条 伝馬館の利用料は、別表の範囲において、指定管理者が教育

委員会の承認を得て定めるものとする。 

別表（第１２条関係） 別表（第１２条関係） 

 東海道伝馬館利用料 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

体験工房 ２００ ４００ 
 

時間 

室名 

９：００～１２：００ １３：００～１７：００ 

体験工房 ６００円 ８００円 
 

備考 

１ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に

在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事

業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市

外」とは、市内以外の場合に適用する。 

 備考 市外居住者が利用するときの金額は、利用料の５０％に相当する

金額を加算して徴収する。 
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２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの利用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

 

３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収す

るときは、入場料総収入額の１割に相当する額を利用料として徴

収する。 

 

４ 利用時間が１時間に満たない場合の利用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時

間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要

する時間を含めたものとする。 

 

５ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲

内において利用者に負担させることができる。 

 

＜第１８条関係＞ 

甲賀市甲南青少年研修センター条例新旧対照表 

改正案 現行 

 （使用料）  （使用料） 

第８条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

第８条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

１ 宿泊を伴う場合 １ 宿泊を伴う場合 

施設名 区分 １泊１人当たり金額（円） 

市内 市外 

研修室（和室） 中学生以下 

 

５００ １，０００ 

対象 

 

金額 備考 

中学生以下 １泊１人当たり ５００

円 

寝具使用料は含まない。 

１３：００から翌日１０：０
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その他 

 

１，０００ ２，０００ 

 

その他 １泊１人当たり １，０

００円 

０まで。 

 

備考 備考 

１ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に

在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事

業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市

外」とは、市内以外の場合に適用する。 

１ 寝具１回当たりの使用料は、次のとおりとする。 

  寝具 ２００円 

２ 市外の者が使用する場合の使用料は、規定の額の１．５倍とす

る。 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

３ その他この施設の使用に際し特別に要した経費は、実費の範囲

内において利用者に負担させることができる。 

３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収す

るときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴

収する。 

 

４ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲

内において利用者に負担させることができる。 

 

５ 「１泊」とは、午後１時から翌日午前１０時までとする。  

６ 寝具１回当たりの使用料は、２００円とする。  

２ 宿泊を伴わない場合 ２ 宿泊を伴わない場合 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

研修室（和室） さくら ３００ ６００ 

さつき ３００ ６００ 

もみじ ２００ ４００ 

さざんか ２００ ４００ 

会議室 ５００ １，０００ 

時間 

室名 

９：００～１２：

００ 

１３：００～１

７：００ 

１７：００～２

２：００ 

研修室

（和室） 

さくら ９００円 １，２００円 １，５００円 

さつき ９００円 １，２００円 １，５００円 

もみじ ４５０円 ６００円 ７５０円 

さざんか ４５０円 ６００円 ７５０円 

会議室 １，５００円 ２，０００円 ２，５００円 
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ホール ５００ １，０００ 

調理室 ３００ ６００ 
 

ホール １，２００円 １，６００円 ２，０００円 

調理室 ９００円 １，２００円 １，５００円 
 

 備考 備考 

１ １の表備考１から４までの規定は、この表において準用する。 

２ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時

間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要

する時間を含めたものとする。 

１ １時間当たりの使用料は、次のとおりとする。 

   さくら及びさつき １室につき ３００円 

もみじ及びさざんか １室につき １５０円 

会議室 ５００円 ホール ４００円 

調理室 ３００円 

 ２ 市外の者が利用する場合の使用料は、規定の額の１．５倍とする。 

   ３ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲内

において利用者に負担させることができる。 

＜第１９条関係＞ 

甲賀市スポーツ施設条例新旧対照表 

改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第９条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第３に定める使用料

を納付しなければならない。 

第９条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第３に定める使用料

を納付しなければならない。 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第１０条 市長   は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、

別に定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することが

できる。 

第１０条 教育委員会は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、

別に定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することが

できる。 

（指定管理者の指定等） （指定管理者の指定等） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 
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 （１）～（４） （略）  （１）～（４） （略） 

２ 前項の規定により、教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる

場合における第５条、第１２条及び第１３条第２項の規定の適用につ

いては、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第８条第２

項の規定の適用については、「市」とあるのは「市及び指定管理者」

とし、第１０条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定

管理者」と、「前条の使用料」とあるのは「利用料金」とする。 

２ 前項の規定により、教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる

場合における第５条、第１０条及び第１２条   の規定の適用につ

いては、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第８条第２

項の規定の適用については、「市」とあるのは「市及び指定管理者」

とし、第１３条第２項の規定の適用については、「教育委員会」とあ

るのは「指定管理者」とする               。 

（利用料金） （利用料金） 

第１６条 前条第１項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場

合における利用料金の額は、別表第３の範囲において、指定管理者が

教育委員会の承認を得て定めるものとする。 

第１６条 前条第１項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場

合における利用料金の額は、別表第３の範囲において、指定管理者が

教育委員会の承認を得て定めるものとする。 

別表第３（第９条、第１６条関係） 別表第３（第９条、第１６条関係） 

１ 体育館 （１） 体育館 

施設名 区分 １時間当たりの金額（円） 

市内 市外 

アリ

ーナ 

水口体育館 

岩上体育館 

土山体育館 

 

甲南体育館 

甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター体

育館 

信楽体育館 

１面 ５００ １，０００ 

１／２面 ３００ ６００ 

 

水口体育館武道場 １面 ３００ ６００ 

施設名 

 

時間区分 金額（円） 

アリ

ーナ 

水口体育館 

岩上体育館 

土山体育館 

土山室内運動場 

甲南体育館 

甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター体

育館 

信楽体育館 

８：３０～１２：３０ １，４００ 

１３：００～１７：００ １，８００ 

１７：３０～１９：３０ １，２００ 

２０：００～２２：００ １，２００ 

武道水口体育館 ８：３０～１２：３０ ７００ 
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甲南Ｂ＆Ｇ海洋センタート

レーニング室 

照明

設備 

水口体育館 

土山体育館 

１面 １，５００ 

１／２面 ８００ 

信楽体育館 １面 １，０００ 

１／２面 ５００ 

岩上体育館 

甲南体育館 

甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター体

育館 

１面 ６００ 

１／２面 ３００ 

水口体育館武道場 

甲南Ｂ＆Ｇ海洋センタート

レーニング室 

１面 ４００ 

冷暖

房設

備 

水口体育館 １面 １，０００ 

水口体育館武道場 

 

１面 ４００ 

 

場 １３：００～１７：００ ９００ 

１７：３０～１９：３０ ６００ 

２０：００～２２：００ ６００ 

トレ

ーニ

ング

室 

甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター １時間当たり３００円 

トレ

ーニ

ング

ルー

ム 

水口体育館 １時間当たり２００円 

多目

的室

１ 

水口体育館 １時間当たり１００円 

多目

的室

２ 

水口体育館 １時間当たり２００円 

会議

室 

水口体育館 

土山体育館 

甲南体育館 

甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター 

信楽体育館 

１時間当たり２００円 

 

備考 備考 

１ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に １ アリーナの時間区分を連続して利用する場合の使用料は、それ
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在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事

業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市

外」とは、市内以外の場合に適用する。 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

（照明設備及び冷暖房設備は除く。）は、この表に定める額の３

倍に相当する額とする。 

ぞれを合計した金額とする。 

２ 市外に居住する者若しくは市外に居住する者が半数を超える団

体、又は市外にその本拠を置く団体が利用する場合の使用料は、

この表の金額の２倍とする。 

３ アリーナの２分の１以下の部分を利用する場合の使用料は、こ

の表の金額の２分の１の額とする。 

３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収す

るときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴

収する。 

４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時

間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要

する時間を含めたものとする。 

４ 利用者が利用に際し、入場料又はこれに類するものを徴収する

場合の使用料は、その額が１，０００円以下の場合は２倍の額と

し、１，０００円を超える場合、又は宣伝その他これに類する目

的をもって催物を行う場合の使用料は、３０，０００円を加算し

て得た額とする。 

５ 利用時間を超えて利用する場合は、１時間を限度とし、その使

用料は、次のとおりとする。 

５ 附帯施設及び備品の使用については、別に定める。 （１） 午前８時３０分以前の場合は、午前８時３０分から午後

０時３０分までの区分の金額を１時間当たりの額に除して得た

額の５割増の額 

 （２） 午後１０時以降の場合は、午後８時から午後１０時まで

の区分の金額を１時間当たりの額に除して得た額の５割増の額 

 ６ 使用料の額に１００円未満の端数が生じたときは、これを切り

上げる。 

２ 室内運動場 （２） 体育館設備 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

室内運動場 土山室内運動場 １面 ５００ １，０００ 

設備名 １時間当たり金額（円） 

アリーナ照明設備 水口体育館、土山体育館 １，５００ 

土山室内運動場、信楽体育 １，０００ 
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１／２面 ３００ ６００ 

照明設備 土山室内運動場 １面 １，０００ 

１／２面 ５００ 

備考 １の表備考の規定は、この表において準用する。この場合におい

て、同表の備考２中「使用料の額（照明設備及び冷暖房設備は除く。）」

とあるのは、「使用料の額（照明設備は除く。）」と読み替えるもの

とする。 

館 

その他の体育館 ６００ 

武道場照明設備 ４００ 

アリーナ冷暖房設備 １，０００ 

武道場冷暖房設備 ４００ 

多目的室冷暖房設備（１室につき） ２００ 

会議室冷暖房設備 ２００ 
 

３ グラウンド （３） 運動場 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

グラ

ウン

ド 

土山運動場 

甲南グラウンド 

 

１面 ５００ １，０００ 

１／２面 ３００ ６００ 

甲南中央運動公園サッカー

グラウンド 

 

１面 ７００ １，４００ 

１／２面 ４００ ８００ 

照明

設備 

土山運動場 １面 １，０００ 

甲南グラウンド 

 

１面 ２，０００ 

１／２面 １，０００ 

甲南中央運動公園サッカー

グラウンド 

１面 ３，０００ 

 

２／３面 ２，０００ 

１／２面 １，５００ 
 

施設名 

 

時間区分 金額（円） 

グラ

ウン

ド 

土山運動場 

甲南グラウンド 

８：３０～１２：３０ １，０００ 

１３：００～１７：００ １，４００ 

１７：３０～２２：００ １，８００ 

甲南中央運動公園サッカー

グラウンド 

８：３０～１２：３０ ２，４００ 

１３：００～１７：００ ２，８００ 

１７：３０～２２：００ ３，６００ 

甲南中央運動公園トレーニングハウス １時間当たり２００円 
 

備考 １の表備考の規定は、この表において準用する。この場合におい 備考 （１） 体育館の表備考の規定は、この表において準用する。
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て、同表の備考２中「使用料の額（照明設備及び冷暖房設備は除く。）」

とあるのは、「使用料の額（照明設備は除く。）」と読み替えるもの

とする。 

このとき、「アリーナ」は「グラウンド」に読み替えるものとする。 

４ テニスコート （４） 運動場照明設備 

施設名 １時間１面当たり金額（円） 

市内 市外 

ハードコート 土山テニスコート ６００ １，２００ 

照明設備 ６００ 

人工芝コート 甲南中央運動公園 

信楽テニスコート 

６００ １，２００ 

照明設備 ４００ 

クレーコート 土山テニスコート ３００ ６００ 

照明設備 ６００ 

練習用コート 甲南中央運動公園 ３００ ６００ 

照明設備 ４００ 
 

施設名 

 

１時間当たり金額（円） 

土山運動場 １，０００ 

甲南グラウンド 全照明 ２，０００ 

１／２照明 １，０００ 

甲南中央運動公園サッカーグラウン

ド 

全照明 ３，０００ 

２／３照明 ２，０００ 

１／２照明 １，５００ 
 

備考 １の表備考の規定は、この表において準用する。この場合におい

て、同表の備考２中「使用料の額（照明設備及び冷暖房設備は除く。）」

とあるのは、「使用料の額（照明設備は除く。）」と読み替えるも

のとする。 

 

５ 会議室 （５） テニスコート 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

水口体育館 多目的室１ ３００ ６００ 

多目的室２ ４００ ８００ 

施設名 

 

区分 １時間当たり金額（円） 

土山テニスコート クレーコート ２００ 

全天候コート ４００ 
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会議室 ４００ ８００ 

土山体育館 会議室 ４００ ８００ 

甲南体育館 会議室 ４００ ８００ 

甲南Ｂ＆Ｇ海洋センタ

ー 会議室 

４００ ８００ 

 

照明設備 ６００ 

甲南中央運動公園テニ

スコート 

人工芝コート ６００ 

照明設備 ４００ 

信楽テニスコート 人工芝コート ６００ 

照明設備 ４００ 
 

備考 １の表備考の規定は、この表において準用する。この場合におい

て、同表の備考２中「使用料の額（照明設備及び冷暖房設備は除く。）」

とあるのは、「使用料の額」と読み替えるものとする。 

備考 

１ 使用料は、１面当たりの金額とする。 

２ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。 

 ３ （１） 体育館の表備考第２項の規定は、この表のコートの使

用料において準用する。 

６ グラウンド・ゴルフ場 （６） プール 

施設名 区分 金額（円） 

市内 市外 

甲南グラウンド・ゴル

フ場 

１人１ラウンド ２００ ４００ 

貸切り１時間当た

り 

１０，０００ ２０，０００ 

 

施設 区分 １回当たり

（円） 

回数券（円） 定期券（円） 

１箇月 ３箇月 ６箇月 

甲賀Ｂ

＆Ｇ海

洋セン

ター 

幼児 １００ ― ― ― ― 

小中学

生等 

３００ ３，０００ ４，５００ １２，００

０ 

２２，５０

０ 

一般 ５００ ５，０００ ７，５００ ２０，００

０ 

３７，５０

０ 
 

備考 備考 

１ １の表備考の規定は、この表において準用する。この場合にお

いて、同表の備考２中「使用料の額（照明設備及び冷暖房設備は

除く。）」とあるのは、「使用料の額」と読み替えるものとする。 

２ 貸切りの規定については、別に定める。 

１ 幼児とは６歳未満の未就学児を、小中学生等とは小中学校の児

童、生徒又はこれに準ずる者を、一般とはそれ以外の者をいう。 

２ １回とは、午前（午前９時から正午まで）、午後（午後１時３

０分から午後４時まで）又は夜間（午後６時から午後９時３０分
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まで）のそれぞれをいう。 

７ トレーニング室 （７） グラウンド・ゴルフ場 

施設名 １人１時間当たり金額（円） 

市内 市外 

水口体育館トレーニング室 ３００ ６００ 

甲南中央運動公園トレーニングハウス ２００ ４００ 
 

施設名 １人１ラウンド当たり金額（円） 

甲南グラウンド・ゴルフ場 ２００ 
 

備考 １の表備考４及び５は、この表において準用する。 備考 （１） 体育館の表備考第２項の規定は、この表において準用

する。 

８ プール  

施設名 区分 １回当たり

（円） 

回数券（円） 定期券（円） 

１月 ３月 ６月 

甲賀Ｂ

＆Ｇ海

洋セン

ター 

幼児 １００ ― ― ― ― 

小中学

生等 

３００ ３，０００ ４，５００ １２，００

０ 

２２，５０

０ 

一般 ６００ ６，０００ ９，０００ ２４，００

０ 

４５，００

０ 
 

 

備考 

１ 「幼児」とは未就学児を、「小中学生等」とは小中学校の児童、

生徒又はこれに準ずる者を、「一般」とはそれ以外の者をいう。 

２ 「１回」とは、午前（午前９時から正午まで）、午後（午後１

時３０分から午後４時まで）又は夜間（午後６時から午後９時３

０分まで）のそれぞれをいう。 

 

＜第２０条関係＞ 

甲賀市立学校施設開放条例新旧対照表 
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改正案 現行 

（開放施設） （開放施設） 

第２条 学校開放を行う市立学校の施設（以下「開放施設」という。）

は、別表に掲げる施設とする。 

第２条 学校開放を行う市立学校の施設（以下「開放施設」という。）

は、別表に掲げる施設とする。 

（使用料） （使用料） 

第１０条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料

を納付しなければならない。 

第１０条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料

を納付しなければならない。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定め

るところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは     

       、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

別表（第２条、第１０条関係） 別表（第２条、第１０条関係） 

 学校開放施設及び使用料 

施設名 区分 金額（円） 

体育館 １時間当た

り 

１面 ２００（信楽小学校、雲井

小学校、小原小学校、朝宮

小学校、多羅尾小学校及び

信楽中学校にあっては、１

００） 

１／２面 １００（信楽小学校、雲井

小学校、小原小学校、朝宮

小学校、多羅尾小学校及び

信楽中学校にあっては、５

０） 

格技場（水口中学 １面 ２００ 

学校名 施設の名称 昼間 

（午前８時

３０分から

午後５時ま

で） 

夜間 

（午後５時

から午後１

０時まで） 

備考 

水口小学校 体育館 ８００円 １，３００円 （１） 土曜日、

日曜日及び祝

日の昼間の利

用について

は、夜間の使

用料額とす

る。 

教室（１室につ

き） 

３００円 ５００円 

グラウンド ５００円 ８００円 

伴谷小学校 体育館 ８００円 １，３００円 

教室（１室につ

き） 

３００円 ５００円 
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校） １／２面 １００ 

会議室その他教室 １室 １００ 

グラウンド １面 １００ 

１／２面 ５０ 

室内温水プール（信

楽中学校） 

１回当たり 幼児 １００ 

小中学生等 ３００ 

一般 ５００ 

回数券 幼児 １，０００ 

小中学生等 ３，０００ 

一般 ５，０００ 

トレーニングルー

ム（信楽中学校） 

１回当たり 一般 ３００ 

回数券 ３，０００ 

照明

設備 

体育館 

格技場 

１時間当た

り 

１面 ４００ 

１／２面 ２００ 

グラウンド １面 ６００ 

１／２面 ３００ 

 備考 

  １ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした

額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、

本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間

を含めたものとする。 

  ２ 附帯施設及び備品の使用については、別に定める。 

  ３ 「幼児」とは未就学児を、「小中学生等」とは小中学校の児童、

生徒又はこれに準ずる者を、「一般」とはそれ以外の者をいう。 

  ４ 「１回」とは、午後（午後２時３０分から午後５時３０分まで）

グラウンド ５００円 ８００円 （２） 付帯施

設の利用につ

いては、実費

相当額を徴収

する。 

（３） 冷暖房

設備を利用す

るときは、こ

の表の定める

額の５割に相

当する金額を

加算する。 

伴谷東小学

校 

体育館 ８００円 １，３００円 

教室（１室につ

き） 

３００円 ５００円 

ランチルーム ３，０００円 ３，０００円 

グラウンド ５００円 ８００円 

柏木小学校 体育館 ８００円 １，３００円 

教室（１室につ

き） 

３００円 ５００円 

グラウンド ５００円 ８００円 

貴生川小学

校 

体育館 ８００円 １，３００円 

教室（１室につ

き） 

３００円 ５００円 

グラウンド ５００円 ８００円 

綾野小学校 体育館 ８００円 １，３００円 

教室（１室につ

き） 

３００円 ５００円 

グラウンド ５００円 ８００円 

水口中学校 体育館 ８００円 １，３００円 

格技場 ８００円 １，３００円 

教室（１室につ

き） 

３００円 ５００円 

グラウンド ５００円 ８００円 

城山中学校 体育館 ８００円 １，３００円 

教室（１室につ ３００円 ５００円 
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又は夜間（午後６時から午後９時まで）のそれぞれをいう。 

  ５ 回数券は、１組で１１枚とする。 

き） 

グラウンド ５００円 ８００円 
 

 学校名 施設の名称 昼間 夜間 備考 

（午前８時

３０分から

午後５時ま

で） 

（午後５時

３０分から

午後１０時

まで） 

土山小学校 

大野小学校 

屋内運動場（体

育館） 

１，０００円 １，５００円 土山小学校、大

野小学校運動場

夜間照明を使用

したときは、１

時間につき１，

０００円を加算

するものとす

る。ただし、夜

間照明は午後５

時３０分から午

後９時３０分の

利用とする。 

教室（１室につ

き） 

５００円 ８００円 

運動場 ５００円 ８００円 

土山中学校 屋内運動場（体

育館） 

１，０００円 １，５００円 

教室（１室につ

き） 

５００円 ８００円 

運動場 ８００円 １，０００円 

 

 学校名 施設の名称 午前 午後 夜間 備考 

午前９時か

ら午後１時

まで 

午後１時か

ら午後６時

まで 

午後６時か

ら午後１０

時まで 

大原小学校 体育館 ７００円 １，０００

円 

１，８００

円 

（１） 午前、

午後、夜間



44/77 

教室 ４００円 ６００円 ８００円 をそれぞれ

引き続き、

利用すると

きの使用料

は、それぞ

れの使用料

額を加算し

た額とす

る。 

（２） 体育

館、運動場

の利用で照

明設備を使

用したとき

は、利用し

た時間１時

間につき３

００円を加

算して徴収

する。 

（３） いず

れの施設に

あっても冷

暖房施設を

使用する場

運動場 ５００円 ８００円 １，０００

円 

油日小学校 体育館 ７００円 １，０００

円 

１，８００

円 

教室 ４００円 ６００円 ８００円 

運動場 ５００円 ８００円 １，０００

円 

佐山小学校 体育館 ７００円 １，０００

円 

１，８００

円 

教室 ４００円 ６００円 ８００円 

運動場 ５００円 ８００円 １，１００

円 

甲賀中学校 体育館 ７００円 １，０００

円 

１，８００

円 

教室 ４００円 ６００円 ８００円 

運動場 ５００円 ８００円 １，０００

円 
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合は、その

施設の使用

料の５割に

相当する金

額を加算し

て徴収す

る。また暖

房器具を使

用する場合

は使用した

時間１時間

につき２０

０円を加算

して徴収す

る。 
 

 学校名 施設の名称 午前 午後 夜間 備考 

午前８時３

０分から正

午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後５時か

ら午後１０

時まで 

甲南第一小

学校 

甲南第二小

学校 

甲南第三小

学校 

体育館 ７００円 ８００円 １，２００

円 

（１） １時

間当たりの

使用料は次

のとおりと

する。 

体育館 ２

運動場 １，０００

円 

１，２００

円 

１，５００

円 

会議室及び

多目的教室 

２００円 ３００円 ５００円 
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甲南中部小

学校 

希望ケ丘小

学校 

甲南中学校 

００円 

ただし、

夜間の場

合は２５

０円 

運動場 ３

００円 

会議室及び

多目的教室

 １００円 

（２） 競技

場の２分の

１以下の部

分を利用す

る場合にお

ける使用料

金は、規定

の額の２分

の１とす

る。 

ただし、甲

南第二小学

校体育館の

使用料は、

規定の額の
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２分の１と

する。 

（３） 甲南

第二小学校

運動場の照

明施設を使

用する場合

は、１時間

当たり５０

０円を徴収

する。 

（４） その

他この施設

の利用に際

し特別に要

した経費

は、実費の

範囲内にお

いて利用者

に負担させ

ることがで

きる。 
 

 学校名 施設の名称 利用時間 備考 

信楽小学校 

朝宮小学校 

体育館 昼間 夜間 昼夜間  

２００円 ４００円 ６００円 
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雲井小学校 

小原小学校 

多羅尾小学校 

信楽中学校 

運動場 全日 半日 

２００円 １００円 

家事室その

他教室 

全日 半日 

２００円 １００円 
 

 学校名 施設の名

称 

区分 金額（円） 備考 

１回当たり 回数券 

信楽中学

校 

室内温水

プール 

幼児 １００ １，０００ （１） 幼児と

は６歳未満の

未就学児を、

小中学生等と

は小中学校の

児童、生徒又

はこれに準ず

る者を、一般

とはそれ以外

の者をいう。 

（２） １回と

は、午後（午

後２時３０分

から午後５時

３０分まで）

又は夜間（午

後６時から午

後９時まで）

のそれぞれを

小中学生

等 

３００ ３，０００ 

一般 ５００ ５，０００ 

トレーニ

ングルー

ム 

一般 ３００ ３，０００ 
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いう。 

（３） 回数券

は、１組で１

１枚とする。 
 

＜第２１条関係＞ 

甲賀市甲南ふれあいの館条例新旧対照表 

改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第８条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。ただし、公益に資する団体として教育委員

会が認めた者の使用料の納付は、施設の利用後に納付することができ

る。 

第８条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。ただし、公益に資する団体として教育委員

会が認めた者の使用料の納付は、施設の利用後に納付することができ

る。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定め

るところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

２ 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは           

              、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

 甲南ふれあいの館施設使用料 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

研修室（和室） ４００ ８００ 

実習室 ４００ ８００ 
 

利用時間 

利用区分 

９：００～１２：００ １３：００～１７：００ 

研修室（和室） 各１室につき １，２００

円 

各１室につき １，６００

円 実習室 
 

備考 備考 

１ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に

在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事

１ 陶芸用焼成釜（電気）の利用は、１基１回につき１０，０００

円とする。 
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業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市

外」とは、市内以外の場合に適用する。 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収す

るときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴

収する。 

２ １時間当たりの使用料は、各１室につき４００円とする。 

３ 市外の者が利用する場合における使用料は、規定の額の１．５

倍とする。 

４ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲

内において利用者に負担させることができる。 

４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時

間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要

する時間を含めたものとする。 

 

５ 陶芸用焼成窯（電気）の利用は、１基１回につき１０，０００

円とする。 

 

６ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲

内において利用者に負担させることができる。 

 

＜第２２条関係＞ 

甲賀市民交流駅条例新旧対照表 

改正案 現行 

（使用料の納付） （使用料の納付） 

第９条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

第９条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（利用料金の収受等） （利用料金の収受等） 
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第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２ 利用料金の額は、別表の範囲において、指定管理者が市長の承認を

得て定めるものとする。 

２ 利用料金の額は、別表の範囲において、指定管理者が市長の承認を

得て定めるものとする。 

別表（第９条、第１４条関係） 別表（第９条、第１４条関係） 

１ 甲賀市民交流駅こうか  

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

コミュニティルーム ２５０ ５００ 
 

区分 単位 使用料 

コミュニティルーム １日につき（８：００～２０：００） ２，０００円 

掲示設備 １区画当り１日につき １００円 
 

 備考 

  １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在

住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業

所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」

とは、市内以外の場合に適用する。 

  ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

  ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収する

ときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収す

る。 

  ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした

額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、

本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間

を含めたものとする。 

注 広告の掲示は、あらかじめ指定された場所とし、Ｂ１判（１０３

０ｍｍ×７２８ｍｍ）が掲示できる規格とする。 

 ２ 甲賀市民交流駅こうか・あぶらひ・てらしょう  

設備名 区分 金額（円）  
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掲示設備 １区画当たり１日につき １００ 

 備考 広告の掲示は、あらかじめ指定された場所とし、Ｂ１判（縦１,

０３０ｍｍ、横７２８ｍｍ）が掲示できる規格とする。 

＜第２３条関係＞ 

甲賀市かもしか荘条例新旧対照表 

改正案 現行 

 （利用料金）  （利用料金） 

第１０条 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が市

長の承認を得て定めるものとする。 

第１０条 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が市

長の承認を得て定めるものとする。 

２ （略） ２ （略） 

別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

施設名 区分 

 

金額（円） 

宿泊室 大人 宿泊料金（１人１泊当たり） ８，５００ 

追加料金（１人１時間当たり） ８５０ 

小人 宿泊料金（１人１泊当たり） ６，８００ 

追加料金（１人１時間当たり） ６８０ 

幼児 宿泊料金（１人１泊当たり） ３，４００ 

追加料金（１人１時間当たり） 無料 

研修室  

和室（大） 

 

１時間当たり 

 

４，０００ 

和室（小） １時間当たり ３，０００ 
 

宿泊室 区分 宿泊料金（１人１泊） 追加料金（１人１時間当た

り） 

大人 

 

７，０００円 ７００円 

小人 

 

５，６００円 ５６０円 

幼児 

 

２，８００円 無料 

研修室 区分 室料金（１室１時間当たり） 

和室４４畳 ４，０００円 

和室３６畳 ３，０００円 

宿泊の取消しの日及当日 前日 ７日前 ２０日前 
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びキャンセル料比率 １００％ ５０％ ３０％ ２０％ 
 

備考 備考 

１ 「大人」とは中学生（これに準ずる者を含む。）以上の者を、

「小人」とは小学生（これに準ずる者を含む。）を、「幼児」と

は３歳以上の未就学の者をいう。 

１ 大人とは中学校の生徒（これに準ずる者を含む。）以上の者を、

小人とは小学校の児童（これに準ずる者を含む。）を、幼児とは

３歳以上の未就学の者をいう。 

２ 研修室に宿泊する場合は、宿泊室の利用料金を適用する。 ２ 研修室に宿泊する場合は、宿泊室の利用料金を適用する。 

３ 宿泊室及び研修室は１室２人以上での宿泊を基本とするため、

１人で宿泊する場合は、当該利用料金の５割以内の額を加算する

ことができる。 

３ 宿泊室及び研修室に１人で宿泊する場合は、当該利用料金の５

０パーセント以内の額を加算することができる。 

４ 繁忙日（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２

３年法律第１７８号）に規定する休日の前日、７月２１日から８

月３１日まで及び１２月２９日から１月３日までの期間中の日並

びに指定管理者が特に市長の承認を得て定めた日をいう。）に宿

泊室及び研修室に宿泊する場合は、当該利用料金の１０割以内の

額を加算することができる。 

４ 繁忙日（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日の前日、７月２１日から８月３１日

まで及び１２月２９日から１月３日までの期間中の日並びに指定

管理者が特に市長の承認を得て定めた日）に宿泊室及び研修室に

宿泊する場合は、当該利用料金の１００パーセント以内の額を加

算することができる。 

５ 宿泊料金には食事料金を含まず、朝食、夕食、宴会料理等の食

事料金は指定管理者が市長の承認を得て定める。 

６ 宿泊料金には、甲賀市あいの土山都市との交流センター条例（平

成１７年甲賀市条例第６１号）に定める入浴施設利用料金を含む

ものとする。 

７ 第５条に規定する利用時間を超えて宿泊室及び研修室に宿泊す

る場合は、追加料金を加算する。ただし、２日以上継続して宿泊

する場合は、その到着日及び出発日を除く滞在期間中は徴収しな

い。 

８ 宿泊室及び研修室の休憩利用の利用料金については、指定管理

５ 宿泊料金には食事料金を含まず、朝食、夕食、宴会料理等の食

事料金は指定管理者が市長の承認を得て定める。 

６ 宿泊料金には、甲賀市あいの土山都市との交流センター条例（平

成１７年甲賀市条例第６１号）に定める入浴施設利用料金を含む

ものとする。 

７ 第５条に規定する利用時間を超えて宿泊室及び研修室に宿泊す

る場合は、追加料金を加算する。ただし、２日以上継続して宿泊

する場合は、その到着日及び出発日を除く滞在期間中は徴収しな

い。 

８ 宿泊室及び研修室の休憩利用の利用料金については、指定管理
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者が市長の承認を得て定めることができる。 者が市長の承認を得て定めることができる。 

９ 利用時間が１時間に満たない場合の利用料金は、１時間とみな

した額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用

時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に

要する時間を含めたものとする。 

１０ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の

規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度

要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）第５の規定

により療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規

定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の宿泊室

の利用料金は、当該利用料金から２割に相当する額を減額する。 

９ 利用時間に１時間未満の端数が生じる場合は、１時間とみなす。 

１０ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の

規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度

要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）第５の規定

により療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規

定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の宿泊室

の利用料金は、当該利用料金から２０パーセントの額を減額する。 

１１ 利用者の責めに帰すべき理由による宿泊の取消しについて

は、宿泊料金及び食事料金に上記の比率を乗じたキャンセル料を

徴収することができる。 

１１ 利用者の責めに帰すべき理由による宿泊の取消しについてキ

ャンセル料を徴収することができる。 

１２ 前項の場合におけるキャンセル料は、宿泊料金及び食事料金

の額に次の表に規定するキャンセル料比率を乗じた額とする。 

宿泊の取消日 当日 前日 ７日前 ２０日前 

キャンセル料比率 １０割 ５割 ３割 ２割 
 

 

＜第２４条関係＞ 

甲賀市あいの土山都市との交流センター条例新旧対照表 

改正案 現行 

 （利用料金）  （利用料金） 

第１０条 交流センターの利用料金の額は、別表に定める範囲において、

指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。 

第１０条 交流センターの利用料金の額は、別表に定める範囲において、

指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。 
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２ （略） ２ （略） 

別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

施設名 区分 金額（円） 

入浴施設 大人（６５歳未満）１人１回当たり １，０００ 

大人（６５歳以上）１人１回当たり ８００ 

小人及び幼児１人１回当たり ５００ 

研修室 １室１時間当たり ５００ 
 

入浴施設 区分 利用料金 

大人 １人１回につき ５００円 

大人（６５歳以上） １人１回につき ４００円 

小人及び幼児 １人１回につき ２５０円 

研修室 １室１時間当たり ５００円 
 

備考 備考 

１ 「大人」とは中学生（これに準ずる者を含む。）以上の者を、

「小人」とは小学生（これに準ずる者を含む。）を、「幼児」と

は３歳以上の未就学の者をいう。 

１ 大人とは中学校の生徒（これに準ずる者を含む。）以上の者を、

小人とは小学校の児童（これに準ずる者を含む。）を、幼児とは

３歳以上の未就学の者をいう。 

２ 入浴施設利用料金には甲賀市税条例（平成１６年甲賀市条例第

４５号）第３章第１節の規定による入湯税を含むものとする。 

２ 入浴施設利用料金には甲賀市税条例（平成１６年甲賀市条例第

４５号）第３章第１節の規定による入湯税を含むものとする。 

３ 利用時間が１時間に満たない場合の利用料金は、１時間とみな

した額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用

時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に

要する時間を含めたものとする。 

４ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規

定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要

綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）第５の規定に

より療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定

により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の入浴施設

の利用料金は、当該利用料金から２割に相当する額を減額する。 

３ 利用時間に１時間未満の端数が生じる場合は、１時間とみなす。 

４ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規

定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要

綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）第５の規定に

より療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定

により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の入浴施設

の利用料金は、当該利用料金から２０パーセントの額を減額する。 
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＜第２５条関係＞ 

甲賀市勤労福祉会館条例新旧対照表 

改正案 現行 

 （利用料）  （利用料） 

第１０条 利用料は、別表第１に定める範囲内において、指定管理者が

市長の承認を得て定めるものとする。 

第１０条 利用料は、別表第１に定める範囲内において、指定管理者が

市長の承認を得て定めるものとする。 

２ 利用者は、利用の承認を受けた事項を変更し、又は利用の取消しを

しようとするときは、別表第２に定める範囲の額を納付しなければな

らない。 

２ 利用者は、利用の承認を受けた事項を変更し、又は利用の取消しを

しようとするときは、別表第２に定める範囲の額を納付しなければな

らない。 

別表第１（第１０条関係） 別表第１（第１０条関係） 

 （１） 宿泊料 

施設名 区分 金額（円） 

和室（１室につき） 宿泊利用

（１人当

たり） 

１人利用 ６，５００ 

２人利用 ５，２００ 

３人利用 ４，９００ 

４人利用 ４，６００ 

時間利用 午前９時から午後１時

まで 

４，２００ 

午後１時から午後５時

まで 

４，２００ 

午前９時から午後５時

まで 

８，４００ 

洋室（１室につき） 宿泊利用１人利用 ７，８００ 

 

区分 和室 洋室 

１室１人利用 ５，２５０円 ６，３００円 

１室２人利用（１人につき） ４，２００円 ４，７２５円 

１室３人利用（１人につき） ３，９９０円 ４，２００円 

１室４人利用（１人につき） ３，６７５円  
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（１人当

たり） 

２人利用 ５，９００ 

３人利用 ５，２００ 
 

備考 

  １ 宿泊利用の場合において、小学生未満で独立して寝具を使用しな

いときは無料とする。 

  ２ 時間利用の場合における利用料には、飲食に係る費用は含まな

い。 

  ３ 時間利用が可能な和室は、１階和室に限る。 

備考 小学生未満で独立して寝具を使用しない場合は無料とする。 

 （２） 会議室 

 

区分 ９：００～１３：０

０ 

１３：００～１７：

００ 

９：００～１７：０

０ 

１階和室 ４，２００円 ４，２００円 ８，４００円 
 

 備考 利用料には、飲食に係る費用は含まない。 

別表第２（第１０条関係） 別表第２（第１０条関係） 

宿泊の取消日 当日 前日 ７日から２日前まで 

キャンセル料比率 １０割 ５割 ２割 
 

当日取消し 前日取消し ７日～２日前取消し 

宿泊料の１００％ 宿泊料の５０％ 宿泊料の２０％ 
 

＜第２６条関係＞ 

甲賀市防災コミュニティセンター条例新旧対照表 

改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第８条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。 第８条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円）         区分 午前９時から正午後１時から午午後６時から午
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 市内 市外 

研修室（１室につき） ３００ ６００ 

会議室（１室につき） １５０ ３００ 
 

 

室名 
午まで 後５時まで 後１０時まで 

研修室（１） 
円 

６００ 

円 

８００ 

円 

８００ 

研修室（２）      ６００     ８００     ８００ 

会議室（１）      ３００     ４００     ４００ 

会議室（２）      ３００     ４００     ４００ 
 

備考 備考 この表に定める区分の利用時間を超えて利用する場合の１時間 

１ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に

在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事

業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市

外」とは、市内以外の場合に適用する。 

当たりの使用料は、研修室は２００円、会議室は１００円とする。 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

 

３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収す

るときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴

収する。 

 

４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時

間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要

する時間を含めたものとする。 

 

＜第２７条関係＞ 

甲賀市和太鼓音楽活動交流館条例新旧対照表 
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改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第８条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

第８条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第９条 市長   は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、

別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができ

る。 

第９条 教育委員会は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、

別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができ

る。 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

練習室 ３００ ６００ 
 

室名 

 

１時間当たり金額（円） 

練習室 ３００ 
 

備考 

  １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在

住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業

所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」

とは、市内以外の場合に適用する。 

  ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

  ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収する

ときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収す

る。 

  ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした

額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、

備考 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。 
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本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間

を含めたものとする。 

＜第２８条関係＞ 

甲賀市子ども等自然環境知識習得施設条例新旧対照表 

改正案 現行 

（利用料） （利用料） 

第１１条 施設の利用料は、別表の範囲において、指定管理者が市長の

承認を得て定めるものとする。 

第１１条 施設の利用料は、別表の範囲において、指定管理者が市長の

承認を得て定めるものとする。 

別表（第１１条関係） 別表（第１１条関係） 

 １ 研修棟  

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

研修室 ３００ ６００ 

調理室 ３００ ６００ 
 

区分 

 

金額 備考 

研

修

棟 

研修室 １時間当たり ２００円 この施設の利用に際し

特別に要した経費は、実

費の範囲内において利

用者に負担させること

ができる。 

調理室 １時間当たり ２００円 

ふれあい体験棟 １人１回につき ５００

円 
 

備考  

１ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に

在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事

業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市

外」とは、市内以外の場合に適用する。 

 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの利用料の額  
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は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収す

るときは、入場料総収入額の１割に相当する額を利用料として徴

収する。 

 

４ 利用時間が１時間に満たない場合の利用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時

間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要

する時間を含めたものとする。 

 

５ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲

内において利用者に負担させることができる。 

 

 ２ ふれあい体験棟  

施設名 区分 金額（円） 

ふれあい体験棟 １人１回 ５００ 
 

 

備考 １の表備考５は、この表において準用する。  

＜第２９条関係＞ 

甲賀市地域総合センター条例新旧対照表 

改正案 現行 

 （使用料等）  （使用料等） 

第８条 利用者は、利用許可を受けたときは、別表に定める使用料を納

付しなければならない。ただし、第３条に掲げる事業で利用する場合

は、使用料を徴収しない。 

第８条 利用者は、利用許可を受けたときは、別表に定める使用料を納

付しなければならない。ただし、第３条に掲げる事業で利用する場合

は、使用料を徴収しない。 

２ （略） ２ （略） 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 
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施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

甲賀市宇川会館 多目的ホール ８００ １，６００ 

和室 ３００ ６００ 

会議室 ３００ ６００ 

学習室 ３００ ６００ 

調理室 ３００ ６００ 

甲賀市牛飼教育集会所 和室（１室につき） 

 

１００ ２００ 

調理室 ２００ ４００ 

甲賀市清和会館 大会議室 ４００ ８００ 

和室（１室につき） 

 

２００ ４００ 

談話室 １００ ２００ 

ふれあいルーム ２００ ４００ 

調理室 ２００ ４００ 

甲賀市大久保教育集会所 会議室 １００ ２００ 

講話室 １００ ２００ 

研修室 ２００ ４００ 

調理室 １００ ２００ 

甲賀市かえで会館 集会室（１室につき） 

 

８００ １，６００ 

調理室 ４００ ８００ 

多目的室 １５０ ３００ 

研修室１ ３００ ６００ 

施設名 

 

室名 １時間当たり金額（円） 

甲賀市宇川会館 多目的ホール ８００ 

和室 ２００ 

会議室 ２００ 

学習室 ３００ 

調理室 ２００ 

甲賀市牛飼教育集会所 和室（１） １００ 

和室（２） １００ 

調理室 ２００ 

甲賀市清和会館 大会議室 ４００ 

和室（１） ２００ 

和室（２） ２００ 

談話室 １００ 

ふれあいルーム ２００ 

調理室 ２００ 

甲賀市大久保教育集会所 会議室 １００ 

講話室 １００ 

研修室 ２００ 

調理室 １００ 

甲賀市かえで会館 集会室 ８００ 

機能回復訓練室 ８００ 

調理実習室 ３００ 

共同娯楽室 １００ 

研修室 ２００ 
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研修室２ １５０ ３００ 

甲賀市西教育集会所 和室（１室につき） 

 

 

２００ ４００ 

集会室 ２００ ４００ 

調理室 ２００ ４００ 
 

団体作業室 １００ 

甲賀市西教育集会所 和室（１） ２００ 

和室（２） ２００ 

和室（３） ２００ 

集会室 ２００ 

調理室 ２００ 
 

 備考 

  １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在

住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業

所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」

とは、市内以外の場合に適用する。 

  ２ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした

額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、

本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間

を含めたものとする。 

備考 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長して使用する場合も同様とする。 

＜第３０条関係＞ 

甲賀市民文化ホール条例新旧対照表 

改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第１０条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料

を納付しなければならない。 

第１０条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料

を納付しなければならない。 

 （利用料金）  （利用料金） 

第１７条 前条第１項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場 第１７条 前条第１項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場
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合における利用料金の額は、第１０条に定める額を上限として、指定

管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。 

合における利用料金の額は、第１０条に定める額を上限として、指定

管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。 

２ （略） ２ （略） 

別表（第１０条、第１７条関係） 別表（第１０条、第１７条関係） 

１ 施設 （１） 使用料 

施設名 区分時間当たり金額（円） 

区分 午前 午後 夜間 午前午

後 

午後夜

間 

全日 

時間 午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後１

０時ま

で 

午前９

時から

午後５

時まで 

午後１

時から

午後１

０時ま

で 

午前９

時から

午後１

０時ま

で 

あ

い

こ

う

か

市

民

ホ

ー

ル 

ホール（舞

台） 

平日 １６，０

００ 

２６，０

００ 

３４，０

００ 

４２，０

００ 

６０，０

００ 

７６，０

００ 

休日等 ２４，０

００ 

３９，０

００ 

５１，０

００ 

６３，０

００ 

９０，０

００ 

１１４，

０００ 

和室 平日 １，７０

０ 

２，１０

０ 

２，１０

０ 

３，８０

０ 

４，２０

０ 

５，９０

０ 

休日等 ２，１０

０ 

２，４０

０ 

２，４０

０ 

４，５０

０ 

４，８０

０ 

６，９０

０ 

練習室１ 平日 １，２０

０ 

１，４０

０ 

１，４０

０ 

２，６０

０ 

２，８０

０ 

４，００

０ 

利用施設 

 

 

 

 

 

 

 

区分時間当たり金額（円） 

区分 午前 午後 夜間 午前午

後 

午後夜

間 

全日 

時間 ９：００

～１

２：００ 

１３：０

０～１

７：００ 

１８：０

０～２

２：００ 

９：００

～１

７：００ 

１３：０

０～２

２：００ 

９：００

～２

２：００ 

あ

い

こ

う

か

市

民

ホ

ー

ル 

ホール（舞

台） 

平日 １２，０

００ 

２４，０

００ 

３２，０

００ 

３６，０

００ 

５６，０

００ 

６８，０

００ 

休日等 １８，０

００ 

３６，０

００ 

４８，０

００ 

５４，０

００ 

８４，０

００ 

１０２，

０００ 

和室 平日 １，６０

０ 

２，００

０ 

２，００

０ 

３，６０

０ 

４，００

０ 

５，６０

０ 

休日等 ２，００

０ 

２，３０

０ 

２，３０

０ 

４，３０

０ 

４，６０

０ 

６，６０

０ 

練習室１ 平日 １，１０

０ 

１，３０

０ 

１，３０

０ 

２，４０

０ 

２，６０

０ 

３，７０

０ 

休日等 １，３０

０ 

１，５０

０ 

１，５０

０ 

２，８０

０ 

３，００

０ 

４，３０

０ 
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休日等 １，４０

０ 

１，６０

０ 

１，６０

０ 

３，００

０ 

３，２０

０ 

４，６０

０ 

練習室２ 平日 １，７０

０ 

２，１０

０ 

２，１０

０ 

３，８０

０ 

４，２０

０ 

５，９０

０ 

休日等 ２，１０

０ 

２，４０

０ 

２，４０

０ 

４，５０

０ 

４，８０

０ 

６，９０

０ 

練習室３ 平日 ２，８０

０ 

３，７０

０ 

３，７０

０ 

６，５０

０ 

７，４０

０ 

１０，２

００ 

休日等 ３，００

０ 

３，９０

０ 

３，９０

０ 

６，９０

０ 

７，８０

０ 

１０，８

００ 

展

示

室 

全室 平日 ４，７０

０ 

５，８０

０ 

― １０，５

００ 

― ― 

休日等 ５，８０

０ 

６，８０

０ 

― １２，６

００ 

― ― 

１／２

使用 

平日 ２，８０

０ 

３，５０

０ 

― ６，３０

０ 

― ― 

休日等 ３，５０

０ 

４，１０

０ 

― ７，６０

０ 

― ― 

碧

水

ホ

ー

ル 

ホール（舞

台） 

平日 ７，２０

０ 

１０，８

００ 

１４，１

００ 

１８，０

００ 

２４，９

００ 

３２，１

００ 

休日等 １０，８

００ 

１６，２

００ 

２１，２

００ 

２７，０

００ 

３７，４

００ 

４８，２

００ 

練習室 平日 １，２０

０ 

１，４０

０ 

１，４０

０ 

２，６０

０ 

２，８０

０ 

４，００

０ 

休日等 １，４０１，６０１，６０３，００３，２０４，６０

練習室２ 平日 １，６０

０ 

２，００

０ 

２，００

０ 

３，６０

０ 

４，００

０ 

５，６０

０ 

休日等 ２，００

０ 

２，３０

０ 

２，３０

０ 

４，３０

０ 

４，６０

０ 

６，６０

０ 

練習室３ 平日 ２，７０

０ 

３，５０

０ 

３，５０

０ 

６，２０

０ 

７，００

０ 

９，７０

０ 

休日等 ２，９０

０ 

３，７０

０ 

３，７０

０ 

６，６０

０ 

７，４０

０ 

１０，３

００ 

展

示

室 

全室 平日 ４，５０

０ 

５，５０

０ 

― １０，０

００ 

― ― 

休日等 ５，５０

０ 

６，５０

０ 

― １２，０

００ 

― ― 

１／２

使用 

平日 ２，７０

０ 

３，３０

０ 

― ６，００

０ 

― ― 

休日等 ３，３０

０ 

３，９０

０ 

― ７，２０

０ 

― ― 

碧

水

ホ

ー

ル 

ホール（舞

台） 

平日 ５，００

０ 

８，００

０ 

１２，０

００ 

１３，０

００ 

２０，０

００ 

２５，０

００ 

休日等 ７，５０

０ 

１２，０

００ 

１８，０

００ 

１９，５

００ 

３０，０

００ 

３７，５

００ 

練習室 平日 ９００ １，１０

０ 

１，１０

０ 

２，００

０ 

２，２０

０ 

３，１０

０ 

休日等 １，００

０ 

１，２０

０ 

１，２０

０ 

２，２０

０ 

２，４０

０ 

３，４０

０ 

会議室 平日 ４，００５，５０５，５０９，５０１１，０１５，０
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０ ０ ０ ０ ０ ０ 

会議室 平日 ２，１０

０ 

２，９０

０ 

２，９０

０ 

５，００

０ 

５，８０

０ 

７，９０

０ 

休日等 ２，６０

０ 

３，４０

０ 

３，４０

０ 

６，００

０ 

６，８０

０ 

９，４０

０ 

展示コーナ

ー 

平日 ― ― ― ― ― １，６０

０ 

休日等 ― ― ― ― ― １，６０

０ 

あ

い

の

土

山

文

化

ホ

ー

ル 

ホール（舞

台） 

平日 ７，２０

０ 

１０，８

００ 

１４，１

００ 

１８，０

００ 

２４，９

００ 

３２，１

００ 

休日等 １０，８

００ 

１６，２

００ 

２１，２

００ 

２７，０

００ 

３７，４

００ 

４８，２

００ 

練習室 平日 １，２０

０ 

１，４０

０ 

１，４０

０ 

２，６０

０ 

２，８０

０ 

４，００

０ 

休日等 １，４０

０ 

１，６０

０ 

１，６０

０ 

３，００

０ 

３，２０

０ 

４，６０

０ 

甲

南

情

報

交

流

ホール（舞

台） 

平日 ６，９０

０ 

９，７０

０ 

１１，０

００ 

１６，６

００ 

２０，８

００ 

２７，７

００ 

休日等 １０，４

００ 

１４，６

００ 

１６，５

００ 

２５，０

００ 

３１，１

００ 

４１，５

００ 

レッスン室 平日 １，２０

０ 

１，４０

０ 

１，４０

０ 

２，６０

０ 

２，８０

０ 

４，００

０ 

０ ０ ０ ０ ００ ００ 

休日等 ５，００

０ 

６，５０

０ 

６，５０

０ 

１１，５

００ 

１３，０

００ 

１８，０

００ 

展示コーナ

ー 

平日 ― ― ― ― ― １，５０

０ 

休日等 ― ― ― ― ― １，５０

０ 

あ

い

の

土

山

文

化

ホ

ー

ル 

ホール（舞

台） 

平日 ５，００

０ 

８，００

０ 

１２，０

００ 

１３，０

００ 

２０，０

００ 

２５，０

００ 

休日等 ７，５０

０ 

１２，０

００ 

１８，０

００ 

１９，５

００ 

３０，０

００ 

３７，５

００ 

練習室 平日 ９００ １，１０

０ 

１，１０

０ 

２，００

０ 

２，２０

０ 

３，１０

０ 

休日等 １，００

０ 

１，２０

０ 

１，２０

０ 

２，２０

０ 

２，４０

０ 

３，４０

０ 

甲

南

情

報

交

流

セ

ン

ホール（舞

台） 

平日 ４，８０

０ 

７，２０

０ 

９，４０

０ 

１２，０

００ 

１６，６

００ 

２１，４

００ 

休日等 ７，２０

０ 

１０，８

００ 

１４，１

００ 

１８，０

００ 

２４，９

００ 

３２，１

００ 

レッスン室 平日 ９００ １，１０

０ 

１，１０

０ 

２，００

０ 

２，２０

０ 

３，１０

０ 

休日等 １，００

０ 

１，２０

０ 

１，２０

０ 

２，２０

０ 

２，４０

０ 

３，４０

０ 
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セ

ン

タ

ー 

休日等 １，４０

０ 

１，６０

０ 

１，６０

０ 

３，００

０ 

３，２０

０ 

４，６０

０ 

スタジオ 平日 １，６０

０ 

１，７０

０ 

１，７０

０ 

３，３０

０ 

３，４０

０ 

５，００

０ 

休日等 １，８０

０ 

２，００

０ 

２，００

０ 

３，８０

０ 

４，００

０ 

５，８０

０ 

会議室 平日 １，００

０ 

１，２０

０ 

１，２０

０ 

２，２０

０ 

２，４０

０ 

３，４０

０ 

休日等 １，１０

０ 

１，３０

０ 

１，３０

０ 

２，４０

０ 

２，６０

０ 

３，７０

０ 

研修室 平日 １，００

０ 

１，２０

０ 

１，２０

０ 

２，２０

０ 

２，４０

０ 

３，４０

０ 

休日等 １，１０

０ 

１，３０

０ 

１，３０

０ 

２，４０

０ 

２，６０

０ 

３，７０

０ 
 

タ

ー 

スタジオ 平日 １，６０

０ 

１，７０

０ 

１，７０

０ 

３，３０

０ 

３，４０

０ 

５，００

０ 

休日等 １，８０

０ 

２，００

０ 

２，００

０ 

３，８０

０ 

４，００

０ 

５，８０

０ 

会議室 平日 ９００ １，１０

０ 

１，１０

０ 

２，００

０ 

２，２０

０ 

３，１０

０ 

休日等 １，００

０ 

１，２０

０ 

１，２０

０ 

２，２０

０ 

２，４０

０ 

３，４０

０ 

研修室 平日 ９００ １，１０

０ 

１，１０

０ 

２，００

０ 

２，２０

０ 

３，１０

０ 

休日等 １，００

０ 

１，２０

０ 

１，２０

０ 

２，２０

０ 

２，４０

０ 

３，４０

０ 
 

備考 備考 

１ この表において「休日等」とは、国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日、日曜日及び土

曜日をいう。 

１ この表中「休日等」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）第３条に規定する休日、日曜日及び土曜日を

いう。 

  ２ 次の各号に掲げる場合の使用料は、当該各号に定める額とする。 

   （１） 利用に際し、１，０００円（甲賀市あいこうか市民ホール

にあっては、２，０００円）を超える額を入場料その他これに類

する金銭（以下「入場料等」という。）として徴収する場合又は

宣伝その他これに類する目的をもって催物を行う場合 この表

に定める使用料に当該使用料の５割に相当する額を加えた額 

   （２） 利用に際し、１，０００円（甲賀市あいこうか市民ホール

２ 利用者が利用に際し、入場料若しくはこれに類するもの（以下

「入場料等」という。）を徴収する場合、又は宣伝その他これに

類する目的（以下「宣伝目的等」という。）をもって催物を行う

場合は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 入場料等が１，０００円（甲賀市あいこうか市民ホール

にあっては２，０００円）を超えるとき、又は宣伝目的等のと

きは、その使用料の５割に相当する金額を加算した金額とする。 
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にあっては２，０００円）以下の入場料等を徴収する場合 この

表に定める使用料に当該使用料の３割に相当する額を加えた額 

   （３） ホールのうち舞台のみを利用する場合又はホール若しくは

展示室を連続して６日以上使用するときの６日目以降の場合 

この表に定める使用料の５割に相当する額 

  ３ 利用の許可を受けた時間区分を延長して利用する場合（以下「延

長利用」という。）の使用料は、延長時間１時間（１時間未満の端

数は、３０分以上をもって１時間とみなす。以下同じ。）につき当

該利用許可を受けた時間区分（午前午後の区分の場合は午後の区分

とする。）の使用料の３割に相当する額とする。ただし、規定時間

外（午前９時以前及び午後１０時以降の時間をいう。）の延長利用

の使用料は、延長時間１時間につき夜間区分の使用料の３割に相当

する額とする。 

  ４ 延長利用できる時間は、あいこうか市民ホール展示室は午後１０

時までとし、その他は１時間以内とする。ただし、教育委員会が特

に必要があると認めたときは、この限りでない。 

  ５ ホールの冷暖房設備を利用する場合は、甲賀市あいこうか市民ホ

ールについては１時間当たり３，０００円を、甲賀市碧水ホール、

甲賀市あいの土山文化ホール及び甲賀市甲南情報交流センター（以

下３館を総称して「その他の館」という。）についてはこの表に定

める使用料の５割に相当する額を徴収する。 

（２） 入場料等が１，０００円（甲賀市あいこうか市民ホール

にあっては２，０００円）以下のときは、その使用料の３割に

相当する金額を加算した金額とする。 

３ 利用者が次の目的をもって利用する場合の使用料は、その５割

に相当する額とする。ただし、前項に該当する場合は、この限り

でない。 

（１） ホールを舞台練習等に使用する場合 

（２） ホール又は展示室を連続して６日以上使用する場合の６

日目以降 

４ 利用の許可を受けた時間区分（以下「利用時間」という。）を

延長して利用する場合（以下「延長利用」という。）の使用料は、

次のとおりとする。 

（１） 延長利用できる時間は、１時間以内とする。ただし、教育

委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

（２） 延長利用の使用料は、延長時間１時間（１時間未満の端数

は、３０分以上をもって１時間とみなす。以下同じ。）につき当

該利用許可を受けた時間区分（午前午後の区分の場合は午後の区

分とする。）の使用料の３割に相当する額とする。ただし、規定

時間外（午前９時以前及び午後１０時以降の時間をいう。）の延

長利用の使用料は、延長時間１時間につき夜間区分の使用料の３

割に相当する額とする。 

  ６ 甲賀市甲南情報交流センター（ホールを除く。）については、各

区分における使用料の３割に相当する額を１時間当たり金額とし

て、時間単位での利用に供することができる。 

  ７ 使用料の額に１００円未満の端数が生じたときは、その端数を切

５ ホールの冷暖房設備を利用する場合は、甲賀市あいこうか市民

ホールについては、１時間当たり３，０００円を、甲賀市碧水ホ

ール、甲賀市あいの土山文化ホール及び甲賀市甲南情報交流セン

ター（以下３館を総称して「その他の館」という。）については、
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り上げる。 この表に定める５割に相当する金額を加算する。 

 

 

  ６ 甲賀市甲南情報交流センター（ホールを除く。）については、各

区分における使用料の３割に相当する額を１時間当たり金額とし

て、時間単位での利用に供することができる。 

  ７ 使用料の額に１００円未満の端数が生じたときは、その端数を切

り上げる。 

２ 附帯設備（甲賀市あいこうか市民ホール） （２） 甲賀市あいこうか市民ホール付帯設備使用料 

設備名 区分 金額（円） 

照明

装置 

フットライト １式 ４００ 

ボーダーライト １列 ５００ 

サスペンションライト １列 １，３００ 

シーリングスポットライト １式 ２，１００ 

アッパーホリゾントライト １式 １，３００ 

ロアーホリゾントライト １式 １，３００ 

フロントサイドスポットライト １式 １，７００ 

センタースポットライト １台 １，０００ 

エフェクトマシーン １セッ

ト 

１，０００ 

追加スポットライト １台 １００ 

スモークマシーン １台 ２，３００ 

持込機材 １ｋｗ １００ 

音響

装置 

ホール拡声装置（基本６ｃｈ） １式 ３，１００ 

ホール拡声装置（追加１ｃｈ） １ｃｈ ５００ 

ワイヤレスマイク装置 １ｃｈ ２００ 

種別 品名 単位 金額（円） 

照明

装置 

フットライト １式 ４００ 

ボーダーライト １列 ５００ 

サスペンションライト １列 １，２００ 

シーリングスポットライト １式 ２，０００ 

アッパーホリゾントライト １式 １，２００ 

ロアーホリゾントライト １式 １，２００ 

フロントサイドスポットライト １式 １，６００ 

センタースポットライト １台 １，０００ 

エフェクトマシーン １セッ

ト 

１，０００ 

追加スポットライト（１ｋｗ以下） １台 １００ 

スモークマシーン １台 ２，２００ 

持込機材 １ｋｗ １００ 

音響

装置 

ホール拡声装置（基本６ｃｈ） １式 ３，０００ 

ホール拡声装置（追加１ｃｈ） １ｃｈ ５００ 

ワイヤレスマイク装置 １ｃｈ ２００ 
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３点吊マイク装置 １式 ３００ 

録音・再生機器 １台 ３００ 

モニタースピーカー １台 ２００ 

効果機材 １台 ５００ 

エレベーターマイク装置 １式 ２００ 

ポータブルワイヤレスアンプ １台 ６００ 

持込機材 １ｋｗ １００ 

映写

機器

等 

ビデオプロジェクター 

 

１台 １，０００ 

スクリーン １台 ５００ 

持込機材 １ｋｗ １００ 

楽器

等 

ピアノ・フルコン（ホール） １台 ２，１００ 

ピアノ・アップライト（練習室） １台 １，０００ 

指揮者台 １台 １００ 

指揮者譜面台 １台 １００ 

大道

具 

演台・花台 １式 ２００ 

金屏風 １双 １，０００ 

松羽目 １式 ５００ 

竹羽目 １式 １，６００ 

所作台 １式 １０，５０

０ 

平台 １台 １００ 

緋毛せん １枚 ２００ 

地がすり １枚 ３，１００ 

吊看板・立看板 １枚 １００ 

３点吊マイク装置 １式 ３００ 

録音・再生機器 １台 ３００ 

モニタースピーカー １台 ２００ 

効果機材 １台 ５００ 

エレベーターマイク装置 １式 ２００ 

ポータブルワイヤレスアンプ １台 ６００ 

持込機材 １ｋｗ １００ 

映写

機器

等 

ビデオプロジェクター １台 １，６００ 

録画再生機器 １台 ３００ 

スクリーン １台 ５００ 

持込機材 １ｋｗ １００ 

楽器

等 

ピアノ・フルコン（ホール） １台 ３，０００ 

ピアノ・アップライト（練習室） １台 １，０００ 

指揮者台 １台 １００ 

指揮者譜面台 １台 １００ 

大道

具 

演台・花台 １式 ２００ 

金屏風 １双 １，０００ 

松羽目 １式 ５００ 

竹羽目 １式 １，５００ 

所作台 １式 １０，００

０ 

平台 １台 １００ 

緋毛せん １枚 ２００ 

地がすり １枚 ３，０００ 

吊看板・立看板 １枚 １００ 
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反響板（天板ライトを含む。） １式 ５，２００ 

その

他 

紗幕 １枚 １，６００ 

茶道具 １式 ３００ 

持込器具 １ｋｗ １００ 
 

反響板（天板ライトを含む） １式 ５，０００ 

その

他 

紗幕 １枚 １，５００ 

茶道具 １式 ３００ 

持込器具 １ｋｗ １００ 
 

備考 備考 

１ この表の使用料は、午前、午後及び夜間の区分毎の料金である。 １ 上記の 使用料は、午前、午後及び夜間の区分毎の料金である。 

２ １の表備考２（（３）を除く。）、３及び４の規定は、この表

において準用する。 

２ （１）使用料の表備考第２項及び第４項の規定は、この表にお

いて準用する。 

３ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲

内において利用者に負担させることができる。 

３ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲

内において利用者に負担させることができる。 

３ 附帯設備（その他の館） （３） その他の館の付帯設備使用料 

設備名 区分 金額（円） 

照明設備 １式 ２，１００ 

音響設備 １式 ２，１００ 

映写設備 １台 １，０００ 

舞台設備 １式 １，０００ 

その他備品 １式 １，０００ 

電動椅子（碧水ホール・甲南情報交流センター） １式 ２，１００ 

反響板（あいの土山文化ホール・甲南情報交流セン

ター） 

１式 ２，１００ 

ピアノ・フルコン（あいの土山文化ホール） １台 ５，４００ 

ピアノ・フルコン（碧水ホール・甲南情報交流セン

ター） 

１台 ２，１００ 

ピアノ・アップライト（碧水ホール練習室） １台 １，０００ 
 

付帯設備 単位 金額（円） 

照明設備 １式 ２，０００ 

音響設備 １式 ２，０００ 

映写設備 １台 １，０００ 

舞台設備 １式 １，０００ 

その他備品 １式 １，０００ 

電動椅子（碧水ホール・甲南情報交流センター） １式 ２，０００ 

反響板（あいの土山文化ホール・甲南情報交流セン

ター） 

１式 ２，０００ 

ピアノ（あいの土山文化ホール） １台 ５，２００ 

ピアノ（碧水ホール・甲南情報交流センター） １台 ２，０００ 

エレクトーン １台 ２，０００ 
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備考 １の表備考２（（３）を除く。）、３及び４の規定並びに２の

表備考１及び３の規定は、この表において準用する。 

備考 

１ （１）使用料の表備考第２項及び第４項の規定は、この表にお

いて準用する。 

 

 

２ （２）甲賀市あいこうか市民ホール付帯設備使用料の表備考第

１項及び第３項の規定は、この表において準用する。 

＜第３１条関係＞ 

甲賀市くすり学習館条例新旧対照表 

改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第１３条 利用者は、利用の開始までに別表に定める額を納めなければ

ならない。ただし、市長が別に納期を定めた場合は、この限りでない。 

第１３条 利用者は、利用の開始までに別表に定める額を納めなければ

ならない。ただし、市長が別に納期を定めた場合は、この限りでない。 

 （使用料の減免）  （使用料の減免） 

第１５条 市長は、特別の事情があると認めるときは、別に定めるとこ

ろにより、使用料を減額し、又は免除することができる。 

第１５条 市長は、特別の事情があると認めるときは        

    、使用料を減額し、又は免除することができる。 

（利用料金） （利用料金） 

第１９条 前条第１項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場

合における利用料金の額は、別表に定める額の範囲において、指定管

理者が市長の承認を得て定める額とする。 

第１９条 前条第１項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場

合における利用料金の額は、別表に定める額の範囲において、指定管

理者が市長の承認を得て定める額とする。 

別表（第１３条、第１９条関係） 別表（第１３条、第１９条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

会議室１ ３００ ６００ 

会議室２ ６００ １，２００ 

区分 

 

１時間当たり金額（円） 

会議室１ ３００ 

会議室２ ６００ 
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体験学習室（１室につき） 

 

９００ １，８００ 

 

体験学習室１ ９００ 

体験学習室２ ９００ 
 

備考 備考 

  １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在

住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業

所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」

とは、市内以外の場合に適用する。 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

  １ 市外に居住する者若しくは市外に居住する者が半数を超える団

体、又は市外にその本拠地を置く団体が利用する場合は、この表の

金額の２倍とする。 

２ 市内の小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校の児童

若しくは生徒又はこれらに準ずる者が、学校の事業又は行事とし

て利用する場合は免除する。 

３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収す

るときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴

収する。 

３ 利用者が利用に際し、入場料又はこれに類するものを徴収する

場合は、この表の金額の２倍の額とし、宣伝その他これに類する

目的をもって催物を行う場合は、３０，０００円とする。 

４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時

間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要

する時間を含めたものとする。 

４ 利用時間が１時間に満たない場合は、１時間とみなした額とし、

利用を延長する場合も同様とする。 

５ その他、施設等の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲

内において利用者に負担させることができる。 

５ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲

内において利用者に負担させることができる。 

 

＜第３２条関係＞ 

甲賀市まちづくり活動センター条例新旧対照表 

改正案 現行 

（使用料） （使用料） 

第８条 施設等利用者は、利用の許可を受けたときは、別表で定める使 第８条 施設等利用者は、利用の許可を受けたときは、別表で定める使
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用料を納付しなければならない。 用料を納付しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（利用料金） （利用料金） 

第１８条 前条第１項の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる

場合における利用料金の額は、別表の範囲において、指定管理者が市

長の承認を得て定めるものとする。 

第１８条 前条第１項の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる

場合における利用料金の額は、別表の範囲において、指定管理者が市

長の承認を得て定めるものとする。 

別表（第８条、第１８条関係） 別表（第８条、第１８条関係） 

１ 貸室  

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

会議室（１室につき） 

 

３００ ６００ 

和室（１室につき） 

 

３００ ６００ 

練習室 ４００ ８００ 

多目的室１ ５００ １，０００ 

多目的室２ ８００ １，６００ 

キッチンスペース 

 

４００ ８００ 

 

区分 単位 １時間当たりの使用料の額（円） 

９：００～１７：００ １７：００～２２：００ 

会議室１ １室 ２００ ３００ 

会議室２ １室 ２００ ３００ 

和室１ １室 ２００ ３００ 

和室２ １室 ２００ ３００ 

練習室 １室 ３００ ４５０ 

多目的室１ １室 ４００ ６００ 

多目的室２ １室 ６００ ９００ 

キッチンスペー

ス 

１室 ３００ ４５０ 

ロッカー １個 規則で定める額 

メールボックス １個 規則で定める額 

スチール棚 １段 規則で定める額 
 

備考 備考 

１ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に １ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし
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在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事

業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市

外」とは、市内以外の場合に適用する。 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収す

るときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴

収する。 

４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時

間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要

する時間を含めたものとする。 

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、準備及

び後始末に要する時間は、利用時間に含まれるものとする。 

２ 特別の理由により利用時間の規定を超えて利用する場合の１時

間当たりの使用料の額は、区分の欄に応じ、１時間当たりの使用

料の額１７：００～２２：００の欄の使用料の３割に相当する額

を同欄の使用料に加算した額とする。 

３ 市外に居住する者若しくは市外に居住する者が半数を超えて構

成員となっている団体又は市外にその本拠を置く団体が利用する

場合の１時間当たりの使用料の額は、この表に定める額の２倍に

相当する額とする。 

４ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

 ５ 入場料その他これに類する金銭を徴収する場合の使用料の総額

は、この表に定める額の３倍に相当する額に利用時間を乗じた額

に入場料総収入額の１割に相当する額を加算した額とする。 

 ６ ロッカー、メールボックス又はスチール棚の使用料は、利用期

間の初日の属する月から利用期間の末日の属する月までの月数に

より計算する。 

 ７ 使用料の額に１００円未満の端数が生じたときは、その端数を

切り上げる。 

２ 附属設備  

設備名 区分 金額（円） 

ロッカー １個 規則で定める額 

メールボックス １個 規則で定める額 

スチール棚 １段 規則で定める額 
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備考 附属設備の使用料は、利用期間の初日の属する月から利用期間

の末日の属する月までの月数により計算する。 

 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付さ 

れる使用料（利用料金を含む。以下この項において同じ。）について適 

用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。 

 （１） 甲賀市斎場条例 

 （２） 甲賀市児童館条例 

 （３） 甲賀市農村環境改善センター条例 

 （４） 甲賀市農村集落センター条例 

 （５） 甲賀市農業振興センター条例 

 （６） 甲賀市開発センター条例 

 （７） 甲賀市林業施設条例 

 （８） 甲賀市信楽伝統産業会館条例 

 （９） 甲賀市信楽産業展示館条例 

 （１０） 甲賀市共同福祉施設条例 

 （１１） 甲賀市勤労青少年ホーム条例 

 （１２） 甲賀市かふか生涯学習館条例 

 （１３） 甲賀市公民館条例 

 （１４） 甲賀市お茶のみホール条例 

 （１５） 甲賀市歴史民俗資料館条例 

 （１６） 甲賀市旧水口図書館条例 
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 （１７） 甲賀市東海道伝馬館条例 

 （１８） 甲賀市甲南青少年研修センター条例 

 （１９） 甲賀市スポーツ施設条例 

 （２０） 甲賀市立学校施設開放条例 

 （２１） 甲賀市甲南ふれあいの館条例 

 （２２） 甲賀市民交流駅条例 

 （２３） 甲賀市かもしか荘条例 

 （２４） 甲賀市あいの土山都市との交流センター条例 

 （２５） 甲賀市勤労福祉会館条例 

 （２６） 甲賀市防災コミュニティセンター条例 

 （２７） 甲賀市和太鼓音楽活動交流館条例 

 （２８） 甲賀市子ども等自然環境知識習得施設条例 

 （２９） 甲賀市地域総合センター条例 

 （３０） 甲賀市民文化ホール条例 

 （３１） 甲賀市くすり学習館条例 

 （３２） 甲賀市まちづくり活動センター条例 



 

議案第８５号 

甲賀市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

上記の議案を提出する。 

令和４年１１月２９日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴  



   甲賀市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

 甲賀市コミュニティセンター条例（平成１６年甲賀市条例第７３号）の一部を次

のように改正する。 

第２条の表中 

「 

甲賀市油日コミュニティセンター 甲賀市甲賀町上野２４１６番地 

」を 

「 

甲賀市油日コミュニティセンター 甲賀市甲賀町上野２４１６番地 

甲賀市佐山コミュニティセンター 甲賀市甲賀町神保２１０２番地 

」に

改める。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第９条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

甲賀市水口東部コミュニティ

センター 

 

和室（大）（１室につき） ３００ ６００ 

和室（小） ２００ ４００ 

会議室 ３００ ６００ 

甲賀市水口北部コミュニティ

センター 

和室（大）（１室につき） ３００ ６００ 

和室（小） ２００ ４００ 

会議室 ３００ ６００ 

甲賀市水口中部コミュニティ

センター 

和室（１室につき） ３００ ６００ 

会議室 ２００ ４００ 

甲賀市水口交流センター 学習室 １室 ６００ １，２００ 

１／２室 ３００ ６００ 

甲賀市油日コミュニティセン

ター 

多目的室 ４００ ８００ 

会議室 ３００ ６００ 

調理実習室 ３００ ６００ 



甲賀市佐山コミュニティセン

ター  

和室（１室につき） ２００ ４００ 

多目的室 ５００ １，０００ 

調理実習室 ３００ ６００ 

甲賀市朝宮コミュニティセン

ター 

和室（１室につき） ３００ ６００ 

調理実習室 ３００ ６００ 

 備考 

  １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤

若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施

設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用

する。 

  ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額は、この表

に定める額の３倍に相当する額とする。 

  ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

  ４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的

に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第９条関係） 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

甲賀市水口交流セ

ンター 

多目的ホール １面 ５００ １，０００ 

１／２面 ３００ ６００ 

照明設備 １面 ６００

１／２面 ３００

 備考 別表第１の備考の規定は、この表において準用する。この場合において、

同表の備考２中「使用料の額」とあるのは、「使用料の額（照明設備は除く。）」

と読み替えるものとする。 

   付 則 



 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の甲賀市コミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後

に納付される使用料について適用し、同日前に納付された使用料については、な

お従前の例による。 

 （準備行為） 

３ 第５条の規定による利用の許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前に

おいても行うことができる。  

 （甲賀市老人福祉センター条例の一部改正） 

４ 甲賀市老人福祉センター条例（平成１６年甲賀市条例第９７号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条の表甲賀市老人福祉センター佐山荘の項を削る。 

 （甲賀市地域市民センター設置条例の一部改正） 

５ 甲賀市地域市民センター設置条例（平成２３年甲賀市条例第１６号）の一部を

次のように改正する。 

  別表中「甲賀市甲賀町小佐治２９６７番地」を「甲賀市甲賀町神保２１０２番

地」に改める。 
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議案第８５号参考資料 

甲賀市コミュニティセンター条例新旧対照表 

改正案 現行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

（略） 

甲賀市油日コミュニティセンター 甲賀市甲賀町上野２４１６番地 

甲賀市佐山コミュニティセンター 甲賀市甲賀町神保２１０２番地 

（略） 
 

名称 位置 

（略） 

甲賀市油日コミュニティセンター 

 

甲賀市甲賀町上野２４１６番地 

（略） 
 

（使用料） （使用料） 

第９条 コミュニティセンターの使用料は、別表第１のとおりとする。

ただし、甲賀市水口交流センター多目的ホールの使用料は、別表第２

のとおりとする。 

第９条 コミュニティセンターの使用料は、別表第１のとおりとする。

ただし、甲賀市水口交流センター多目的ホールの使用料は、別表第２

のとおりとする。 

別表第１（第９条関係） 別表第１（第９条関係） 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

甲賀市水口東部コミュニ

ティセンター 

和室（大）（１室につ

き） 

３００ ６００

施設名 室名 時間区分 

午前９時か

ら正午まで 

正午から午

後５時まで 

午後５時から

午後１０時ま

で 

甲賀市水口東部

コミュニティセ

住民コミュニ

ティ室（１室に

７００円１，０００円１，２００円 
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和室（小） ２００ ４００

会議室 ３００ ６００

甲賀市水口北部コミュニ

ティセンター 

和室（大）（１室につ

き） 

３００ ６００

和室（小） ２００ ４００

会議室 ３００ ６００

甲賀市水口中部コミュニ

ティセンター 

和室（１室につき） ３００ ６００

会議室 ２００ ４００

甲賀市水口交流センター 学習室 １室 ６００ １，２００

１／２室 ３００ ６００

甲賀市油日コミュニティ

センター 

多目的室 ４００ ８００

会議室 ３００ ６００

調理実習室 ３００ ６００

甲賀市佐山コミュニティ

センター 

和室（１室につき） ２００ ４００

多目的室 ５００ １,０００

調理実習室 ３００ ６００

甲賀市朝宮コミュニティ

センター 

和室（１室につき） ３００ ６００

調理実習室 ３００ ６００
 

ンター 

甲賀市水口北部

コミュニティセ

ンター 

甲賀市水口中部

コミュニティセ

ンター 

甲賀市油日コミ

ュニティセンタ

ー 

甲賀市朝宮コミ

ュニティセンタ

ー 

つき） 

老人コミュニ

ティ室 

５００円 ７００円 ８００円 

子どもコミュ

ニティ室 

５００円 ７００円 ８００円 

調理実習室 ６００円 ８００円 ９００円 

甲賀市水口交流

センター 

学習室１ １，４００円２，０００円２，４００円 

学習室２ ５００円 ７００円 ８００円 
 

 備考  備考 

１ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に

在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事

業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市

１ 時間区分を連続して利用する場合の使用料は、それぞれを合計

した金額とする。 

２ 市外に居住する者若しくは市外に居住する者が半数を超える団
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外」とは、市内以外の場合に適用する。 

２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収す

るときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴

収する。 

体、又は市外にその本拠を置く団体が利用する場合の使用料は、

この表に定める額の２倍に相当する金額とする。 

３ 学習室１の２分の１以下の部分を利用する場合の使用料は、こ

の表に定める額の２分の１に相当する金額とする。 

４ 冷暖房設備を利用する場合の使用料は、この表に定める額の３

割に相当する額を加算した金額とする。 

４ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時

間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要

する時間を含めたものとする。 

 

別表第２（第９条関係） 別表第２（第９条関係） 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

甲賀市水口交流セ

ンター 

多目的ホール １面 ５００ １，０００

１／２面 ３００ ６００

照明設備 １面 ６００

１／２面 ３００
 

施設名 室名 時間区分 

午前９時か

ら午後０時

３０分まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後５時３

０分から午

後７時３０

分まで 

午後８時か

ら午後１０

時まで 

甲賀市水口

交流センタ

ー 

多目的ホ

ール 

１，４００円１，８００円１，２００円 １，２００円

 

 備考 別表第１の備考の規定は、この表において準用する。この場合に

おいて、同表の備考２中「使用料の額」とあるのは、「使用料の額（照

明設備は除く。）」と読み替えるものとする。 

 備考 

  １ 時間区分を連続して利用する場合の使用料は、それぞれを合計し

た金額とする。 
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 ２ 市外に居住する者若しくは市外に居住する者が半数を超える団

体、又は市外にその本拠を置く団体が利用する場合の使用料は、

この表に定める額の２倍に相当する金額とする。 

 ３ 多目的ホールの２分の１以下の部分を利用する場合の使用料

は、この表に定める額の２分の１に相当する金額とする。 

 ４ 照明設備を利用する場合の使用料は、１時間当たり６００円を

加算する。ただし、２分の１以下の照明設備を使用する場合の使

用料は、１時間当たり３００円を加算する。 

   付 則  

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 （経過措置） 

２ 改正後の甲賀市コミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行

の日以後に納付される使用料について適用し、同日前に納付された使用料

については、なお従前の例による。 

 

 （準備行為） 

３ 第５条の規定による利用の許可その他の準備行為は、この条例の施行

の日前においても行うことができる。 

 

 （甲賀市老人福祉センター条例の一部改正） 

４ 甲賀市老人福祉センター条例（平成１６年甲賀市条例第９７号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条の表甲賀市老人福祉センター佐山荘の項を削る。 
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 （甲賀市地域市民センター設置条例の一部改正） 

５ 甲賀市地域市民センター設置条例（平成２３年甲賀市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。 

  別表中「甲賀市甲賀町小佐治２９６７番地」を「甲賀市甲賀町神保２

１０２番地」に改める。 
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＜付則第４項関係＞ 

甲賀市老人福祉センター条例新旧対照表 

改正案 現行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

甲賀市老人福祉センター碧水荘 甲賀市水口町北内貴３０７番地 

甲賀市老人福祉センターフィランソ

土山 

 

甲賀市土山町北土山２０５８番地 

 

名称 位置 

甲賀市老人福祉センター碧水荘 甲賀市水口町北内貴３０７番地 

甲賀市老人福祉センターフィランソ

土山 

甲賀市土山町北土山２０５８番地 

甲賀市老人福祉センター佐山荘 甲賀市甲賀町神保２１０２番地 
 

 



7/7 

＜付則第５項関係＞ 

甲賀市地域市民センター設置条例新旧対照表 

改正案 現行 

 （名称、位置及び所管区域） 

第２条 地域市民センターの名称、位置及び所管区域は、別表のとおり

とする。 

２ （略） 

別表（第２条関係） 

 （名称、位置及び所管区域） 

第２条 地域市民センターの名称、位置及び所管区域は、別表のとおり

とする。 

２ （略） 

別表（第２条関係） 

名称 位置 所管区域 

（略） 

甲賀市油日地域

市民センター 

甲賀市甲賀町上野

２４１６番地 

甲賀町油日、甲賀町上野、甲賀町田

堵野、甲賀町滝、甲賀町毛枚、甲賀

町和田、甲賀町高嶺、甲賀町五反田、

甲賀町鹿深台 

甲賀市佐山地域

市民センター 

甲賀市甲賀町神保

２１０２番地   

甲賀町岩室、甲賀町小佐治、甲賀町

神保、甲賀町隠岐 

（略） 
 

名称 位置 所管区域 

（略） 

甲賀市油日地域

市民センター 

甲賀市甲賀町上野

２４１６番地 

甲賀町油日、甲賀町上野、甲賀町田

堵野、甲賀町滝、甲賀町毛枚、甲賀

町和田、甲賀町高嶺、甲賀町五反田、

甲賀町鹿深台 

甲賀市佐山地域

市民センター 

甲賀市甲賀町小佐

治２９６７番地 

甲賀町岩室、甲賀町小佐治、甲賀町

神保、甲賀町隠岐 

（略） 
 

 



議案第８６号   甲賀市保育園設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   上記の議案を提出する。  
令和４年１１月２９日                                            甲賀市長  岩 永 裕 貴    



甲賀市保育園設置等に関する条例の一部を改正する条例 
甲賀市保育園設置等に関する条例（平成２１年甲賀市条例第３７号）の一部を次

のように改正する。 
別表第１甲賀市伴谷保育園の項を削る。 
別表第２中 

「 
甲賀市あいみらい保育園 月曜日から金曜日まで 午

前７時３０分から午後６時

３０分まで 
土曜日 午前８時３０分か
ら午前１１時３０分まで  

甲賀市水口西保育園  
甲賀市伴谷保育園  

」を 
「 
甲賀市あいみらい保育園 月曜日から金曜日まで 午

前７時３０分から午後６時

３０分まで 
土曜日 午前８時３０分か
ら午前１１時３０分まで  

甲賀市水口西保育園  
」に

改める。    付 則  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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議案第８６号参考資料 

甲賀市保育園設置等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 保育園の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 第２条 保育園の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（利用時間） （利用時間） 

第３条 保育園の利用時間は、別表第２のとおりとする。ただし、市長

は必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。 

第３条 保育園の利用時間は、別表第２のとおりとする。ただし、市長

は必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

甲賀市あいみらい保育園 甲賀市水口町鹿深３番３９号 

甲賀市水口西保育園 甲賀市水口町八坂７番２１号 

 

（略） 
 

名称 位置 

甲賀市あいみらい保育園 甲賀市水口町鹿深３番３９号 

甲賀市水口西保育園 甲賀市水口町八坂７番２１号 

甲賀市伴谷保育園 甲賀市水口町伴中山１０１４番地 

（略） 
 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

名称 利用時間 

通常保育 延長保育 

甲賀市あいみらい保育園 月曜日から金曜日ま

で 午前７時３０分

から午後６時３０分

まで 

 

甲賀市水口西保育園  

 

 

名称 利用時間 

通常保育 延長保育 

甲賀市あいみらい保育園 月曜日から金曜日ま

で 午前７時３０分

から午後６時３０分

まで 

 

甲賀市水口西保育園  

甲賀市伴谷保育園  
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 土曜日 午前８時３

０分から午前１１時

３０分まで 

（略） 
 

土曜日 午前８時３

０分から午前１１時

３０分まで 

（略） 
 

   付 則  

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 



議案第８７号 

 甲賀市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 上記の議案を提出する。 

   令和４年１１月２９日 

                      甲賀市長  岩 永 裕 貴   

 

 



   甲賀市都市公園条例の一部を改正する条例 

 甲賀市都市公園条例（平成１６年甲賀市条例第１３５号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第２中「プール」を削り、 

「 

甲賀市野洲川河川公園 テニスコート 

                                   」を 

「 

甲賀市野洲川河川公園 テニスコート 

甲賀市柏木公園 多目的グラウンド 

テニスコート 

                                   」に、 

「全天候テニスコート」を「人工芝テニスコート」に改め、「ターゲットバードゴル

フコース」を削る。 

 別表第３中「プール」を削り、 

「 

甲賀市野洲川河

川公園 

テニスコート １２月２９日か

ら翌年１月３日

まで 

午前８時３０分

から午後５時ま

で 

                                   」を 

「 

甲賀市野洲川河

川公園 

テニスコート １２月２９日か

ら翌年１月３日

まで 

午前８時３０分

から午後５時ま

で 

甲賀市柏木公園 多目的グラウン 

ド 

テニスコート 

１２月２９日か

ら翌年１月３日

まで 

午前６時から午

後８時まで 

                                   」に、 

「全天候テニスコート」を「人工芝テニスコート」に改め、「ターゲットバードゴル

フ」を削る。 



 別表第５を次のように改める。 

別表第５（第１２条、第１８条の２関係） 

 １ 甲賀市水口スポーツの森（陸上競技場・野球場・多目的グラウンド・テニス

コート）、甲賀市野洲川河川公園 

施設名 区分 金額（円） 

市内 市外 

陸

上

競

技

場 

競技場 平日１時間当たり 貸切

使用 

２，０００ ４，０００

土日祝日１時間当たり ２，５００ ５，０００

団体（１０人以上）使用

１回当たり 

共用

使用 

２，０００ ４，０００

個人使用１回当たり ２００ ４００

会議室 １回当たり ― ５００ １，０００

ミーティング室 ― ５００ １，０００

シャワー ― １００ １００

指導員室 ― ５００ １，０００

広告物の表示 １日当たり ― ２，０００ ４，０００

野

球

場 

野球場 平日１時間当たり ― １，５００ ３，０００

土日祝日１時間当たり ― ２，２５０ ４，５００

スコアボード １試合当たり ― ２，０００ 

照明設備 １時間当たり １ ／

２ 点

灯 

５，０００ 

全 点

灯 

１０，０００ 

本部室 １回当たり 

― 

５００ １，０００

審判室 ５００ １，０００

来賓室 ５００ １，０００

控室（１室につき） ５００ １，０００

会議室（１室につ ５００ １，０００



き） 

記録放送室 ５００ １，０００

シャワー室（１室

につき） 

１，０００ ２，０００

多

目

的

グ

ラ

ウ

ン

ド 

人工芝グラウンド 

クレーグラウンド 

平日１時間当たり １面 １，５００ ３，０００

１ ／

２面 

１，０００ ２，０００

土日祝日１時間当たり １面 ２，２５０ ４，５００

１ ／

２面 

１，５００ ３，０００

照明設備 １時間当たり １面 ４，０００ 

テ

ニ

ス

コ

ー

ト 

水口スポーツの森

人工芝コート 

野洲川河川公園ハ

ードコート 

１面１時間当たり 平日 ６００ １，２００

土 日

祝日 

８００ １，６００

照明設備 １面 ７００

  備考 

   １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他

の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合

に適用する。 

   ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額（照明設

備は除く。）は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。 

   ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、

入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

   ４ 附帯施設及び備品の使用については、別に定める。 

   ５ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目



的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

   ６ 「貸切使用」とは団体が競技会、行事等で利用する場合をいい、「共用使

用」とは利用者が占用することなく譲り合って利用することをいう。 

   ７ 競技場を団体使用する際、児童・生徒のみで利用する場合はこの表に定

める額の半額とする。競技場を個人使用する際、児童・生徒はこの表に定

める額の半額とし、幼児は無料とする。 

   ８ 「児童・生徒」とは小学生、中学生及び高校生を、「幼児」とは未就学児

をいう。 

   ９ 施設使用に伴う広告物の表示は、１平方メートル当たりの単価とし、１

平方メートル未満であるときは１平方メートルとし、表示面積に１平方メ

ートル未満の端数があるときは、その端数を１平方メートルとして計算す

る。 

 ２ 甲賀市水口スポーツの森キャンプ場・ロッジ 

施設名 区分 金額（円） 

キ ャ ン プ

場 

キャンプサイ

ト 

１泊１区画 ２，０００ 

１区画（宿泊無し） １，０００ 

バーベキュー

サイト 

１０人以下 ２，０００ 

１１人以上２０人以下 ４，０００ 

２１人以上 ６，０００ 

ロッジ 和室・ホール 宿泊

利用 

大人１泊１人当たり １，５００

小人１泊１人当たり １，０００

時間

利用 

和室（１室につき）・ホ

ールそれぞれ１時間当

たり 

２００

  備考 

   １ １の表備考４及び５は、この表において準用する。 

   ２ 寝具・浴衣の使用については実費を徴収する。 

   ３ 宿泊利用の場合は、冷暖房及び風呂（シャワー）の使用料を含む。 

   ４ 「大人」とは高校生以上を、「小人」とは小学生及び中学生をいう。 



   ５ 未就学児の利用は無料とする。 

 ３ 甲賀市みなくち子どもの森 

施設名 区分 金額（円） 

自然館展示室 個人 大人１人 ２００

小人１人 １００

団体 大人１人 １５０

小人１人 ７０

  備考 

   １ １の表備考４は、この表において準用する。 

   ２ 「団体」とは、一団の入館者の数が２０人以上のものをいう。 

   ３ 「大人」とは高校生以上を、「小人」とは小学生及び中学生をいう。 

   ４ 未就学児は無料とする。 

 ４ 野外広場 

施設名 区分 １時間当たり金額

（円） 

甲 賀 市 鹿 深

夢の森 

夢の庭 午前９時から午後６時まで １，０００

  備考 営利の目的をもって入場料その他これに類する金銭を徴収する場合は、

入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

 ５ テニスコート 

施設名 区分 １時間１面当たり金額（円） 

市内 市外 

ハードコート 甲賀市ひのきが

丘公園 

平日 ６００ １，２００

土日祝日 ８００ １，６００

照明設備 ― ７００ 

人工芝コート 甲賀市甲賀中央

公園 
― 

６００ １，２００

照明設備 ― ３００ 

クレイコート 甲賀市甲賀中央― ３００ ６００



公園 

甲賀市柏木公園 ― １５０ ３００

備考 １の表備考１から５までは、この表において準用する。 

 ６ 野球場 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

野球場 甲賀市ひのきが丘公園

野球場 

平日 １面 ９００ １，８００ 

土日祝日 １面 １，０００ ２，０００ 

甲賀市甲賀中央公園野

球場 
― １面 

８００ １，６００ 

甲賀市信楽運動公園多

目的広場１ 

平日 １面 １，３００ ２，６００ 

土日祝日 １面 １，８００ ３，６００ 

照明設

備 

甲賀市ひのきが丘公園

野球場 
― １面 

７００

甲賀市信楽運動公園多

目的広場１ ― 

全点灯 ２，４００

１ ／ ２ 点

灯 

１，８００

  備考 １の表備考１から５までは、この表において準用する。 

 ７ グラウンド 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

グラウ

ンド 

甲賀市甲賀中央公園多

目的グラウンド 
― 

１面 ３５０ ７００

１／２面 ２００ ４００

甲賀市信楽運動公園多

目的広場２ 

甲賀市信楽運動公園屋

根付多目的広場 

平日 １面 １，３００ ２，６００

土日祝日 １面 １，８００ ３，６００

甲賀市柏木公園多目的

グラウンド 

― １面 ５００ １，０００



照明設

備 

甲賀市信楽運動公園多

目的広場２ 
― 

１面 １，８００

甲賀市信楽運動公園屋

根付多目的広場 
― 

１面 ５００

  備考 １の表備考１から５までは、この表において準用する。 

 ８ 体育館 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

アリーナ 甲賀市甲賀中央公園

体育館 

１面 ４５０ ９００

１／２面 ３００ ６００

照明設備 甲賀市甲賀中央公園

体育館 

１面 ６００

１／２面 ３００

  備考 １の表備考１から５までは、この表において準用する。 

 ９ 会議室 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

甲賀市甲賀中

央公園 

集会所 ３００ ６００ 

レストハウス ３００ ６００ 

共同福祉センター研修室 ３００ ６００ 

共同福祉センター大会議室 ４５０ ９００ 

共同福祉センター和室 ２００ ４００ 

甲賀市鹿深夢

の森 

甲賀匠の里作業室 ３００ ６００ 

甲賀匠の里和室 ２５０ ５００ 

甲賀匠の里茶室 ２００ ４００ 

  備考 １の表備考１から５までは、この表において準用する。この場合におい

て、同表の備考２中「使用料の額（照明設備は除く。）」とあるのは、「使用料

の額」と読み替えるものとする。 

 １０ グラウンドゴルフ場 

施設名 １人１ラウンド当たり金額（円） 



市内 市外 

甲賀市野洲川児童公園 ２００ ４００ 

  備考 １の表備考１から４までは、この表において準用する。この場合におい

て、同表の備考２中「使用料の額（照明設備は除く。）」とあるのは、「使用料

の額」と読み替えるものとする。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の甲賀市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される

使用料について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例に

よる。 
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議案第８７号参考資料 

甲賀市都市公園条例新旧対照表 

改正案 現行 

（有料公園施設） （有料公園施設） 

第８条 有料公園施設（市の管理する公園施設で有料で利用させるもの

をいう。以下同じ。）は、別表第２のとおりとする。 

第８条 有料公園施設（市の管理する公園施設で有料で利用させるもの

をいう。以下同じ。）は、別表第２のとおりとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 有料公園施設の利用日及び利用時間は、別表第３のとおりとする。

ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 

３ 有料公園施設の利用日及び利用時間は、別表第３のとおりとする。

ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 

（使用料） （使用料） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２ 第８条に規定する有料公園施設を利用しようとする者は、別表第５

に掲げる使用料を納付しなければならない。 

２ 第８条に規定する有料公園施設を利用しようとする者は、別表第５

に掲げる使用料を納付しなければならない。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

（利用料金） （利用料金） 

第１８条の２ 前条第１項の規定により指定管理者に管理業務を行わせ

る場合における第１２条第１項に規定する別表第４（４）に掲げる行

為をする場合の公園施設の利用料金の額は、別表第４（４）の範囲に

おいて、また、同条第２項に規定する有料公園施設の利用料金の額は、

別表第５の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるもの

とする。 

第１８条の２ 前条第１項の規定により指定管理者に管理業務を行わせ

る場合における第１２条第１項に規定する別表第４（４）に掲げる行

為をする場合の公園施設の利用料金の額は、別表第４（４）の範囲に

おいて、また、同条第２項に規定する有料公園施設の利用料金の額は、

別表第５の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるもの

とする。 
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別表第２（第８条関係） 別表第２（第８条関係） 

有料公園施設 有料公園施設 

有料公園施設が属する公園 有料公園施設 

甲賀市水口スポーツの森 陸上競技場 

野球場 

多目的グラウンド 

テニスコート 

キャンプ場 

ロッジ 

 

（略） 

甲賀市野洲川河川公園 テニスコート 

甲賀市柏木公園 多目的グラウンド 

テニスコート 

（略） 

甲賀市甲賀中央公園 体育館 

集会所 

クレイテニスコート 

人工芝テニスコート 

野球場 

多目的グラウンド 

レストハウス 

有料公園施設が属する公園 有料公園施設 

甲賀市水口スポーツの森 陸上競技場 

野球場 

多目的グラウンド 

テニスコート 

キャンプ場 

ロッジ 

プール 

（略） 

甲賀市野洲川河川公園 テニスコート 

 

 

（略） 

甲賀市甲賀中央公園 体育館 

集会所 

クレイテニスコート 

全天候テニスコート 

野球場 

多目的グラウンド 

レストハウス 
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共同福祉センター研修室 

共同福祉センター大会議室 

共同福祉センター和室 

（略） 

甲賀市信楽運動公園 多目的広場 １ （野球場） 

多目的広場 ２ （グラウンド） 

屋根付多目的広場 

 
 

共同福祉センター研修室 

共同福祉センター大会議室 

共同福祉センター和室 

（略） 

甲賀市信楽運動公園 多目的広場 １ （野球場） 

多目的広場 ２ （グラウンド） 

屋根付多目的広場 

ターゲットバードゴルフコース 
 

別表第３（第８条関係） 別表第３（第８条関係） 

施設名 閉園日 利用時間 

甲賀市水口

スポーツの

森 

（略） 

野球場 

多目的グラウンド 

テニスコート 

キャンプ場 

ロッジ 

 

１２月２９日から翌

年１月３日まで 

午前８時３０分から

午後５時まで 

夜間利用施設 午後

１０時まで 

甲賀市野洲

川河川公園 

テニスコート １２月２９日から翌

年１月３日まで 

午前８時３０分から

午後５時まで 

甲賀市柏木

公園 

多目的グラウンド 

テニスコート 

１２月２９日から翌

年１月３日まで 

午前６時から午後８

時まで 

（略） 

施設名 閉園日 利用時間 

甲賀市水口

スポーツの

森 

（略） 

野球場 

多目的グラウンド 

テニスコート 

キャンプ場 

ロッジ 

プール 

１２月２９日から翌

年１月３日まで 

午前８時３０分から

午後５時まで 

夜間利用施設 午後

１０時まで 

甲賀市野洲

川河川公園 

 

 

テニスコート １２月２９日から翌

年１月３日まで 

午前８時３０分から

午後５時まで 

（略） 
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甲賀市甲賀

中央公園 

体育館 月曜日 

１２月２７日から翌

年１月５日まで 

午前９時から午後１

０時まで 集会所 

クレイテニスコート 

人工芝テニスコート 照明設備の使用時間

は午後９時まで 

野球場 午前９時から午後１

０時まで 多目的グラウンド 

レストハウス 

共同

福祉

セン

ター 

研修室 祝日 

１２月２８日から翌

年１月４日まで 

午前９時から午後１

０時まで 大会議室 

和室 

（略） 

甲賀市信楽

運動公園 

多目的広場１（野球

場） 

多目的広場２（グラ

ウンド） 

屋根付多目的広場 

 

 

１２月２８日から翌

年の１月４日まで 

毎週月曜日。ただし、

月曜日が祝日に当た

るときは、その翌日 

午前９時から午後１

０時まで 

 

甲賀市甲賀

中央公園 

体育館 月曜日 

１２月２７日から翌

年１月５日まで 

午前９時から午後１

０時まで 集会所 

クレイテニスコート 

全天候テニスコート 照明設備の使用時間

は午後９時まで 

野球場 午前９時から午後１

０時まで 多目的グラウンド 

レストハウス 

共同

福祉

セン

ター 

研修室 祝日 

１２月２８日から翌

年１月４日まで 

午前９時から午後１

０時まで 大会議室 

和室 

（略） 

甲賀市信楽

運動公園 

多目的広場１（野球

場） 

多目的広場２（グラ

ウンド） 

屋根付多目的広場 

ターゲットバードゴ

ルフ 

１２月２８日から翌

年の１月４日まで 

毎週月曜日。ただし、

月曜日が祝日に当た

るときは、その翌日 

午前９時から午後１

０時まで 

 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第５（第１２条、第１８条の２関係） 別表第５（第１２条、第１８条の２関係） 
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１ 甲賀市水口スポーツの森（陸上競技場・野球場・多目的グラウンド・

テニスコート）、甲賀市野洲川河川公園 

 

施設名 区分 金額（円） 

市内 市外 

陸

上

競

技

場 

競技場 平日１時間

当たり 

貸切使用 ２，０００ ４，０００ 

土日祝日１

時間当たり 

２，５００ ５，０００ 

団体（１０

人以上）使

用１回当た

り 

共用使用 ２，０００ ４，０００ 

個人使用１

回当たり 

２００ ４００ 

会議室 １回当たり ― ５００ １，０００ 

ミーティ

ング室 

― ５００ １，０００ 

シャワー ― １００ １００ 

指導員室 ― ５００ １，０００ 

広告物の

表示 

１日当たり ― ２，０００ ４，０００ 

野 野球場 平日１時間

当たり 
― 

１，５００ ３，０００ 

施設の名称 

 

単位金額 備考 

甲

賀

市

水

口

ス

ポ

ー

ツ

の

森 

陸上競技場 区分 市内 市外  

競

技

場

内 

貸

切

使

用 

平

日

１

時

間

当

た

り 

２，００

０円

４，００

０円

土

日

祝

日

１

時

間

当

た

２，５０

０円

５，００

０円
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球

場 

土日祝日１

時間当たり 
― 

２，２５０ ４，５００ 

ス コ ア ボ

ード 

１試合当た

り 
― ２，０００ 

照明設備 １時間当た

り 

１／２点灯 ５，０００ 

全点灯 １０，０００ 

本部室 １回当たり ― ５００ １，０００ 

審判室 ５００ １，０００ 

来賓室 ５００ １，０００ 

控室（１室

につき） 

５００ １，０００ 

会議室（１

室につき） 

５００ １，０００ 

記 録 放 送

室 

５００ １，０００ 

シ ャ ワ ー

室（１室に

つき） 

１，０００ ２，０００ 

多

目

的

グ

ラ

ウ

ン

ド 

人 工 芝 グ

ラウンド 

ク レ ー グ

ラウンド 

平日１時間

当たり 

１面 １，５００ ３，０００ 

１／２面 １，０００ ２，０００ 

土日祝日１

時間当たり 

１面 ２，２５０ ４，５００ 

１／２面 １，５００ ３，０００ 

照明設備 １時間当た

り 

１面 ４，０００ 

テ 水 口 ス ポ １面１時間 平日 ６００ １，２００ 

り 

共

用

使

用 

団

体

（

１

０

人

以

上）

使

用

１

回

当

た

り 

２，００

０円

４，００

０円

児童・生徒は半額とす

る。（幼児は無料） 

個

人

使

用

１

回

当

２００

円

４００

円
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ニ

ス

コ

ー

ト 

ー ツ の 森

人 工 芝 コ

ート 

野 洲 川 河

川 公 園 ハ

ー ド コ ー

ト 

当たり 土日祝日 ８００ １，６００ 

照明設備 １面 ７００ 

 備考 

  １ 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在

住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業

所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」

とは、市内以外の場合に適用する。 

  ２ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額

（照明設備は除く。）は、この表に定める額の３倍に相当する額と

する。 

  ３ 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収する

ときは、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収す

る。 

  ４ 附帯施設及び備品の使用については、別に定める。 

  ５ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした

額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、

本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間

を含めたものとする。 

  ６ 「貸切使用」とは団体が競技会、行事等で利用する場合をいい、

た

り 

会議室 １

回

当

た

り

５００

円

１，００

０円

 

ミーティ

ング室 

５００

円

１，００

０円

シャワー １００

円

１００

円

指導員室 ５００

円

１，００

０円

広告物の

表示 

１

日

２，００

０円

４，００

０円

野球場 区分 市内 市外  

平日１時間

当たり 

１，５０

０円

３，００

０円

土日祝日１

時間当たり 

２，２５

０円

４，５０

０円

スコア

ボード 

１

試

合 

２，０００円

ナイタ

ー照明 

１

／

２

１時間当たり 

５，０００円 
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「共用使用」とは利用者が占用することなく譲り合って利用するこ

とをいう。 

  ７ 競技場を団体使用する際、児童・生徒のみで利用する場合はこの

表に定める額の半額とする。競技場を個人使用する際、児童・生徒

はこの表に定める額の半額とし、幼児は無料とする。 

  ８ 「児童・生徒」とは小学生、中学生及び高校生を、「幼児」とは

未就学児をいう。 

  ９ 施設使用に伴う広告物の表示は、１平方メートル当たりの単価と

し、１平方メートル未満であるときは１平方メートルとし、表示面

積に１平方メートル未満の端数があるときは、その端数を１平方メ

ートルとして計算する。 

２ 甲賀市水口スポーツの森キャンプ場・ロッジ 

施設名 区分 金額（円） 

キャンプ場 キャンプサ

イト 

１泊１区画 ２，０００ 

１区画（宿泊無し） １，０００ 

バーベキュ

ーサイト 

１０人以下 ２，０００ 

１１人以上２０人以下 ４，０００ 

２１人以上 ６，０００ 

ロッジ 和室・ホー

ル 

宿泊利用 大人１泊１

人当たり 
１，５００ 

小人１泊１

人当たり 
１，０００ 

時間利用 和室（１室

につき）・ホ

ールそれぞ

れ１時間当

２００ 

点

灯 

全

点

灯 

１時間当たり 

１０，０００円 

本部室 １

回

当

た

り 

５００

円

１，００

０円

審判室 ５００

円

１，００

０円

来賓室 ５００

円

１，００

０円

控室１ ５００

円

１，００

０円

控室２ ５００

円

１，００

０円

会議室

１ 

５００

円

１，００

０円

会議室

２ 

５００

円

１，００

０円

記録放

送室 

５００

円

１，００

０円

シャワ

ー室１ 

１，００

０円

２，００

０円
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たり 

 備考 

  １ １の表備考４及び５は、この表において準用する。 

  ２ 寝具・浴衣の使用については実費を徴収する。 

  ３ 宿泊利用の場合は、冷暖房及び風呂（シャワー）の使用料を含む。 

  ４ 「大人」とは高校生以上を、「小人」とは小学生及び中学生をい

う。 

  ５ 未就学児の利用は無料とする。 

３ 甲賀市みなくち子どもの森 

施設名 区分 金額（円） 

自然館展示室 個人 大人１人 ２００ 

小人１人 １００ 

団体 大人１人 １５０ 

小人１人 ７０ 

 備考 

  １ １の表備考４は、この表において準用する。 

  ２ 「団体」とは、一団の入館者の数が２０人以上のものをいう。 

  ３ 「大人」とは高校生以上を、「小人」とは小学生及び中学生をい

う。 

  ４ 未就学児は無料とする。 

４ 野外広場 

施設名 区分 １時間当たり金

額（円） 

シャワ

ー室２ 

１，００

０円

２，００

０円

多目的グラウンド 区分 市内 市外  

平日１

時間当

たり 

１

面

使

用 

１，５０

０円

３，００

０円

１

／

２

面

使

用 

１，００

０円

２，００

０円

土日祝

日１時

間当た

り 

１

面

使

用 

２，２５

０円

４，５０

０円

１

／

２

面

使

用 

１，５０

０円

３，００

０円
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甲賀市鹿深

夢の森 

夢の庭 午前９時から午後６時まで １，０００ 

 備考 営利の目的をもって入場料その他これに類する金銭を徴収する

場合は、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収す

る。 

５ テニスコート 

施設名 区分 １時間１面当たり金額

（円） 

市内 市外 

ハードコ

ート 

甲賀市ひのきが

丘公園 

平日 ６００ １，２００ 

土日祝日 ８００ １，６００ 

照明設備 ― ７００ 

人工芝コ

ート 

甲賀市甲賀中央

公園 
― 

６００ １，２００ 

照明設備 ― ３００ 

クレイコ

ート 

甲賀市甲賀中央

公園 
― 

３００ ６００ 

甲賀市柏木公園 ― １５０ ３００ 

備考 １の表備考１から５までは、この表において準用する。 

６ 野球場 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

野球

場 

甲賀市ひの

きが丘公園

野球場 

平日 １面 ９００ １，８００ 

土日祝日 １面 １，０００ ２，０００ 

ナイター照

明 

１時間当たり 

１面につき 

４，０００円 

テニスコート 平日 １時間

当たり

 １面

につき 

６００

円

 

土日祝日 １時間

当たり

 １面

につき 

８００

円

ナイター照

明 

１時間

当たり

 １面

につき 

７００

円

キャンプ場 １人１日 １００円  

ロッジ 宿泊

料 

大人 １泊１人当たり

 １，５００円 

・ただし、寝具・浴衣

の使用については

実費を徴収する。 

・宿泊料には、冷暖房、

風呂（シャワー）使

用料を含む。 

小人 １泊１人当たり

 １，０００円 

施設 和室一室 １時間当たり２ ・宿泊者の使用につい
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甲賀市甲賀

中央公園野

球場 

― １面 ８００ １，６００ 

甲賀市信楽

運動公園多

目的広場１ 

平日 １面 １，３００ ２，６００ 

土日祝日 １面 １，８００ ３，６００ 

照明

設備 

甲賀市ひの

きが丘公園

野球場 

― １面 ７００ 

甲賀市信楽

運動公園多

目的広場１ 

― 全点

灯 

２，４００ 

１／

２点

灯 

１，８００ 

 備考 １の表備考１から５までは、この表において準用する。 

７ グラウンド 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

グラ

ウン

ド 

甲賀市甲賀中央

公園多目的グラ

ウンド 

― １面 ３５０ ７００ 

１／

２面 

２００ ４００ 

甲賀市信楽運動 平日 １面 １，３００ ２，６００ 

使用

料 

００円 ては、宿泊料に含

む。 ホール １時間当たり２

００円 

プール 入場料 大人 １人 ３００

円 

・幼児の入場について

は、保護者同伴と

し、保護者１人につ

き幼児２人までの

入場とする。 

小人 １人 １５０

円 

幼児 無料 

甲

賀

市

み

な

く

ち

子

ど

も

の

森 

自然館展示室 入館料 個

人 

大人１

人 

２００

円 

・団体とは、一団の入

館者の数が２０人

以上のものをいう。小人１

人 

１００

円 

団

体 

大人１

人 

１５０

円 

小人１

人 

７０円 

甲

賀

市

テニスコート 昼間使

用料 

１時間当たり１面に

つき 平日 ６００

円 
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公園多目的広場

２ 

甲賀市信楽運動

公園屋根付多目

的広場 

土日祝日 １面 １，８００ ３，６００ 

甲賀市柏木公園

多目的グラウン

ド 

― １面 ５００ １，０００ 

照明

設備 

甲賀市信楽運動

公園多目的広場

２ 

― １面 １，８００ 

甲賀市信楽運動

公園屋根付多目

的広場 

― １面 ５００ 

 備考 １の表備考１から５までは、この表において準用する。 

８ 体育館 

施設名 区分 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

アリ

ーナ 

甲賀市甲賀中央

公園体育館 

１面 ４５０ ９００ 

１／２面 ３００ ６００ 

照明

設備 

甲賀市甲賀中央

公園体育館 

１面 ６００ 

１／２面 ３００ 

野

洲

川

河

川

公

園 

１時間当たり １面

につき ８００円 

土・日・祝日 

甲

賀

市

野

洲

川

児

童

公

園 

グラウンドゴルフ

場 

１ラウンド １人につき 

２００円 

 

甲

賀

市

ひ

の

き

野球場 平日 １時間当た

り 

６００

円

 

土日祝

日 

１時間当た

り 

８００

円

ナイタ

ー照明 

１時間当た

り 

７００

円
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 備考 １の表備考１から５までは、この表において準用する。 

９ 会議室 

施設名 １時間当たり金額（円） 

市内 市外 

甲賀市甲

賀中央公

園 

集会所 ３００ ６００ 

レストハウス ３００ ６００ 

共同福祉センター研修室 ３００ ６００ 

共同福祉センター大会議室 ４５０ ９００ 

共同福祉センター和室 ２００ ４００ 

甲賀市鹿

深夢の森 

甲賀匠の里作業室 ３００ ６００ 

甲賀匠の里和室 ２５０ ５００ 

甲賀匠の里茶室 ２００ ４００ 

 備考 １の表備考１から５までは、この表において準用する。この場合

において、同表の備考２中「使用料の額（照明設備は除く。）」とあ

るのは、「使用料の額」と読み替えるものとする。 

１０ グラウンドゴルフ場 

施設名 
１人１ラウンド当たり金額（円） 

市内 市外 

甲賀市野洲川児童公園 ２００ ４００ 

 備考 １の表備考１から４までは、この表において準用する。この場合

において、同表の備考２中「使用料の額（照明設備は除く。）」とあ

るのは、「使用料の額」と読み替えるものとする。 

が

丘

公

園 

テニスコート 平日 １時間当た

り １面に

つき 

６００

円

土日祝

日 

１時間当た

り １面に

つき 

８００

円

ナイタ

ー照明 

１時間当た

り １面に

つき 

７００

円

備考 

 １ 市内とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在

勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内にその本拠を置

く団体が利用する場合に適用し、市外とは、市内以外の場合に適用す

る。 

 ２ 貸切使用とは、団体が競技会、行事等で利用する場合をいい、共用

使用とは、利用者が占用することなく譲り合って利用することをい

う。 

 ３ 児童・生徒とは、小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒を

いう。 

 ４ この表の単位金額の欄が時間当たりの金額となっている施設の使

用時間が１時間に満たない時間がある場合は、１時間とみなして計算

をする。なお、準備及び後始末に要する時間は、使用時間に含まれる

ものとする。 
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  ５ 施設使用に伴う広告物の表示は、１平方メートル当たりの単価と

し、１平方メートル未満であるときは１平方メートルとし、表示面積

に１平方メートル未満の端数があるときは、その端数を１平方メート

ルとして計算する。 

 ６ 付帯施設及び備品の使用については、別に定める。 

 ７ 入場料その他これに類する金銭を徴収する場合の使用料は、この表

の単位金額の欄に定める額に３を乗じて得た額に入場料総収入額の

１割に相当する額を加算した額とする。入場料その他これに類する金

銭を徴収しない場合であってもスポーツ以外に利用する場合の使用

料は、この表の単位金額の欄に定める額に２を乗じて得た額とする。 

 ８ 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の

理由により時間区分を超えて利用するときの使用料は、この表の単位

金額の欄に定める額の５割に相当する額をその超える１時間ごとに

加算した額とする。 

施設の名称 単位金額 備考 

午前 午後 夜間 

午前９

時から

午後１

時まで 

午後１

時から

午後６

時まで 

午後６

時から

午後１

０時ま

で 

甲

賀

集会所 ８００

円

１，０

００円

１，６０

０円
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市

甲

賀

中

央

公

園 

体育館 １，００

０円

１，２

００円

２，００

０円

野球場 ２，００

０円

３，０

００円

―

クレイテニスコート １時間１面当たり ３

００円 

全天候テニスコート １時間１面当たり ４

００円 

夜間照明 １時間１面当たり ３

００円 

多目的グラウンド １，００

０円

１，２

００円

―

レストハウス ８００

円

１，０

００円

１，６０

０円

共同

福祉

セン

ター 

研修室 ８００

円

１，０

００円

１，６０

０円

 

大会議室 １，００

０円

１，２

００円

１，８０

０円

和室 ４００

円

６００

円

８００

円

甲

賀

市

甲賀

匠の

里 

作業室 ８００

円

１，０

００円

１，６０

０円

 

和室 ５００ ７００１，２０
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鹿

深

夢

の

森 

円 円 ０円

茶室 ５００

円

７００

円

１，２０

０円

夢の庭 ２，００

０円

３，０

００円

―

 

 施設の名称 単位金額 備考 

甲

賀

市

信

楽

運

動

公

園 

多目的広場１（野

球場） 

平日 １時間当たり １，０００円

土日祝日 １時間当たり １，５０

０円 

１７時以降の

利用について

は、５００円を

加算する。 

  

 夜間照明 全照明 １時間当たり ２，４００

円 

１／２照明 １時間当たり １，８

００円 

  

多目的広場２（グ

ラウンド） 

平日 １時間当たり １，０００円

土日祝日 １時間当たり １，５０

０円 

１７時以降の

利用について

は、５００円を

加算する。 

  

 夜間照明 全照明 １時間当たり １，８００

円 

 

屋根付多目的広場 平日 １時間当たり １，０００円

土日祝日 １時間当たり １，５０

１７時以降の

利用について
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０円 は、５００円を

加算する。 

ターゲットバード

ゴルフコース 

１人当たり ４００円  

 

  注 超過時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間とする。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の甲賀市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に納

付される使用料について適用し、同日前に納付された使用料について

は、なお従前の例による。 

 

 



議案第８８号 

 甲賀市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 上記の議案を提出する。 

   令和４年１１月２９日 

                      甲賀市長  岩 永 裕 貴   

 

 

 

 

 

 



   甲賀市公園条例の一部を改正する条例 

 甲賀市公園条例（平成１６年甲賀市条例第１３６号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第１甲賀市大河原緑地広場の項を削る。 

 別表第２甲賀市伴谷総合運動公園、甲賀市岩上総合運動公園及び甲賀市柏木ふれ

あい運動公園の項中「野球場」を削り、同表甲賀市あいの森ふれあい公園・青土ダ

ムエコーバレイの項中「炊事施設」及び「サイクルボート」を削り、同表甲賀市大

河原緑地広場の項を削る。 

 別表第３あいの丘文化公園の項中「午前８時３０分」を「午前９時」に改め、同

表あいの森ふれあい公園青土ダムエコーバレイの項中「１１月１日から翌年４月３

０日まで」を「１２月２５日から翌年１月６日まで」に改め、同表ブルーリバーパ

ークの項中「午前８時３０分」を「午前９時」に改め、同表矢川橋杣川河川公園の

項を削る。 

 別表第４を次のように改める。 

別表第４（第８条、第１３条関係） 

 １ 岩上総合運動公園及び柏木ふれあい運動公園 

施設名 １時間当たり金額（円） 

照明設備 ５００

 ２ あいの森ふれあい公園・青土ダムエコーバレイ 

施設名 区分 金額（円） 

バンガロー 宿泊 １日 １棟 １２，０００

休憩 １時間 １棟 １，２００

テントサイト 宿泊 １日 １区画 ４，０００

休憩 １時間 １区画 ４００

体験施設 宿泊 １日 １室 ９，０００

休憩 １時間 １室 ９００

宿泊 １日 １棟 ２５，０００

休憩 １時間 １棟 ２，５００



野外ステージ 

（広場含む。） 

１時間当たり ５００

  備考 

   １ 「１日」とは、午後２時から翌日の午前１０時までをいう。 

   ２ 営利の目的をもって入場料その他これに類する金銭を徴収する場合は、

入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収する。 

   ３ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目

的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。 

 ３ あいの丘文化公園 

施設名 １時間当たり金額（円） 

展示広場 ５００

文化広場 ５００

お祭り広場 １，０００

  備考 ２の表備考２及び３は、この表において準用する。 

 ４ ブルーリバーパーク 

施設名 １時間当たり金額（円） 

円形広場 ５００

三角広場 ５００

  備考 ２の表備考２及び３は、この表において準用する。 

 ５ 高間みずべ公園 

施設名 区分 金額（円） 

テントサイ

ト（１区画

につき） 

昼間（午前１０時から午後４時まで） ２，０００

夜間（午後４時から翌日午前１０時まで） ３，０００

管理棟（研

修室） 

半日（５時間未満） ３，０００

１日（５時間以上） ５，０００

  備考 昼間、夜間をそれぞれ引き続き使用するときの使用料は、それぞれの使



用料額を加算した額とする。ただし、２泊以上の場合は、３，０００円に泊

数を乗じて得た額とする。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の甲賀市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用

料について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。 
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議案第８８号参考資料 

甲賀市公園条例新旧対照表 

改正案 現行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第３条 公園の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 第３条 公園の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（公園施設） （公園施設） 

第４条 前条に規定する公園の施設の内容は、別表第２のとおりとす

る。 

第４条 前条に規定する公園の施設の内容は、別表第２のとおりとす

る。 

２ 公園施設の利用日及び利用時間は、別表第３のとおりとする。ただ

し、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。 

２ 公園施設の利用日及び利用時間は、別表第３のとおりとする。ただ

し、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。 

 （使用料）  （使用料） 

第８条 公園の有料施設を利用しようとする者は、別表第４に掲げる額

の使用料を納付しなければならない。 

第８条 公園の有料施設を利用しようとする者は、別表第４に掲げる額

の使用料を納付しなければならない。 

 （利用料金）  （利用料金） 

第１３条 前条第１項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場

合における利用料金の額は、別表第４の範囲において、指定管理者が

市長の承認を得て定めるものとする。 

第１３条 前条第１項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場

合における利用料金の額は、別表第４の範囲において、指定管理者が

市長の承認を得て定めるものとする。 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

名称 位置 

（略） 

名称 位置 

（略） 
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甲賀市やまびこ公園 

 

甲賀市土山町猪鼻３１６番地 

（略） 
 

甲賀市やまびこ公園 甲賀市土山町猪鼻３１６番地 

甲賀市大河原緑地広場 甲賀市土山町大河原１１２５番地１ 

（略） 
 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

名称 施設の内容 

（略） 

甲賀市伴谷総合運動公

園 

 

自由広場 

甲賀市岩上総合運動公

園 

 

自由広場 

甲賀市柏木ふれあい運

動公園 

 

自由広場 

（略） 

甲賀市あいの森ふれあ

い公園・青土ダムエコ

ーバレイ 

バンガロー テントサイト 

     体験施設 

野外ステージ         

（略） 

甲賀市やまびこ公園 

 

自由広場 

（略） 
 

名称 施設の内容 

（略） 

甲賀市伴谷総合運動公

園 

野球場 

自由広場 

甲賀市岩上総合運動公

園 

野球場 

自由広場 

甲賀市柏木ふれあい運

動公園 

野球場 

自由広場 

（略） 

甲賀市あいの森ふれあ

い公園・青土ダムエコ

ーバレイ 

バンガロー テントサイト 

炊事施設 体験施設 

野外ステージ サイクルボート 

（略） 

甲賀市やまびこ公園 自由広場 

甲賀市大河原緑地広場 テニスコート 

（略） 
 

別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係） 
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施設名 閉園日 利用時間 備考 

あいの丘文化公園   午前９時   から

午後１０時まで 

  

あいの森ふれあい公

園 

青土ダムエコーバレ

イ 

１２月２５日から翌

年１月６日まで 

  簡易宿泊施

設 

ブルーリバーパーク   午前９時   から

午後１０時まで 

  

高間みずべ公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１日から翌年

３月３１日まで 

 テントサイ

ト 

管理棟 

 

施設名 閉園日 利用時間 備考 

あいの丘文化公園   午前８時３０分から

午後１０時まで 

  

あいの森ふれあい公

園 

青土ダムエコーバレ

イ 

１１月１日から翌年

４月３０日まで 

  簡易宿泊施

設 

ブルーリバーパーク   午前８時３０分から

午後１０時まで 

  

高間みずべ公園 １２月１日から翌年

３月３１日まで 

 テントサイ

ト 

管理棟 

矢川橋杣川河川公園  ４月１日～９月３０

日 午前８時３０分

から午後６時まで 

１０月１日～３月３

１日 午前８時３０

分から午後４時３０

分まで 

 

 

別表第４（第８条、第１３条関係） 別表第４（第８条、第１３条関係） 

１ 岩上総合運動公園及び柏木ふれあい運動公園 １ 岩上総合運動公園及び柏木ふれあい運動公園夜間照明使用料 

施設名 １時間当たり金額（円） 施設名 使用料 備考 
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照明設備 ５００
 

夜間照明 １時間当たり ５００円  
 

２ あいの森ふれあい公園・青土ダムエコーバレイ ２ あいの森ふれあい公園・青土ダムエコーバレイ使用料 

施設名 区分 金額（円） 

バンガロー 宿泊 １日 １棟 １２，０００

休憩 １時間 １棟 １，２００

テントサイト 

 

 

宿泊 １日 １区画 ４，０００

休憩 １時間 １区画 ４００

体験施設 宿泊 １日 １室 ９，０００

休憩 １時間 １室 ９００

宿泊 １日 １棟 ２５，０００

休憩 １時間 １棟 ２，５００

野外ステージ（広場含

む。） 

 

 

 

 

１時間当たり ５００

 

施設名 利用単位 使用料 

バンガロー １日 １棟 ５，０００円 

休憩 １棟 １時間 ５００円 

テントサイト 

 

１区画 ３，０００円 

炊事施設 １人（休憩のみ） ４００円 

体験施設 １日 １室 ７，５００円 

１棟 ２１，０００円 

休憩 １室 １時間 ５００円 

１棟 １時間 ２，０００円 

野外ステージ（広場含 

む） 

８：３０～１２：００ １，０００円 

１２：３０～１７：０

０ 

１，０００円 

１７：３０～２２：０

０ 

２，０００円 

サイクルボート １台 １時間 １，０００円 
 

備考 注  

  １ 「１日」とは、午後２時から翌日の午前１０時までをいう。 １ 「１日」とは、午後３時から翌日の午前１０時までをいう。 

  ２ 営利の目的をもって入場料その他これに類する金銭を徴収する ２ 「休憩」とは、午前１１時から午後２時までをいう。 
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場合は、入場料総収入額の１割に相当する額を使用料として徴収

する。 

  ３ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなし

た額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時

間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要

する時間を含めたものとする。 

 

３ あいの丘文化公園 ３ あいの丘文化公園使用料 

施設名 

 

１時間当たり金額（円） 

展示広場 ５００ 

文化広場 ５００ 

お祭り広場 １，０００ 
 

利用時間

施設名 

８：３０～１

２：００ 

１３：００～１

７：００ 

１７：３０～２

２：００ 

展示広場 １，０００円 １，０００円 ２，０００円 

文化広場 １，０００円 １，０００円 ２，０００円 

お祭り広場 １，５００円 １，５００円 ３，０００円 
 

備考 ２の表備考２及び３は、この表において準用する。  

４ ブルーリバーパーク ４ ブルーリバーパーク使用料 

施設名 １時間当たり金額（円） 

円形広場 

 

 

 

 

５００

三角広場 ５００

施設名 利用時間 金額 

円形広場 ９：００～１２：００ １，０００円 

１３：００～１７：０

０ 

１，０００円 

１７：３０～２２：０

０ 

２，０００円 

三角広場 ９：００～１２：００ １，０００円 
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１３：００～１７：０

０ 

１，０００円 

１７：３０～２２：０

０ 

２，０００円 

 

備考 ２の表備考２及び３は、この表において準用する。 注 入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、総入場料の１

０％に相当する金額を徴収する。ただし、その額が５，０００円に

満たないときは５，０００円とする。 

 ５ 大河原緑地広場（テニスコート）使用料 

 施設名 時間 使用料 備考 

テニスコート ８：３０～２

２：００ 

１面、１時間当

たり ２００円 

規定時間外に利用する場

合は、１時間につき２０

０円を徴収する。 

夜間照明 １７：３０～２

２：００ 

１面、１時間当

たり ６００円 

 

 

５ 高間みずべ公園 ６ 高間みずべ公園使用料 

施設名 

 

 

区分 金額（円） 

テントサイト

（１区画につ

き） 

昼間（午前１０時から午後４時まで） ２，０００

夜間（午後４時から翌日午前１０時まで） ３，０００

区分 

 

施設名 

昼間 

（午前１０時～午後

４時） 

夜間 

（午後４時～翌日午

前１０時） 

備考 

テントサイト

（１区画） 

２，０００円 ３，０００円 
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管理棟（研修

室） 

半日（５時間未満） ３，０００

１日（５時間以上） ５，０００
 

 区分 

施設名 

半日 

（５時間未満） 

１日 

（５時間以上） 

備考 

管理棟（研修

室） 

３，０００円 ５，０００円 

 

備考 昼間、夜間をそれぞれ引き続き使用するときの使用料は、それ

ぞれの使用料額を加算した額とする。ただし、２泊以上の場合は、

３，０００円に泊数を乗じて得た額とする。 

注 昼間、夜間をそれぞれ引き続き使用するときの使用料は、それぞ

れの使用料額を加算した額とする。ただし、２泊以上の場合は、泊

数×３，０００円とする。 

   付 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 改正後の甲賀市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付

される使用料について適用し、同日前に納付された使用料について

は、なお従前の例による。 

 

 



議案第８９号   甲賀市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について   上記の議案を提出する。  
令和４年１１月２９日                                            甲賀市長  岩 永 裕 貴    



甲賀市立幼稚園条例の一部を改正する条例 
甲賀市立幼稚園条例（平成１６年甲賀市条例第１５１号）の一部を次のように改

正する。 
第２条の表甲賀市立伴谷幼稚園の項を削る。    付 則  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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議案第８９号参考資料 

甲賀市立幼稚園条例新旧対照表 

改正案 現行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

 

甲賀市立土山幼稚園 甲賀市土山町南土山甲４１７番地 

（略） 

   付 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

名称 位置 

甲賀市立伴谷幼稚園 甲賀市水口町伴中山３７４３番地 

甲賀市立土山幼稚園 甲賀市土山町南土山甲４１７番地 

（略） 
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